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資料１ 

三 沢 市 の 河 川 

 一級河川（高瀬川水系） 普通河川 

河川名 高瀬川 高瀬川放水路 姉沼川 古間木川 
三沢川 

(単独水系) 

川幅 

水位 

延長 

100ｍ 

2.5ｍ 

67.3㎞ 

80ｍ 

2.5ｍ 

1.7㎞ 

17.4～22.4ｍ 

2.5ｍ 

9.0㎞ 

9.2～14.9ｍ 

1.5～2.0ｍ 

4.6㎞ 

2.2～17.7ｍ 

2.0ｍ 

4.2㎞ 

（資料：市土木課資料） 

資料２ 

三 沢 市 の 気 象 

年次 

気温（℃） 降水量（mm） 風速(m/s) 最深 

積雪 

(㎝) 
平均 
日平均 

最高 最低 合 計 日最大 平均 最大 

平成21年 
平成22年 
平成23年 
平成24年 
平成25年 
平成26年 
平成27年 

平成28年 
平成29年 
平成30年 

令和元年 

10.1 
10.5 
10.1 
9.8 
9.8 
9.9 
10.8 

10.4 
10.1 
10.4 

10.6 

32.0 
36.3 
35.3 
35.5 
34.8 
34.5 
35.9 

34.0 
36.4 
34.7 

35.3 

-7.9 
-10.3 
-9.7 
-12.0 
-9.7 
-11.1 
-8.5 

-7.7 
-10.8 
-9.9 

-11.7 

1,206.0 
1,236.5 
1,013.0 
876.0 
969.0 

1,111.5 
1,137.5 

1,230.5 
1,152.5 
1,281.0 

1,002.0 

79.0 
44.0 
63.0 
74.5 
105.0 
93.5 
77.5 

134.5 
66.5 
79.5 

83.0 

2.2 
2.0 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.2 

2.2 
2.1 
2.2 

2.1 

12.7 
12.1 
10.5 
11.9 
10.5 
10.4 
12.4 

13.6 
11.6 
12.0 

10.5 

37 
21 
54 
46 
51 
31 
16 

39 
18 
43 

43 

（資料：気象庁ホームページ、市土木課資料） 

資料３ 

三沢市の人口及び世帯の推移 

区 分 
世帯数 
(世帯) 

人  口 （人） 
備 考 

総数 男 女 

 

平成17年 
平成22年 
平成27年 
令和２年 

 

15,946 
16,211 
16,367 
19,338 

 

42,425 
41,258 
40,196 
39,228 

 

20,961 
20,397 
19,852 
19,422 

 

21,464 
20,861 
20,344 
19,806 

 

第１８回国勢調査 
第１９回国勢調査 
第２０回国勢調査 
４月１日住民基本台帳 

 

（資料：国勢調査、市住民基本台帳） 
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資料４ 

 三沢市の土地利用状況    （単位：ｋ㎡） 

年 次 総数 田 畑 宅地 山林 牧場 原野 雑種地 その他 

平成22年 

23年 

24年 

25年 

26年 

27年 

28年 

29年 

30年 

令和元年 

120.09 

120.09 

120.09 

120.09 

120.09 

119.87 

119.87 

119.87 

119.87 

119.87 

21.65 

21.64 

21.52 

21.52 

21.48 

21.47 

21.39 

21.34 

21.35 

21.32 

20.47 

20.40 

20.21 

20.22 

20.17 

20.15 

20.11 

20.04 

19.98 

19.89 

13.00 

13.01 

13.31 

13.37 

13.50 

13.54 

13.66 

13.73 

13.70 

13.78 

15.04 

15.04 

15.10 

15.09 

15.02 

15.04 

15.11 

15.12 

15.02 

15.02 

2.06 

2.06 

2.04 

2.03 

2.03 

2.03 

1.95 

1.76 

1.72 

1.72 

8.02 

8.03 

8.06 

8.05 

8.04 

8.05 

8.04 

8.03 

8.07 

8.09 

15.81 

15.79 

15.27 

15.31 

15.77 

15.72 

15.77 

15.99 

16.17 

16.19 

24.04 

24.12 

24.56 

24.50 

24.08 

23.87 

23.84 

23.86 

23.86 

23.86 
※ 小数点以下の数値の部分については、四捨五入の関係上、内訳と合計が一致しない場合もある

ので使用の際は留意願いたい。 

（資料：市統計書（市固定資産概要調書）） 

 

資料５ 

三沢市の産業及び産業構造の変化  （単位：人、％） 

産 業 大 分 類 
平成１７年 平成２２年 平成２７年 

人 口 構成比 人 口 構成比 人 口 構成比 

総 数 20,708 100.0 19,759 100.0 19,625 100.0 

第 一 次 産 業 1,652 8.0 1,496 7.6 1,344 6.8 

 農 業 
漁業・水産養殖業 

1,499 
153 

7.2 
0.8 

1,382 
114 

7.0 
0.6 

1,244 
100 

6.3 
0.5 

第 二 次 産 業 4,459 21.5 4,014 20.3 4,078 20.8 

 鉱 業 
建 設 業 
製 造 業 

10 
2,179 

2,270 

0.0 
10.5 

11.0 

7 
1,761 

2,246 

0.0 
8.9 

11.4 

7 
1,779 

2,292 

0.0 
9.1 

11.7 

第 三 次 産 業 14,439 69.7 13,601 68.8 13,225 67.4 

 卸 売 ・ 小 売 業 
金 融 ・ 保 険 業 
不 動 産 業 
運 輸 ・ 通 信 業 
電気･ガス･水道業 
サ ー ビ ス 業 
公 務 

2,467 
326 
165 
714 
86 

7,385 
3,296 

11.9 
1.6 
0.8 
3.4 
0.4 
35.7 
15.9 

2,252 
300 
240 
675 
87 

6,892 
3,155 

11.4 
1.5 
1.2 
3.4 
0.4 
34.9 
16.0 

2,210 
264 
227 
635 
94 

6,707 
3,088 

11.3 
1.3 
1.2 
3.3 
0.5 
34.1 
15.7 

不 詳 158 0.8 648 3.3 978 5.0 
※ 小数点以下の数値の部分については、四捨五入の関係上、内訳と合計が一致しない場合もある

ので使用の際は留意願いたい。 

※ 「不詳」は、平成１７年から「分類不能の産業」となる。 

※ 「農業」は、平成２２年から「農業・林業」となる。 

（資料：国勢調査） 
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資料６ 

三 沢 市 防 災 会 議 条 例 
昭和３７年１２月１９日 

三沢市条例第２６号 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第１６条第６項の規定に基づき、三沢

市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

⑴ 三沢市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

⑵ 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

⑶ 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げるものをもって充てる。 

⑴ 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 

⑵ 青森県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 

⑶ 青森県警察の警察官のうちから市長が任命する者 

⑷ 市長がその部内の職員のうちから指名する者 

⑸ 教育長 

⑹ 消防長及び消防団長 

⑺ 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者 

⑻ 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者 

６ 委員の定数は、３２人以内とする。 

７ 第５項第７号及び第８号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期はその前任者の残任

期間とする。 

８ 前項の委員は、再任されることができる。 

（専門委員） 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置く事ができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、青森県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定

地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。 

（議案等） 

第５条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防

災会議にはかって定める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和５５年条例２７号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成１２年条例３号） 

 この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年条例３２号） 

 （施行期日） 

１ 公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の三沢市防災会議条例（以下「新条例」という。）第３条第５項第８号の規定に

より新たに任命される委員の任期は、新条例第３条第７項の規定にかかわらず、平成２５年３月３１日ま

でとする。 
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資料７ 

三沢市防災会議運営要綱 
            平成３年１月５日制定 

（趣旨） 

第１条 三沢市防災会議（以下「防災会議」という。）の運営については、三沢市防災会議条例（昭和３７年三沢市条例

第２６号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。 

（会議の招集） 

第２条 防災会議は、会長が必要と認めたとき、又は委員２名以上の要求があったとき、会長がこれを招集する。 

（会議） 

第３条 防災会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。 

（議決） 

第４条 防災会議は、出席委員全員の意見一致をもって議事を決するものとする。 

（会議録） 

第５条 会長は、必要に応じて会議録を作成し、次に掲げる事項を記録するものとする。 

⑴ 会議の日時 

⑵ 出席者の職名及び氏名 

⑶ 会議に付した案件及び議事の経過 

⑷ 議決した事項 

⑸ その他参考事項 

（専決処分） 

第６条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次に掲げるものについて専決処分することができるものとする。 

⑴ 災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。 

⑵ 関係機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。 

⑶ 三沢市災害対策本部の設置について、市長に意見を具申すること。 

⑷ その他軽微なこと。 

２ 防災会議を招集する暇がないときその他やむを得ない理由により防災会議を招集できないときは、会長は、専決する

ことができる。 

３ 会長は、前２項の規定により専決処分した事項について、次の防災会議においてこれを報告し、承認を求めるものとする。ただ

し、軽微な事項は除く。 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、その都度会長が定めるものとする。 

附 則 

 この要綱は、平成３年４月１日から実施する。 

 

 

資料８ 

三沢市災害対策本部条例 
昭和３７年１０月２０日 

三沢市条例第２３号 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２３条の２第８項の規定に基づき、三沢市災害対

策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（組織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

（部） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属する災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（雜則） 

第４条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

  附 則（平成２４年条例第３３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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資料９ 

動員計画（配備基準） 

配
備
区
分 

警戒配備 非常配備 

災害対策本部を設置するに至らないが 
予想される災害に直ちに対処する態勢 

全庁をあげて対処する態勢 

配
備
要
員 

１ 防災管理課及び関係課の災害対策要員
が対処する。 

２ 休日等の勤務時間外は、防災管理課及
び関係課の災害対策要員が登庁し対処す
る。なお、その他の職員は、登庁出来る
態勢で自宅待機する。 

１ 各課の災害対策要員が対処する。 
２ 休日等の勤務時間外は、各課の災
害対策要員が登庁し対処する。な
お、その他の職員は、登庁出来る態
勢で自宅待機する。 

１ 全職員が対処する。 
２ 休日等の勤務時間外は、全職員が
登庁して対処する。 

地
域
防
災
計
画 
 
風
水
害
等 

 
配
備
時
期 

１ 次のいずれかの警報等が発表さ
れ、危険な状態が予想されるとき 
⑴ 大雨警報 
⑵ 暴風警報 
⑶ 洪水警報 
⑷ 高潮警報 
⑸ 大雪警報 
⑹ 暴風雪警報 
⑺ 土砂災害警戒情報 

２ 各種警報が発表されている状況
下で、台風が通過する可能性があ
り、市の地域内に被害が発生する
おそれがあるとき。 

３ 特に市長がこの配備を指示した
とき。 

【災害警戒対策本部】 
１ 各種警報が発表されている状況下
で、台風が通過する公算が強く、市
の地域内に甚大な被害が発生するお
それがあるとき。 

２ 市長が特にこの配備を指示したと
き。 

【災害対策本部】 
１ 次の場合で市長が必要と認めたと
き。 
⑴ 災害が市内に広域にわたり発生
したとき。 

⑵ 市に相当規模の災害が発生した
とき。 

２ 市長が特にこの配備を指示したと
き。 

実
施
内
容 

１ 防災管理課は、気象情報及び関
係機関等からの情報を待機してい
る関係課に伝達する。 

２ 関係課は、各種情報収集に努
め、防災管理課に報告するととも
にそれぞれ警戒態勢を整える。 

１ 各種情報の収集、伝達に努め、災
害警戒対策を実施する。 

２ 災害警戒対策本部が設置された場
合は、災害対策本部の分担事務に従
って災害応急対策を実施する。 

１ 各種情報の収集、伝達に努め、災
害応急対策を実施する。 

２ 災害対策本部等が設置された場合
は、災害対策本部の分担事務に従っ
て災害応急対策を実施する。 

地
域
防
災
計
画 
 
地
震 
・ 
津
波 

配
備
時
期 

１ 津波注意報が発表されたとき。 
２ 市内で震度４を観測する地震が
発生したとき。 

３ 市長が特にこの配備を指示した
とき。 

【災害警戒対策本部】 
１ 市内で震度５弱、５強を観測する
地震が発生したとき。 

２ 津波警報が発表されたとき。 
３ 市長が特にこの配備を指示したと
き。 

【災害対策本部】 
１ 市内で震度６弱以上を観測する地
震が発生したとき。 

２ 大津波警報が発表されたとき。 
３ 市長が特にこの配備を指示し
たとき。 

実
施
内
容 

１ 防災管理課は、地震・津波情報
及び関係機関等からの情報を待機
している関係課に伝達する。 

２ 関係課は、各種情報収集に努
め、防災管理課に報告するととも
にそれぞれ警戒態勢を整える。 

１ 各種情報の収集、伝達に努め、災
害応急対策を実施する。 

２ 災害警戒対策本部が設置された場
合は、災害対策本部の分担事務に従
って災害応急対策を実施する。 

災害対策本部の分担事務に従って災
害応急対策を実施する。 

※
参
考 
 
国
民
保
護
計
画 

区
分 

担当課体制 市緊急事態連絡室体制 
市国民保護対策本部体制または 
市緊急対処事態対策本部体制 

配
備 
時
期 

【事態認定前】 
市の全部課での対応は不要だが、情
報収集等の対応が必要な場合 
【事態認定後】 
 市国民保護対策本部または市緊急
対処事態対策本部の設置に係る指定
の通知がない場合において上記に同
じ。 

【事態認定前】 
市の全部課での対応が必要な場合

（現場からの情報により多数の人を殺
傷する行為等の事案の発生を把握した
場合） 
【事態認定後】 
 市国民保護対策本部または市緊急対
処事態対策本部の設置に係る指定の通
知がない場合において上記に同じ。 

【事態認定後】 
 市国民保護対策本部または市緊急対
処事態対策本部の設置に係る指定の通
知を受けた場合 

実
施
内
容 

防災管理課職員が参集する。  原則として、市国民保護対策本部体
制または市緊急対処事態対策本部体制
に準じて市職員の参集を行うが、具体
的な参集基準は、個別の事態の状況に
応じ、その都度判断 

 全ての市職員が本庁または出先機関
等に参集する。 
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資料１０ 

気象・地震観測施設・設備等 
 

１ 気象官署 

官 署 名 所  在  地 緯度 経 度 

海面上 

の高さ 

青森地方気象台 青森市花園一丁目17-19 40°49.3′ 140°46.1′ 3ｍ 

 

２ 地域気象観測所 

観測所 
番号 

種類 観測所名 所 在 地 設置箇所 緯度 経度 

海面上 
の高さ 

31506 

四要素 
観測所 

三沢 

三沢市東町 
三丁目地内 

木崎野公園 40°40.5′ 141°22.5′ 39ｍ 

 

３－１ 強震観測施設（防災科学技術研究所） 

観測地点 名 称 所 在 地 設 置 場 所 

AOM011 三 沢 三沢市松園町二丁目1-34 三沢市立第一中学校構内 

 

３－２ 青森県地震情報ネットワークシステム（青森県総務部防災消防課） 

番号 表 示 所 在 地 設 置 場 所 

14 三沢市桜町＊ 三沢市桜町一丁目1-38 三沢市役所敷地内 
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資料１１ 
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資料１２ 

消 防 施 設 ・ 設 備 等 
（令和２年４月１日現在） 

１ 消防施設等の現況 

区 分 

消
防
吏
員
・
団
員
数 

消防ポンプ自動車等 

高

規

格

救

急

自

動

車 

計 

消 
 

火 
 

栓 

 

そ 
 

の 
 

他 

計 

消

防

ポ

ン

プ

自

動

車 

水
槽
付
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車 

化
学
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車 

小
型
動
力
ポ
ン
プ
付
水
槽
車 

小
型
動
力
ポ
ン
プ
付
積
載
車 

救 

助 

工 

作 

車 

梯
子
付
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車 

指

揮

車

等

そ

の

他 

防 

火 

水 

槽 

う

ち

耐

震

性

貯

水

槽 

消防本部・署 110 1 4 1 2  1 1 10 4 24 300 256 219  556 

団 本 部 19        1  1      

第 １ 分 団 15 1         1      

第 ２ 分 団 23 1         1      

第 ３ 分 団 17 1         1      

第 ４ 分 団 18 1         1      

第 ５ 分 団 14     1     1      

第 ６ 分 団 20 1         1      

第 ７ 分 団 15 1         1      

第 ８ 分 団 17     1     1      

第 ９ 分 団 21 1         1      

第 10 分団 15 1         1      

第 11 分団 13     1     1      

第 12 分団 10     1     1      

第 13 分団 21 1         1      

第 14 分団 13     1     1      

第 15 分団 13     1     1      

第 16 分団 11     1     1      

第 17 分団 17 1         1      

計 402 11 4 1 2 7 1 1 9 4 40 300 256 219  556 
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２ 消防ポンプ自動車等整備計画 

区 分 区 域 

全体計画 

（令和 3～5 年度） 
3 年度 

4

年

度 
5 年度 

消

防

ポ

ン

プ

自

動

車 

水
槽
付
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車 

高

規

格

救

急

自

動

車 

指

揮

車 

消

防

ポ

ン

プ

自

動

車 

高

規

格

救

急

自

動

車 

水
槽
付
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車 

指

揮

車 

消

防

ポ

ン

プ

自

動

車 
水
槽
付
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車 

消防署 全 市  2 1 1  1 1 1  1 

団本部 〃           

第 1 分団 浜三沢・深南           

第 2 分団 岡三沢 他           

第 3 分団 大 津 1        1  

第 4 分団 三川目           

第 5 分団 織 笠           

第 6 分団 新町 他           

第 7 分団 薬師 他 1    1      

第 8 分団 淋代・五川目           

第 9 分団 六川目・細谷            

第 10 分団 中央町 他           

第 11 分団 谷地頭 他           

第 12 分団 根井・朝日           

第 13 分団 塩 釜           

第 14 分団 新 森           

第 15 分団 鹿中・四川目           

第 16 分団 前平 他           

第 17 分団 古間木 他           

合           計 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
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３ 消防水利整備計画 

 

４ 救助資機材等の現況 

分 類 品  名 数量 分 類 品  名 数量 

一般 
救助用 
器具 

かぎ付き梯子 3 

警防 
器具 

 

ホース 40mm×20m 79 

三連梯子 8 ホース 50mm×20m 182 

ワイヤー梯子 2 ホース 65mm×20m 140 

空気式救助マット 1 ホース 65mm×30m 4 

救命索発射装置 1 水中ポンプ 1 

サバイバースリング 3 発電機 16 

救助用縛帯 3 ジェットシュウーター 24 

平担架 2 水成膜泡消火薬剤 2,000ℓ 

バスケット型担架 3 A 火災用泡消火薬剤 160ℓ 

滑車 10 

水難用 
器具 

潜水器具一式 12 

重量物 
排除用 
器具 

油圧式救助器具一式 2 ウエットスーツ 8 

大型油圧式スプレッダー 3 ドライスーツ 12 

クレーン装置 2 水中ライト 12 

車両フロント及びリアウィンチ 1 水深測定器 2 

可搬式ウィンチ 4 潜水用ボンベ（12ℓ） 24 

マット型空気ジャッキ 1 収納バック 12 

マンホール救助器具 1 救命胴衣 30 

車両移動器具一式 1 救命ボート 2 

救助用支柱器具一式 2 船外機 2 

油圧スプレッダー 1 救命浮環 7 

切断用 
器具 

大型油圧式切断機 2 水中カメラ一式 1 

エンジンカッター 4 
探索用 
器具 

簡易画像探索機一式 1 

ガス溶断器 2 画像探索機Ⅱ型一式 1 

チェーンソー 6 熱画像装置一式 2 

鉄線カッター 5 

整備 
器具 

ガレージジャッキ 5 

空気鋸 2 エアーコンプレッサー 4 

油圧切断器 4 充電器 4 

破壊用 
器具 

ハンマードリル 2 電気溶接機 1 

万能斧（大・小） 18 

その他 

救助工具 1 

削岩機 1 訓練用安全ネット 3 

携帯用コンクリート破壊器具  2 訓練用安全マット 5 

区 分 現有数 
年 次 計 画 

基準数 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 

消 火 栓 
公 設 289 354 5 5 5 5 5 

私 設 11       

防火水槽 

4 0 ㎥ 未 満 37       

40～100㎥未満 219 219      

1 0 0 ㎥ 以 上        

そ の 他 の 水 利        

合 計 556 573 5 5 5 5 5 
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呼吸 
保護用 
器具 

 

空気呼吸器カワサキ型 8 エアーテント 2 

空気呼吸器ドレーゲル型 40 空気充てん機 1 

空気ボンベ（8.5ℓ） 12 スモークマシン 2 

空気ボンベ（6.8ℓ） 101 信号器付投光器 4 

送排風機 2 照明装置 6 

隊員 
保護用 
器具 

耐電衣一式 2 発電装置 1 

活線警報器 6 ロープガイド 2 

耐熱服一式 12 ロープ張力計 3 

化学防護服（陽圧含む）一式  10 
   

携帯警報器 40 
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資料１３ 

通 信 施 設 ・ 設 備 等 

 

１ 防災行政無線（同報系） 

免許人 局種別 呼出名称 使用部署 設(常)置場所 

三沢市 固定局 
ぼうさいみさわこうほう 

(68.865MHz 5W) 
総務部防災管理課 三沢市役所内 

 
２ ＭＣＡ陸上移動通信用 

包括 

免許人 
局種別 機種 登録名称 使用部署 

グループ 

総
務 

建
設 

福
祉 

避
難
所 

三沢市 
陸上 

移動局 

指令卓 防災管理課 総務部防災管理課 ○ ○ ○ ○ 

車載 防災車    〃 ○    

携帯 防災携帯１    〃 ○ ○ ○ ○ 

携帯 防災携帯２    〃 ○ ○ ○ ○ 

携帯 秘書携帯 総務部秘書課 ○    

半固定 農政課 経済部農政課 ○    

携帯 農政携帯    〃 ○    

携帯 産業携帯 経済部産業観光課 ○    

半固定 病院事務局 病院事務局管理課 ○    

携帯 消防携帯 消防本部警防課 ○ ○ ○ ○ 

半固定 土木課 建設部土木課  ○   

車載 土木車両１    〃  ○   

車載 土木車両２    〃  ○   

車載 土木車両３    〃  ○   

携帯 都市携帯 建設部都市整備課  ○   

半固定 水道事業所 上下水道部水道課  ○   

車載 水道車両    〃  ○   

半固定 総合福祉Ｃ 福祉部生活福祉課   ○  

携帯 生福携帯    〃   ○  

携帯 介護携帯 福祉部介護福祉課   ○  

車載 家福車両 福祉部障害福祉課   ○  

半固定 保健相談Ｃ 市民生活部健康推進課   ○  

車載 健康車両    〃   ○  

半固定 国際交流Ｃ 政策部国際交流課   ○  

車載 国交車両    〃   ○  

半固定 生活安全課 市民生活部生活安全課    ○ 

車載 生安車両    〃    ○ 

半固定 教育委員会 教育委員会教育総務課    ○ 

車載 教委車両    〃    ○ 
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包括 

免許人 
局種別 機種 

指令卓 

登録名称 
使用部署 

グループ 

総
務 

建
設 

福
祉 

避
難
所 

三沢市 
陸上 

移動局 

半固定 古間木小 古間木小学校    ○ 

半固定 上久保小 上久保小学校    ○ 

半固定 岡三沢小 岡三沢小学校    ○ 

半固定 木崎野小 木崎野小学校    ○ 

半固定 三沢小 三沢小学校    ○ 

半固定 三川目小 三川目小学校    ○ 

半固定 おおぞら小 おおぞら小学校    ○ 

半固定 第一中学校 第一中学校    ○ 

半固定 第二中学校 第二中学校    ○ 

半固定 第三中学校 第三中学校    ○ 

半固定 第五中学校 第五中学校    ○ 

半固定 堀口中学校 堀口中学校    ○ 

 

３ 消防無線 

所 属 
局種

別 
機種 呼出名称 周波数 

電力

(W) 
設(常)置場所 

三沢市 
消防本部 

ＦＢ 基地 
みさわしょうぼう 

A･B･C･D･
E･F･G 

20 

三沢市消防本部 
みさわふるまぎ 

A･B･C･D･
E･F･G 

1 

ＭＬ 
車両 みさわ１１～１４ A･B･C･D･

E･F･G 
5 

携帯 みさわ６０、６１ 

三沢市
消防署 

ＭＬ 

車両 

みさわしき１、みさわきゅうじょ１ 
みさわはしご１、みさわ１、２ 
みさわ７～１０、１５ 
みさわきゅうきゅう１、４ 

A･B･C･D･
E･F･G 

5 三沢市消防署 

携帯 

みさわだいたいちょう１ 
みさわしきたいいん１ 
みさわきゅうじょしょうたいちょう１ 
みさわはしごしょうたいちょう１ 
みさわ５０～５２、５７～６８、９１、９４ 
みさわかはん１ 

ＭＬ 

固定 みさわちゅうおう１ 

A･B･C･D･
E･F･G 

5 
三沢市消防署
中央分署 車両 みさわちゅうおう３、４ 

携帯 みさわちゅうおう５３、５４ 

ＭＬ 

固定 みさわきた１ 

A･B･C･D･
E･F･G 

5 
三沢市消防署
北出張所 

車両 
みさわきた６ 
みさわきたきゅうきゅう３ 

携帯 みさわきた５６、９３ 
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ＭＬ 

固定 みさわふるまぎ１ 
A･B･C･D･
E･F･G 

5 
三沢市消防署
古間木出張所 車両 

みさわふるまぎ５ 
みさわきゅうきゅう２ 

A･B･C･D･
E･F･G 

携帯 みさわ９２、５５ 
A･B･C･D･
E･F･G 

ＭＬ 

携帯 みさわほんだん１～５ A･B 5 三沢市消防団本団 

車両 
みさわだい１ぶんだん～ 

みさわだい１７ぶんだん 
A･B 10 

三沢市消防団 
第１～１７分団 

ＭＬ 携帯 みさわしょうぼうぼうさい１、２ H 5 三沢市消防署 

（ＦＸ＝固定局、ＦＢ＝基地局、ＭＬ＝陸上移動局、ＭＰ＝携帯局） 

・活 動 波 ：  A:活動波1、B:活動波2、C:活動波3 

・主 運 用 波  ：  D 

・統 制 波 ：  E:統制波1、F:統制波2、G:統制波3 

・防災相互波 ： H 

 

４ 水道無線 

所属 局種別 呼出名称 周波数 電力 設（常）置場所 

三沢市 
ＦＢ すいどうみさわ 

364.65MHZ 5W 
三沢市役所 

ＭＬ すいどうみさわ1～2、10～15 上下水道庁舎 

（ＦＢ＝基地局、ＭＬ＝陸上移動局） 

 

 

資料１４          水防施設・設備等 
（令和３年２月１日現在） 

倉庫名 倉 庫 所 在 地 面積 
備蓄主要資機材数 

管理者 備考 
空俵 スコップ 

水中 
ポンプ 

器具庫 三沢市桜町一丁目1-38 360㎡ 350袋 10丁 ２機 土木課長  

 

 

資料１５        海上災害対策施設・設備等 
（令和３年２月１日現在） 

区 分 
油処理剤 

（ℓ） 

油吸着剤 

（㎏） 

油吸着マット 

（枚） 

オイルフェンス 

（ｍ） 

水産振興課   360 120 

消 防 本 部 30  391  
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資料１６          その他施設・設備等 
（令和３年２月１日現在） 

１ 重機類の整備状況（名称及び数量） 

トラック １台 ダンプトラック １台 ショベルローダ ３台 

モーターグレーダ １台 ロードスイーパ １台 除雪車 １台 

 

２ 防災用資機材の整備状況（名称及び数量） 

スコップ １０丁 つるはし  ３丁 片手ハンマー １２丁 

鋸 ４丁 鎌  ８丁 大ハンマー  ３丁 

ペンチ １５丁 小車  ３台 ビニールシート  ３枚 
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資料１７ 

山地災害危険地区 
 

１ 山地災害危険地区 

⑴ 山腹崩壊危険地区 

危険地区番号 

位   置 公共施設等 

大字 字 人家 公共施設 道路 

207 S0001 大町  ７  市道 

207 S0002 薬師町  １３  市道 

207 S0003 犬落瀬 古間木 １３  市道 

207 S0004 駒沢  ５  市道 

 

⑵ 崩壊土砂流出危険地区 

危険地区番号 

位   置 公共施設等 

大字 字 人家 公 共 施 設 道路 

207 H0001 犬落瀬 古間木   市道 

 

２ 小規模山地崩壊危険地区 

危険地区番号 

位   置 公共施設等 

大字 字 人家 公 共 施 設 道路 

207 小0001 三沢 淋代平   市道 

207 小0002 新町三丁目  ５  県道 

 

 

資料１８ 

海岸侵食危険地 

 

地区名 海岸延長 防災林延長 侵食海岸延長 

太平洋岸 ２３．９㎞ １６．２㎞ １６．２㎞ 

（青森県農林水産部林政課資料） 
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資料１９ 

急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 箇 所 
１ 自然がけ 

⑴ 自然がけ（ランクⅠ） 

箇所 

番号 
箇 所 名 

位 置 地 形 に 関 す る 項 目 
このがけを 
含む急傾斜地 
崩壊危険区域 

大字名 字名 
延長 高 さ 傾斜角 
下端 
(ｍ) 

最大 
(ｍ) 

平均 
(ｍ) 

最大 
(度) 

平均 
(度) 

251 
早稲田3号(1/2) 
早稲田3号(2/2) 

三沢 早稲田 
５７５ 
４７３ 

２７．２ 
２７．１ 

２２．９ 
１７．９ 

４６．７ 
４３．８ 

３８．２ 
３４．０ 

 

606 古間木山８号 古間木山  １３０ １８．６ １４．８ ５１．６ ３８．０  
702 早稲田１号 三沢 早稲田 ９０ ２２．０ １９．４ ３８．７ ３４．４  
703 淋代平１号 三沢 淋代平 １１０ ２０．４ １８．６ ４１．５ ３４．１  
704 花園町三丁目 花園町三丁目  １３５ １３．０ ８．７ ５２．２ ３３．７  
705 新町四丁目１号 新町四丁目  １００ ８．４ ６．７ ４６．４ ４５．１  
706 新町四丁目２号 新町四丁目  ２００ ９．６ ７．６ ６０．１ ４６．５  
708 新町 新町二丁目  ２１０ ９．３ ６．５ ５０．７ ３８．９ 新町 
709 猫又 新町二丁目  ２８５ ２２．３ １４．４ ５１．０ ３５．２ 猫又 
710 本町７号 新町二丁目  ４１０ ２３．８ １４．０ ４８．５ ４２．０ 本町７号 
711 本町４号 本町四丁目  １２０ １１．０ ８．７ ４４．９ ３７．２ 本町４号 
712 本町５号 本町四丁目  １１５ １２．２ ８．２ ５０．０ ４３．６ 本町５号 
713 本町６号 本町四丁目  ２００ ２３．７ １５．７ ４２．１ ３５．１ 本町６号 
714 本町 栄町一丁目  ４２０ ２１．０ １１．５ ６８．２ ４０．７ 本町 
715 栄町一丁目２号 栄町一丁目  ９０ ７．６ ６．１ ７０．０ ５４．９ 栄町一丁目２号 
716 栄町一丁目 栄町一丁目  ２０５ １２．９ ９．３ ５９．９ ４０．９ 栄町一丁目 
717 栄町三丁目１号 栄町三丁目  １４０ １５．６ １２．６ ４８．１ ３８．３ 栄町三丁目 
719 本町２号 古間木山  １１５ １０．９ ７．５ ４５．９ ４２．６ 本町２号 
721 古間木山１号 古間木山  １０５ ８．４ ５．９ ８９．０ ７１．４  
722 古間木山２号 古間木山  １５０ １２．８ ８．２ ５２．５ ３８．８ 古間木山２号 
723 古間木山 古間木山  ２２０ １８．７ １０．３ ５８．１ ３９．５ 古間木山 
726 古間木山４号 古間木山  １２０ １０．９ ７．６ ６１．８ ４３．７  
727 古間木 古間木一丁目  １６０ １４．３ ９．４ ５０．１ ４０．６ 古間木山 
729 本町二丁目 本町二丁目  １２０ ７．３ ５．５ ５９．６ ５０．７ 本町二丁目 
730 春日台二丁目１号 春日台二丁目  １６３ １１．１ ７．３ ４９．９ ４１．８  

 

⑵ 自然がけ（ランクⅡ） 

箇所 

番号 
箇 所 名 

位 置 地 形 に 関 す る 項 目 
このがけを 
含む急傾斜地 
崩壊危険区域 

大字名 字名 
延長 高 さ 傾斜角 
下端 
(ｍ) 

最大 
(ｍ) 

平均 
(ｍ) 

最大 
(度) 

平均 
(度) 

258 猫又５号 三沢 猫又 １２５ １２．１ ８．８ ５０．１ ４３．３  
259 新町二丁目４号 新町二丁目  ２８０ １５．４ １２．５ ５５．５ ３９．８  
602 早稲田２号 三沢 早稲田 ９３ １０．５ ６．０ ４９．４ ３７．９  
604 古間木一丁目２号 古間木一丁目  ４０ ６．９ ５．６ ５１．０ ４６．９  
607 古間木山９号 古間木山  １２０ １３．７ ７．７ ６９．６ ４７．６  
707 新町二丁目１号 新町二丁目  ５０ ５．７ ５．５ ６０．０ ４７．９ 新町二丁目 
718 栄町三丁目２号 栄町三丁目  １１５ １０．２ ８．４ ６０．８ ４８．０  
720 本町３号 古間木山  ６３ １０．８ ６．９ ５７．８ ４．３ 本町３号 
724 古間木山１０号 古間木山  １８０ １０．０ ７．９ ５０．０ ３６．２  



- 18 - 

 

725 古間木山３号 古間木山  ３４５ １３．５ ８．１ ５５．０ ４３．６ 古間木山３号 
728 古間木一丁目１号 古間木一丁目  ９０ ７．３ ６．４ ５２．０ ４５．９ 古間木1丁目1号 
731 春日台二丁目２号 春日台二丁目  ６３ ８．３ ５．８ ３８．９ ３３．０ 春日台 
732 春日台二丁目３号 春日台二丁目  １５ ５．０ ５．０ ４７．５ ４１．３  
1177 猫又１号 三沢 猫又 ３７５ ２２．７ １１．８ ５１．１ ３２．１  

 

⑶ 自然がけ（ランクⅢ） 

箇所 

番号 
箇 所 名 

位 置 地 形 に 関 す る 項 目 
このがけを 
含む急傾斜地 
崩壊危険区域 

大字名 字名 
延長 高 さ 傾斜角 
下端 
(ｍ) 

最大 
(ｍ) 

平均 
(ｍ) 

最大 
(度) 

平均 
(度) 

252 早稲田４号 三沢 早稲田 ２８０ ２５．１ １８．４ ３８．７ ３４．８  

253 淋代平２号 三沢 淋代平 ５５０ １８．８ １５．５ ４６．７ ３７．７  

254 平畑１号 三沢 平畑 ８０ １５．９ １１．９ ４９．６ ４０．８  

257 平畑４号 三沢 平畑 ４５ １６．４ １４．８ ３２．１ ３１．２  

260 古間木一丁目３号 古間木一丁目  ２３０ ２０．５ １４．３ ５４．０ ４０．２  

605 春日台一丁目 春日台一丁目  ３５ ６．５ ５．５ ４３．０ ３９．６  

 

２ 人工がけ 

⑴ 人工がけ（ランクⅠ） 

箇所 

番号 
箇 所 名 

位 置 地 形 に 関 す る 項 目 
このがけを 
含む急傾斜地 
崩壊危険区域 

大字名 字名 
延長 高 さ 傾斜角 
下端 
(ｍ) 

最大 
(ｍ) 

平均 
(ｍ) 

最大 
(度) 

平均 
(度) 

104 猫又４号 三沢 猫又 ２１０ １６．４ １３．６ ４２．３ ３８．１  

115 花園町五丁目 花園町五丁目  ３４０ ２３．５ １３．７ ４１．３ ３３．３  

116 上久保四丁目１号 上久保四丁目  ２２８ １３．８ ８．６ ４０．８ ３３．０  

118 新町四丁目３号 新町四丁目  １３０ １１．１ ８．６ ４５．０ ３７．４  

119 古間木山５号  古間木山 ３２０ １６．３ １１．１ ５３．２ ３８．５  

120 古間木山６号  古間木山 １９５ １８．８ １５．１ ５８．１ ４３．９  

122 春日台二丁目４号 春日台二丁目  １０５ ５．６ ５．２ ５６．９ ５２．８  

123 春日台二丁目５号 春日台二丁目  ７０ ６．８ ５．８ ６８．８ ５７．３  

124 古間木１号 犬落瀬 古間木 １３５ ８．１ ６．４ ４４．７ ３８．４  

 

⑵ 人工がけ（ランクⅡ） 

箇所 

番号 
箇 所 名 

位 置 地 形 に 関 す る 項 目 
このがけを 
含む急傾斜地 
崩壊危険区域 

大字名 字名 
延長 高 さ 傾斜角 
下端 
(ｍ) 

最大 
(ｍ) 

平均 
(ｍ) 

最大 
(度) 

平均 
(度) 

9 猫又7号 三沢 猫又 ２０５ ８．８ ６．６ ５７．７ ４２．８  

102 猫又２号 三沢 猫又 ７８ １６．２ １５．０ ５９．５ ４５．７  

103 猫又３号 三沢 猫又 ８５ ９．７ ７．２ ７３．２ ４９．４  

105 上久保四丁目3号 上久保四丁目  ２０ ６．０ ５．３ ３７．０ ３５．３  

106 新町二丁目３号 新町二丁目  ５３ １５．８ １１．３ ４４．８ ３８．７  

121 古間木山７号  古間木山 １１０ １３．３ ７．２ ５７．９ ４７．９  

 

⑶ 人工がけ（ランクⅢ） 
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箇所 

番号 
箇 所 名 

位 置 地 形 に 関 す る 項 目 
このがけを 
含む急傾斜地 
崩壊危険区域 

大字名 字名 
延長 高 さ 傾斜角 
下端 
(ｍ) 

最大 
(ｍ) 

平均 
(ｍ) 

最大 
(度) 

平均 
(度) 

8 猫又6号 三沢 猫又 ２３０ ２０．０ １３．０ ５６．８ ４６．１  

117 上久保四丁目２号 上久保四丁目  ９５ １２．９ ９．８ ４６．９ ３５．３  

３ 急傾斜地崩壊危険区域指定区域 

区域 

番号 
告示年月日 

告示 

番号 

急傾斜地崩壊 

危険区域名 

位       置 面積 

(ha) 

人家 

戸数 

公共的 

建物 大字 小  字 

１ 
S48.03.31 218 古間木山  古間木山 1.780  38  

H03.03.11 147 古間木山  古間木山 0.409   

２ S49.02.23 105 猫又 三沢 猫又、上久保 1.189  25  

３ 
S55.03.29 301 本町 本町  1.213  20  

S57.03.18 210 本町 本町四丁目  0.268   5  

４ S56.12.24 1515 本町3号  古間木山 0.204   1     2 

５ S59.01.05 3 本町2号 本町四丁目 古間木山 0.449   8  

６ 
S59.01.05 3 本町4号 本町四丁目  0.217   6  

R03.02.05 73 本町4号 本町四丁目  0.253 5  

６ S59.01.05 3 本町4号 本町四丁目  0.217   6  

７ S59.01.05     3 本町5号 本町四丁目  0.194   8  

８ S59.12.27  977 古間木山2号  古間木山 0.238   8  

９ S61.01.23   43 古間木 古間木一丁目  0.409   8  

10 
S63.03.26  186 本町6号 本町四丁目 古間木山 1.231  14  

H14.11.25  605 本町6号 本町四丁目 古間木山 0.800   6  

11 H01.03.18  175 栄町一丁目 
栄町一丁目、 

三丁目 
 0.605   6  

12 
H01.03.18  175 栄町三丁目 栄町三丁目  0.533   6  

H12.09.20  595 栄町三丁目  古間木山 0.515   7  

13 

H06.03.25  235 本町7号 
新町二丁目 

本町四丁目 
 1.410  25  

H09.02.24  127 本町7号 
新町二丁目 

本町四丁目 
 0.628   3  

14 H07.03.10  155 新町 新町二丁目  0.716  10  

15 H10.09.16  604 栄町一丁目2号 栄町一丁目  0.157   6  

16 H13.02.26  115 春日台 春日台二丁目  0.702   9  

17 H15.03.26  197 古間木山3号  古間木山 0.367   5  

18 H15.03.26  197 新町二丁目 新町二丁目  0.300  14  

19 H19.07.20  562 古間木一丁目1号 古間木一丁目  0.211   5  

20 H27.09.16 633 本町二丁目 本町二丁目  0.349 5  
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資料２０ 

な だ れ 危 険 箇 所 
 

１ 雪崩危険箇所（ランクⅠ） 

箇所 

番号 箇所名 

所 在 地 地形概要 
人家 

戸数 

公共施設等 

大 字 小 字 
延長 

(ｍ) 

傾斜 

(度) 

高さ 

(ｍ) 
公共的建物 道 路 

 592 早稲田1号 三沢 早稲田 100 36 30 1 宿泊施設 市道 

 593 花園町三丁目 花園町三丁目  130 31 10 1 浄水場  

 595 新町二丁目1号 新町二丁目  310 38 16 22  県道、私道 

 596 本町四丁目1号 本町四丁目  110 35 10 6  市道 

 598 新町二丁目2号 新町二丁目  210 52 13 19  私道 

 601 本町四丁目2号 本町四丁目  60 40 10 9  私道 

 602 栄町一丁目1号 栄町一丁目  120 37 14 8  市道 

 603 古間木山1号  古間木山 30 59 10 2 病院、分庁舎 市道 

 604 本町四丁目3号 本町四丁目  140 45 10 9  市道 

 609 古間木山2号  古間木山 100 36 15 6  私道 

 610 古間木山3号  古間木山 50 39 10 5  私道 

 611 古間木山4号  古間木山 80 18 12 5  私道 

 963 古間木山5号  古間木山 100 44 14 8  市道 

1103 花園町五丁目 花園町五丁目  250 45 10 4 温泉施設 私道 

 

２ 雪崩危険箇所（ランクⅡ） 

箇所 

番号 箇 所 名 

所 在 地 地形概要 
人家 

戸数 

公共施設等 

大 字 小 字 
延長 

(ｍ) 

傾斜 

(度) 

高さ

(ｍ) 
公共的建物 道 路 

538 新町二丁目3号 新町二丁目  130 63 13 3  市道 

539 本町四丁目4号 本町四丁目  50 44 10 2  県道 

540 古間木一丁目1号 古間木一丁目  100 42 14 4   

541 栄町一丁目2号 栄町一丁目  220 42 11 3  市道 

542 古間木山6号  古間木山 100 52 12 2  市道 

543 猫又1号 三沢 猫又 230 26 17 4   

 

３ 雪崩危険箇所（ランクⅢ） 

箇所 

番号 箇 所 名 

所 在 地 地 形 概 要 
人家 

戸数 

公共施設等 

大 字 小 字 
延長 

(ｍ) 

傾斜 

(度) 

高さ 

(ｍ) 
公共的建物 道 路 

239 早稲田2号 三沢 早稲田 900 31 20 0  市道 

240 早稲田3号 三沢 早稲田 230 30 25 0  市道 

241 平畑1号 三沢 平畑 100 32 10 0  私道 

242 平畑2号 三沢 平畑 220 30 20 0   

243 平畑3号 三沢 平畑 130 32 12 0   

244 猫又2号 三沢 猫又 120 32 20 0   

245 新町二丁目4号 新町二丁目  120 30 15 0  市道 

246 古間木一丁目2号 古間木一丁目  150 32 10 0  市道 

247 古間木 犬落瀬 古間木 100 20 15 0   
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資料２１ 

河 川 改 修 箇 所 

水 系 河 川 名 水 源 地 
流路延長 

(㎞) 

市域延長 

(㎞) 
管理者 

改修済延長 

(㎞) 

(１級河川) 

高瀬川水系 

高瀬川 上北郡七戸町 67.3 6.4 
国土交通省・

青森県 
－ 

高瀬川放水路 三沢市庭構 1.7 1.7 青森県 1.7 

姉沼川 上北郡六戸町 9.0 5.3 青森県 1.4 

古間木川 
上北郡六戸町･

おいらせ町 
4.6 3.3 青森県 1.1 

(普通河川) 

単独水系 
三沢川 三沢市 4.2 4.2 三沢市 2.1 

 

 

資料２２ 

海 岸 保 全 箇 所 

沿岸名 海岸名 地先海岸名 
海岸保全区域 

指定延長(㎞) 

下北・八戸 三沢 天ケ森 1.0 

下北・八戸 三沢 六川目・三川目 15.0 

下北・八戸 三沢漁港 三沢地区 1.5 

下北・八戸 平沼漁港 平沼・三沢地区 0.5 

 

 

資料２３ 

た め 池 一 覧 
名 称 貯水量(千㎥) 堤 高(ｍ) 堤 長(ｍ) 備 考 

五 川 目 堤  279.0  7.5 198 防災重点ため池 

山 中 溜 池 15.0 2.5 110  

根 井 沼 222.6 3.5 205 H28.7変更 

小 田 内 溜 池 333.0 2.0 210  

駒 沢 溜 池 8.4 3.7 40 防災重点ため池 

小 山 田 溜 池 12.0 3.5 47  

天 狗 森 溜 池 31.2 4.0 62  

猫 又 溜 池 30.0 4.0 66 防災重点ため池 

駒 沢 第 一溜 池 1.8 2.2 40  

駒 沢 第 二溜 池 6.0 5.0 50  

滝 の 沢 溜 池 46.6 5.5 75  
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資料２４ 

自 主 防 災 組 織 一 覧 表 

（令和３年２月１日現在） 

№ 団体名 結成年月日 会員数 世帯数 地区名 

1 さつきヶ丘自主防災会 平成 ７年 ９月 １日  217 
字前平 
（さつきヶ丘町内会地区） 

2 花 園 町 自 主 防 災 会 平成 ８年 ４月 １日  216 
花園町一､二､三丁目 

（花園町町内会地区） 

3 
西 花 園 町 

自 主 防 災 秋 桜 会 
平成 ９年１０月 １日  301 

花園町四､五丁目 

（西花園町町内会地区） 

4 砂 森 自 主 防 災 会 平成１１年１０月 １日  110 新森二丁目 

5 日 の 出 自 主 防 災 会 平成１６年 ４月 １日  454 日の出一､二､三､四丁目 

6 上 久 保 自 主 防 災 会 平成１７年１０月１６日  290 
上久保一､二､三､四丁目､ 

字上久保の一部 

7 泉 町 自 主 防 災 会 平成18年 6月18日  67 泉町一丁目 

8 
こ が ね 町 町 内 会 

自 主 防 災 会 
平成18年10月30日  233 堀口二丁目 

9 清 水 自 主 防 災 会 平成19年 2月23日  76 
本町四丁目､新町一丁目 

（清水町内会地区） 

10 淋 代 自 主 防 災 会 平成20年 1月13日  307 
淋代一､二､三､四､五､ 

六丁目 

11 
大 町 第 四 町 内 

自 主 防 災 会 
平成21年 4月 1日  156 大町一丁目 

12 浜 三 沢 自 主 防 災 会 平成21年 4月 1日  214 
浜三沢 

（浜三沢町内会地区） 

13 北 三 沢 自 主 防 災 会 平成23年 3月 １日  63 富崎､八幡､越下 

14 大 津 自 主 防 災 会 平成23年 5月 １日  448 
大津一､二､三､四丁目ほか 

（大津町内会地区） 

15 栄 町 自 主 防 災 会 平成23年 6月 １日  321 栄町一､二､三丁目 

16 大 町 第 三 自 主 防 災 会 平成23年 7月 １日  212 大町二丁目 

17 
銀 座 連 合 町 内 会 

自 主 防 災 会 
平成23年 9月 １日  450 

中央町三､四丁目､ 

松園町三丁目 

18 美野原一丁目自主防災会 平成23年１０月 １日  258 美野原一丁目 

19 桜町二丁目自主防災会 平成23年11月 1日  324 桜町二丁目 

20 
平 畑 連 合 町 内 

自 主 防 災 会 
平成23年11月 5日  477 

平畑一､二丁目､平畑66､ 

平畑団地 
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№ 団体名 結成年月日 会員数 世帯数 地区名 

21 
下 久 保 町 内 

自 主 防 災 会 
平成23年12月 1日  541 下久保一､二､三丁目 

22 
松 園 町 二 丁 目 

自 主 防 災 会 
平成24年 8月 1日  389 松園町二丁目 

23 千 代 田 町 自 主 防 災 会 平成24年 7月25日  294 
千代田町一､二､三､四､ 

五丁目 

24 
堀 口 一 丁 目 町 内 会 

自 主 防 災 会 
平成21年 2月21日  145 堀口一丁目 

25 谷 地 頭 自 主 防 災 会 平成24年11月 1日  154 谷地頭一､二､三､四丁目 

26 南 山 自 主 防 災 会 平成25年 1月 1日  248 
南山一､二､三､四丁目､ 

南山の一部 

27 東 町 自 主 防 災 会 平成25年 2月16日  641 東町一､二､三､四丁目 

28 
春 日 台 三 丁 目 

自 主 防 災 会 
平成25年 5月 1日  175 春日台三丁目 

29 南 町 自 主 防 災 会 平成25年11月 7日  531 南町一､二､三､四丁目 

30 織 笠 自 主 防 災 会 平成26年 4月 1日  127 
織笠一､二､三､四丁目､ 

庭構の一部 

31 朝 日 自 主 防 災 会 平成26年 6月 1日  27 
朝日一､二丁目､ 

庭構の一部 

32 六 川 目 自 主 防 災 会 平成26年 7月 1日  261 
六川目一､二､三､四､五､ 

六､七､八丁目､庭構の一部 

33 薬師一丁目自主防災会 平成26年 8月 1日  70 薬師一丁目 

34 三 川 目 自 主 防 災 会 平成26年 9月18日  272 
三川目一､二､三､四丁目、 

流平の一部 

35 
ひ ば り ヶ 丘 町 内 会 

自 主 防 災 会 
平成26年10月 1日  109 古間木二丁目 

36 
大 町 第 一 町 内 会 

自 主 防 災 会 
平成26年10月 1日  232 大町三丁目 

37 根 井 自 主 防 災 会 平成26年11月 1日  59 
根井一､二丁目､ 

早稲田の一部 

38 塩 釜 自 主 防 災 会 平成27年 1月22日  210 塩釜一､二､三､四丁目 

39 岡三沢８丁目自主防災会 平成27年 5月 2日  347 岡三沢八丁目 

40 
岡 三 沢 ４ ・ ５ 丁 目 

自 主 防 災 会 
平成27年 5月27日  318 岡三沢四、五丁目 

41 岡三沢７丁目自主防災会 平成27年 8月 1日  190 岡三沢七丁目 

42 前 平 自 主 防 災 会 平成28年 4月 1日  253 前平一､二丁目 

43 高 野 沢 自 主 防 災 会 平成28年 9月20日  40 高野沢一､二丁目､高野沢 
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№ 団 体 名 結 成 年 月 日 会員数 世帯数 地区名 

44 鹿 中 自 主 防 災 会 平成29年 2月 1日  226 
塩釜一､二､三､四丁目 

鹿中 

45 松園町一丁目自主防災会 平成29年 4月 1日  300 松園町一丁目 

46 
南ニュータウン町内会 

自 主 防 災 会 
平成29年 4月19日  105 前平三丁目 

47 桜 町 団 地 自 主 防 災 会 平成30年10月17日  64 桜町三丁目の一部 

48 松ヶ丘町内会自主防災会 平成31年 4月25日  227 字堀口の一部 

49 本 岡 三 沢 自 主 防 災 会 令和元年 5月16日  214 

岡三沢一､二丁目 

平畑二丁目、 

下久保三丁目の一部 

50 薬師町二丁目自主防災会 令和 2年 9月 1日  48 薬師町二丁目の一部 

  合計  12,011  



- 25 - 

 

資料２５       

指定避難所及び指定緊急避難場所一覧 

  

○指定避難所 
避難所は、原則として居住地の属する学区の小学校または中学校とし、同じ学区内の小・中学校

間において避難者数に偏りがある場合等は、三沢市職員が受入人数などについて所要の調整を行う。 

 また、小・中学校のみでは避難者を受入れきれないときは、高等学校やその他の公共施設を避難

所として開設するものとし、上記同様三沢市職員が所要の調整を行う。 

№ 名  称 
所在地 

電話番号 

面積 

(㎡) 

収容可能 

人員(人) 

災害別利用可否 

浸水 土砂 津波 

A 勤労青少年ホーム 
幸町一丁目7-5 

0176-53-5714 
261 130 ○ ○ ○ 

A’ 働く婦人の家 
幸町一丁目7-15 

0176-53-5714 
274 137 ○ ○ ○ 

B 総合体育館 
桜町一丁目4-7 

0176-53-1218 
1,234 617 ○ ○ ○ 

C 武道館 
中央町一丁目4-20 

0176-57-0050 
1,703 851 ○ ○ ○ 

D 古間木小学校 
古間木一丁目152-139 

0176-53-3901 
1,083 541 ○ ○ ○ 

E 上久保小学校 
大町一丁目3-9 

0176-53-3903 
1,157 578 ○ ○ ○ 

F 木崎野小学校 
東町四丁目2 

0176-53-8688 
1,052 526 ○ ○ ○ 

G 岡三沢小学校 
岡三沢三丁目1-1 

0176-53-3902 
1,398 699 ○ ○ ○ 

H 三沢小学校 
字園沢93-2 

0176-54-2502 
1,398 699 ○ ○ ○ 

I 三川目小学校 
鹿中二丁目145-459 

0176-54-2004 
371 185 ○ ○ × 

J 
おおぞら小学校 

第三中学校 
字庭構1084-33 

おおぞら小0176-50-8020 

第三中学校0176-59-3333 
936 468 ○ ○ × 

K 第一中学校 
松園町二丁目1-34 

0176-53-3904 
1,368 684 ○ ○ ○ 

L 第二中学校 
字園沢97-2 

0176-54-2702 
2,301 1,150 ○ ○ ○ 

M 第五中学校 
字古間木山141-111 

0176-53-2402 
1,009 504 ○ ○ ○ 

N 堀口中学校 
字堀口94-143 

0176-52-4080 
1,987 993 ○ ○ ○ 

O 三沢高等学校 
松園町一丁目1 

0176-53-2168 
1,989 994 ○ ○ ○ 

P 三沢商業高等学校 
春日台二丁目154 

0176-53-2880 
1,878 939 ○ ○ ○ 

R 
三沢市国際交流スポー

ツセンター 

南山一丁目138-2 

0176-51-4466 
2,825 1,412 ○ ○ ○ 
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○指定避難所（福祉避難所） 

№ 名  称 所在地 電話番号 
想定収 

容人数 

1 グループホーム 赤とんぼ 字南山85-10 0176-54-2332 3 

2 グループホーム 赤とんぼ花園 花園町一丁目5-16 0176-50-1007 3 

3 松園ひばり苑 松園町二丁目21-7 0176-51-7075 5 

4 堀口ひばり苑 字堀口164-291 0176-58-7231 35 

5 グループホーム にこにこプラザ 松園町三丁目2-1 0176-51-7474 4 

6 やすらぎ苑 字淋代平116-3097 0176-59-3784 10 

7 三沢老人ホーム 字園沢158-8 0176-54-2534 10 

8 松原ぬくもりの家 松原町一丁目31-3704 0176-53-3708 2 

9 松原コラボケアセンター 松原町一丁目31-3704 0176-53-3783 2 

10 シニアライフ大津 大津二丁目12-374 0176-58-5057 5 

11 栄町コラボケアセンター 栄町三丁目125-1 0176-53-1284 3 

12 栄町ぬくもりの家 栄町三丁目125-1 0176-53-1283 3 

13 松園デイサービス・スカイ 松園町二丁目7-7 0176-53-3550 3 

14 松園ケアラウンジ・スカイ 松園町二丁目7-7 0176-53-3550 2 

15 松園グループホーム・スカイ 松園町二丁目7-7 0176-53-3550 1 

16 岡三沢ぬくもりの家 岡三沢一丁目1-97 0176-52-6146 3 

17 岡三沢コラボケアセンター 岡三沢一丁目1-97 0176-52-6100 3 

18 三沢デイサービスセンター 字園沢156-8 0176-54-4423 5 

19 障害者就労トライアルセンター ボイス 字堀口164-1 0176-53-2241 30 

20 大町児童デイサービスセンター ひかり 大町二丁目2-1 0176-58-7507 2 

21 シルバーピュア三沢 字堀口164-13 017-739-6541 10 

22 シニアパンション三沢・平畑 平畑一丁目1-29 017-739-6541 6 

23 シニアパンション三沢・下久保 字下久保41-39 017-739-6541 6 

24 ハナハナ 南町四丁目31-3736 0176-52-5870 10 

25 グループホーム 木崎野の家 栄町三丁目140-621 0176-27-6246 1 

26 グループホーム あぐりの家 栄町三丁目140-622 0176-27-6245 1 

27 
児童発達支援・放課後等デイサービス 

わがんせ 
字堀口17-718 0176-58-6620 6 

28 
就労継続支援Ｂ型事業所 

ワークランドつばさ 
字戸崎101-1552 0176-59-2600 30 

29 特別養護老人ホーム うるわしの杜 千代田町四丁目140-851 0176-53-7773 5 

30 クオーレ深谷 深谷一丁目178-13 0176-53-3439 3 

31 デイサービスふくろう 岡三沢二丁目4-2 0176-27-6699 3 

32 グループホーム クローバー 古間木二丁目181-13 0176-58-5354 2 

33 春日台介護センター 春日台二丁目152-413 0176-58-6317 8 

34 チャレンジキッズスペース オハナ 大津二丁目12-385 0176-54-3851 10 
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○指定緊急避難場所 

№ 名  称 所在地 
面積 

(㎡) 

収容可能 

人員(人) 

災害別利用可否 

浸水 土砂 津波 

1 三沢公園 新町四丁目地内 36,026 18,013 ○ ○ ○ 

2 ふるさとはまなす公園 字庭構地内 39,989 19,994 ○ ○ × 

3 中央公園 桜町一丁目地内 20,145 10,072 ○ ○ ○ 

4 松園公園 松園町一丁目地内 13,080 6,540 ○ ○ ○ 

5 滝ノ沢公園 大町一丁目地内 12,830 6,415 ○ ○ ○ 

6 こがね公園 堀口二丁目地内 20,800 10,400 ○ ○ ○ 

7 ホスピタル・パーク 字堀口地内 20,098 10,049 ○ ○ ○ 

8 南公園 松園町二丁目地内 1,680 840 ○ ○ ○ 

9 深谷公園 松園町二丁目地内 2,340 1,170 ○ ○ ○ 

10 栄公園 松園町三丁目地内 4,320 2,160 ○ ○ ○ 

11 上久保公園 大町三丁目地内 2,260 1,130 ○ ○ ○ 

12 なかよし公園 中央町二丁目地内 3,554 1,777 ○ ○ ○ 

13 木崎野公園 東町三丁目地内 3,800 1,900 ○ ○ ○ 

14 緑町公園 緑町一丁目地内 2,790 1,395 ○ ○ ○ 

15 岡三沢公園 岡三沢三丁目地内 2,890 1,445 ○ ○ ○ 

16 まきば公園 下久保三丁目地内 2,800 1,400 ○ ○ ○ 

17 下久保公園 下久保二丁目地内 2,300 1,150 ○ ○ ○ 

18 美野原公園 美野原二丁目地内 2,180 1,090 ○ ○ ○ 

19 日の出公園 日の出四丁目地内 2,846 1,423 ○ ○ ○ 

20 泉公園 泉町一丁目地内 4,948 2,474 ○ ○ ○ 

21 南山いこいの広場 南山四丁目地内 2,323 1,161 ○ ○ ○ 

22 ふるまぎ希望の丘公園 字古間木地内 3,972 1,986 ○ ○ ○ 

23 平畑公園 平畑二丁目地内 852 426 ○ ○ ○ 

24 あじさい広場 字山ノ神地内 1,397 698 ○ ○ ○ 

25 千代田ふれあい公園 千代田町三丁目地内 875 437 ○ ○ ○ 

26 招和台 字山ノ神地内 7,635 3,817 ○ ○ ○ 

27 南町公園 南町三丁目地内 1,552 776 ○ ○ ○ 

28 駅東公園 南町四丁目地内 778 389 ○ ○ ○ 

29 さつきヶ丘公園 さつきヶ丘一丁目地内 1,338 669 ○ ○ ○ 

30 大津南公園 大津一丁目地内 2,567 1,283 ○ ○ ○ 

31 大津北公園 大津四丁目地内 1,729 864 ○ ○ ○ 

32 大津西公園 大津三丁目地内 5,871 2,935 ○ ○ ○ 

33 園沢南公園 字園沢地内 1,188 594 ○ ○ ○ 

34 前平中央公園 前平一丁目地内 3,354 1,677 ○ ○ ○ 

35 前平西公園 前平一丁目地内 1,270 635 ○ ○ ○ 

36 前平南公園 前平一丁目地内 1,039 519 ○ ○ ○ 

37 前平東公園 前平二丁目地内 904 452 ○ ○ ○ 
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№ 名  称 所在地 
面積 

(㎡) 

収容可能 

人員(人) 

災害別利用可否 

浸水 土砂 津波 

38 前平北公園 前平二丁目地内 847 423 ○ ○ ○ 

39 前平ひろば 前平二丁目地内 2,209 1,104 ○ ○ ○ 

40 新森南公園 新森一丁目地内 2,835 1,417 ○ ○ × 

41 新森中央公園 新森二丁目地内 3,492 1,746 ○ ○ × 

42 下タ沢公園 字下タ沢地内 5,515 2,757 ○ ○ ○ 

43 新町まちかど広場 新町二丁目地内 1,305 652 × ○ ○ 

44 越下農村公園 越下一丁目地内 1,225 612 ○ ○ ○ 

45 塩釜農村公園 塩釜三丁目地内 2,330 1,165 ○ ○ × 

46 織笠農村公園 織笠一丁目地内 1,655 827 ○ ○ × 

47 細谷農村公園 字戸崎地内 2,975 1,487 ○ ○ × 

48 淋代農村公園 淋代三丁目地内 2,992 1,496 ○ ○ × 

49 鹿中農村公園 鹿中二丁目地内 2,957 1,478 ○ ○ × 

50 三沢市アメリカ広場 中央町二丁目地内 1,713 856 ○ ○ ○ 

51 三沢高等学校野球場 松原町二丁目45 20,241 10,120 ○ ○ ○ 

52 三沢市屋内温水プール 字戸崎101-1553 2,622 1,311 ○ ○ ○ 

53 根井団体活動センター 根井一丁目94-1 4,080 2,040 ○ ○ ○ 

54 谷地頭団体活動センター 谷地頭一丁目1752-1 26,992 13,461 ○ ○ ○ 

55 六川目団体活動センター 六川目二丁目100-7 11,191 5,595 ○ ○ × 

56 織笠団体活動センター 織笠四丁目2692-1 21,458 10,729 ○ ○ × 

57 淋代団体活動センター 淋代三丁目354 7,580 3,790 ○ ○ × 

58 はまなす団体活動センター 六川目八丁目34-16 24,954 12,477 ○ ○ × 

59 斗南藩記念観光村道の駅みさわ  谷地頭四丁目298-652 193,506 96,753 ○ ○ ○ 

60 春日台せせらぎ公園 春日台２丁目地内 23,904 11,952 ○ × ○ 

D 古間木小学校（校庭） 古間木1-152-139 12,570 6,285 ○ ○ ○ 

E 上久保小学校（校庭） 大町1-3-9 6,430 3,215 ○ ○ ○ 

F 木崎野小学校（校庭） 東町4-2 11,160 5,580 ○ ○ ○ 

G 岡三沢小学校（校庭） 岡三沢3-1-1 7,734 3,867 ○ ○ ○ 

H 三沢小学校（校庭） 字園沢93-2 14,038 7,019 ○ ○ ○ 

I 三川目小学校（校庭） 鹿中2-145-459 9,206 4,603 ○ ○ × 

J 
おおぞら小学校（校庭） 

第三中学校（校庭） 
字庭構1084-33 22,901 11,450 ○ ○ × 

K 第一中学校（校庭） 松園町2-1-34 25,051 12,525 ○ ○ ○ 

L 第二中学校（校庭） 字園沢97-2 22,704 11,352 ○ ○ ○ 

M 第五中学校（校庭） 字古間木山141-111 18,800 9,400 ○ ○ ○ 

N 堀口中学校（校庭） 字堀口94-143 23,309 11,654 ○ ○ ○ 

O 三沢高等学校（校庭） 松園町1-1   ○ ○ ○ 

P 三沢商業高等学校（校庭） 春日台2-154   ○ ○ ○ 
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○津波避難の場合の特例（沿岸地域のみ） 

津波避難の場合、沿岸地域（鹿中・三川目を除く。）の住民は自動車によって避難する。この際には、 

一時避難場所に一旦集合し、徒歩で避難してきた住民も一緒に避難所へと移動することができるよう相乗り

するなどしてお互いに助け合うものとし、なおも移動手段が不足する場合は市が移動用のバス等を手配す

る。 

町 名 移動手段 № 一時避難場所  № 避 難 所 

砂 森 自動車 59 
斗南藩記念観光村 

道の駅みさわ 
⇒ R 

三沢市国際交流 

スポーツセンター 

塩 釜 自動車 59 
斗南藩記念観光村 

道の駅みさわ 
⇒ R 

三沢市国際交流 

スポーツセンター 

織 笠 自動車 59 
斗南藩記念観光村 

道の駅みさわ 
⇒ R 

三沢市国際交流 

スポーツセンター 

新 森 自動車 59 
斗南藩記念観光村 

道の駅みさわ 
⇒ R 

三沢市国際交流 

スポーツセンター 

六川目 自動車 54 谷地頭団体活動センター ⇒ R 
三沢市国際交流 

スポーツセンター 

細 谷 自動車 52 三沢市屋内温水プール ⇒ R 
三沢市国際交流 

スポーツセンター 

淋 代 自動車 － （経由しない） ⇒ H 三沢小学校 

五川目 自動車 － （経由しない） ⇒ H 三沢小学校 

鹿 中 徒 歩 32 大津西公園 ⇒ 
L 

H 

第二中学校 

三沢小学校 

三川目 徒 歩 34 前平中央公園 ⇒ 
L 

H 

第二中学校 

三沢小学校 
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資料２６ 

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域指定箇所 
 

№ 箇所番号 箇 所 名 
特 別 警 戒   

区域の有無 

位      置 

大 字 小 字 

1 Ⅰ－251 早稲田３号 有 三沢 早稲田 

2 Ⅰ－606 古間木山８号 有  古間木山 

3 Ⅰ－702 早稲田１号 有 三沢 早稲田 

4 Ⅰ－703 淋代平１号 有 三沢 淋代平 

5 Ⅰ－704 花園町三丁目 有 花園町三丁目  

6 Ⅰ－705 新町四丁目１号 有 新町四丁目  

7 Ⅰ－706 新町四丁目２号 有 新町四丁目  

8 Ⅰ－708 新町 無 新町二丁目  

9 Ⅰ－709 猫又 有 新町二丁目  

10 Ⅰ－710 本町７号 有 新町二丁目  

11 Ⅰ－711 本町４号 有 本町四丁目  

12 Ⅰ－712 本町５号 有 本町四丁目  

13 Ⅰ－713 本町６号 有 本町四丁目  

14 Ⅰ－714 本町 有 栄町一丁目  

15 Ⅰ－715 栄町一丁目２号 無 栄町一丁目  

16 Ⅰ－716 栄町一丁目 有 栄町一丁目  

17 Ⅰ－717 栄町三丁目１号 無 栄町三丁目  

18 Ⅰ－719 本町２号 無  古間木山 

19 Ⅰ－721 古間木山１号 有  古間木山 

20 Ⅰ－722 古間木山２号 有  古間木山 

21 Ⅰ－723 古間木山 有  古間木山 

22 Ⅰ－726 古間木山４号 有  古間木山 

23 Ⅰ－727 古間木 有 古間木一丁目  

24 Ⅰ－729 本町二丁目 有 本町二丁目  

25 Ⅰ－730 春日台二丁目１号 有 春日台二丁目  

26 人Ⅰ－104 猫又４号 有 三沢 猫又 

27 人Ⅰ－115 花園町五丁目 有 花園町五丁目  

28 人Ⅰ－116 上久保四丁目１号 有 上久保四丁目  

29 人Ⅰ－118 新町四丁目３号 有 上久保四丁目  

30 人Ⅰ－119 古間木山５号 有  古間木山 

31 人Ⅰ－120 古間木山６号 有  古間木山 

32 人Ⅰ－122 春日台二丁目４号 有 春日台二丁目  

33 人Ⅰ－123 春日台二丁目５号 有 春日台二丁目  

34 人Ⅰ－124 古間木１号 無 犬落瀬 古間木 
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 箇所番号 箇 所 名 
特 別 警 戒   

区域の有無 

位      置 

大 字 小 字 

35 Ⅱ－258 猫又５号 有 三沢 猫又 

36 Ⅱ－259 新町二丁目４号 有 新町二丁目  

37 Ⅱ－602 早稲田２号 有 三沢 早稲田 

38 Ⅱ－604 古間木一丁目２号 有 古間木一丁目  

39 Ⅱ－607 古間木山９号 有  古間木山 

40 Ⅱ－707 新町二丁目１号 有 新町二丁目  

41 Ⅱ－718 栄町三丁目２号 有 栄町三丁目  

42 Ⅱ－720 本町３号 有  古間木山 

43 Ⅱ－724 古間木山１０号 有  古間木山 

44 Ⅱ－725 古間木山３号 有  古間木山 

45 Ⅱ－728 古間木一丁目１号 無 古間木一丁目  

46 Ⅱ－731 春日台二丁目２号 有 春日台二丁目  

47 Ⅱ－732 春日台二丁目３号 無 春日台二丁目  

48 Ⅱ－1177 猫又１号 有 三沢 猫又 

49 人Ⅱ－9 猫又７号 有 三沢 猫又 

50 人Ⅱ－102 猫又２号 有 三沢 猫又 

51 人Ⅱ－103 猫又３号 有 三沢 猫又 

52 人Ⅱ－105 上久保四丁目３号 有 上久保四丁目  

53 人Ⅱ－106 新町二丁目３号 有 新町二丁目  

54 人Ⅱ－121 古間木山７号 有  古間木山 

55 Ⅲ－252 早稲田４号 有 三沢 早稲田 

56 Ⅲ－253 淋代平２号 有 三沢 淋代平 

57 Ⅲ－254 平畑１号 有 三沢 平畑 

58 Ⅲ－257 平畑４号 有 三沢 平畑 

59 Ⅲ－260 古間木一丁目３号 有 古間木一丁目  

60 人Ⅲ－8 猫又６号 有 三沢 猫又 

61 人Ⅲ－117 上久保四丁目２号 有 上久保四丁目  
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資料２７ 

防災関係機関の所在地・電話番号一覧表 
 

機 関 名 所 在 地 電話番号 担 当 課 

青 森 県 庁 青森市長島一丁目1-1 017-722-1111 防災消防課 
上 北 地 域 県 民 局 県 税 部 十和田市西十二番町20-12 0176-23-4311 総務室 
上北地域県民局地域健康福祉部 
保 健 総 室 （ 上 十 三 保 健 所 ） 

十和田市西二番町10-15 0176-23-4261 指導予防課 

上北地域県民局地域農林水産部 十和田市西十二番町20-12 0176-23-5388 指導調整課 
上北地域県民局地域健康福祉部 
福 祉 こ ど も 総 室 

七戸町蛇坂55-1 0176-62-2145 福祉調整課 

上北地域県民局地域農林水産部 
十 和 田 家 畜 保 健 衛 生 所 

十和田市西十二番町19-23 0176-23-6235  

三八地域県民局地域農林水産部 
八 戸 水 産 事 務 所 

八戸市大字河原木字北沼1-131 0178-21-1185 普及課 

三八地域県民局地域農林水産部 
三 八 地 方 漁 港 漁 場 整 備 事 務 所 

八戸市大字河原木字北沼1-131 0178-21-1077 管理課 

上 北 地 域 県 民 局 地 域 整 備 部 十和田市西十二番町20-12 0176-23-4311 建設管理課 
三 沢 警 察 署 三沢市平畑一丁目1-38 0176-53-3145 警備課 

東 北 農 政 局 青 森 県 拠 点 
青森市長島一丁目3-25 
青森法務総合庁舎４階 

017-775-2151 地方参事官室 

三 八 上 北 森 林 管 理 署 十和田市西二番町1-27 0176-23-3551 総務グループ 

八 戸 海 上 保 安 部 八戸市築港街2-16 0178-33-1221 警備救難課 
東 京 航 空 局 三 沢 空 港 事 務 所 三沢市下夕沢83-197 0176-53-2461 管理課 

青 森 地 方 気 象 台 青森市花園一丁目17-19 017-741-7413 防災業務課 

十 和 田 労 働 基 準 監 督 署 十和田市西二番町14-12 0176-23-2780 監督課 

三 沢 公 共 職 業 安 定 所 三沢市桜町三丁目1-22 0176-53-4178  

東北地方整備局高瀬川河川事務所 八戸市石堂三丁目7-10 0178-28-7135  

防衛省東北防衛局三沢防衛事務所 三沢市平畑一丁目1-31 0176-53-3116 業務課 

青 森 第 五 普 通 科 連 隊 八戸市市川町桔梗野官地 0178-28-3111  

海 上 自 衛 隊 第 二 航 空 群 八戸市河原木八太郎山官地 0178-28-3011  

航 空 自 衛 隊 三 沢 基 地 三沢市後久保125-7 0176-53-4121 防衛部防衛班 

三 沢 郵 便 局 三沢市幸町三丁目2-15 0176-53-5345 総務課 

青 い 森 鉄 道 ㈱ 三 沢 駅 三沢市犬落瀬古間木51-7 0176-53-2710 事務室 
東 日 本 電 信 電 話 ㈱ 青 森 支 店 青森市橋本二丁目1-6 017-774-9550 青森災害対策室 
東 北 電 力 ネ ッ ト ワ ー ク ㈱ 
三 沢 電 力 セ ン タ ー 

三沢市中央町一丁目5-4 0176-57-0980 
お客さま 
サービス課 

日 本 通 運 ㈱ 八 戸 支 店 八戸市八太郎五丁目21-21 0178-20-3040 管理課 
十 和 田 観 光 電 鉄 ㈱ 十和田市稲生町17-3 0176-23-3131 総務課 

三 沢 市 商 工 会 三沢市幸町二丁目1-1 0176-53-2175  

お い ら せ 農 業 協 同 組 合 三沢市堀口16-7 0176-54-2211  

三 沢 市 漁 業 協 同 組 合 三沢市港町一丁目11 0176-54-2202  

(社)青森県エルピーガス協会上十三支部 十和田市三本木一本木沢19-1 0176-23-1396 事務局 

青森県トラック協会上十三支部 十和田市三本木一本木沢213-2 0176-23-3977 事務局 

Ｎ Ｈ Ｋ 青 森 放 送 局 青森市松原二丁目1-1 017-774-5111 企画 

青 森 放 送 ㈱ 八 戸 支 社 八戸市根城五丁目5-27 0178-43-5161  

㈱ 青 森 テ レ ビ 八 戸 支 社 八戸市長苗代二日市10-3 0178-70-1177  

青 森 朝 日 放 送 ㈱ 八 戸 支 社 八戸市十三日町1 0178-47-2111  

㈱ エ フ エ ム 青 森 八 戸 支 局 八戸市廿三日町10 0178-24-2150  

三 沢 地 区 医 師 会 三沢市幸町三丁目11-5 0176-51-8773  

三 沢 市 社 会 福 祉 協 議 会 三沢市幸町三丁目11-5 0176-53-3422  

三 沢 交 通 安 全 協 会 三沢市幸町一丁目8-15 0176-51-1711  

日 本 赤 十 字 社 三 沢 市 地 区 三沢市桜町一丁目1-38 0176-53-5111 市生活安全課 
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資料２８ 

被害調査区分及び調査担当責任者一覧 

調 査 ・ 報 告 事 項 
様式 

番号 

県への報告先 
市担当課 

県出先機関経由 県主管課 

被 害 者 実 態 調 査 1   税務課 

被 害 者 名 簿 2   税務課 

災害即報、災害確定報告 3  防災消防課 各課 

人 ・ 住 家 の 被 害 4 
上北地域県民局地域健康福祉部 

福祉こども総室（電話62-2145） 
健康福祉政策課 防災管理課 

救 助 の 実 施 状 況 5 〃 〃 〃 

医 療 施 設 被 害 6 
上北地域県民局地域健康福祉部 
保健総室（上十三保健所 電話23-4261） 

医務薬務課 健康推進課 

廃 棄 物 処 理 施 設 被 害 7  環境政策課 清掃センター 

生 活 衛 生 施 設 被 害 7 
上北地域県民局地域健康福祉部 
保健総室（上十三保健所 電話23-4261） 

保健衛生課 〃 

水 道 施 設 被 害 7 〃 〃 水道課 

水 稲 被 害 
8 

9 
上北地域県民局地域農林水産部 農産園芸課 農政課 

リ ン ゴ 特 産 果 樹 被 害 10 〃 りんご果樹課 〃 

畑 作 、 野 菜 、 花 き 、 

一 般 果 樹 、 桑 樹 被 害 
11 〃 農産園芸課 〃 

果 樹 類 樹 体 被 害 12 〃 りんご果樹課 〃 

畜 産 関 係 被 害 
13 

14 
〃 畜産課 〃 

農 業 関 係 共 同 

利 用 施 設 被 害 

15 

16 
〃 

構造政策課、 

農産園芸課、 

りんご果樹課、 

畜産課 

〃 
農 業 関 係 非 共 同 

利 用 施 設 被 害 
17 〃 

農 業 協 同 組 合 及 び 
農業協同組合連合会の 
在 庫 品 等 被 害 

18 〃 団体経営改善課 〃 

農 地 ･ 農 業 用 

施 設 関 係 被 害 
19 〃 農村整備課 〃 

林 業 関 係 被 害 
20 

21 
〃 林政課 〃 

水 産 業 関 係 被 害 22 三八地域県民局地域農林水産部 水産振興課 水産振興課 

漁 港 施 設 等 被 害 23 〃 漁港漁場整備課 〃 

商 工 業 被 害 24  商工政策課 産業観光課 

観 光 施 設 被 害 24  観光企画課 〃 

土 木 施 設 被 害 25 上北地域県民局地域整備部 

河川砂防課、 
道路課、 
港湾空港課、 
都市計画課 

土木課 
下水道課 

土 砂 災 害 情 報 － 上北地域県民局地域整備部 河川砂防課 〃 

建 築 物 被 害 26  防災消防課 防災管理課 

文 教 関 係 被 害 27 上北教育事務所 
教育庁教育政策課 

総務学事課 

教育委員会 

教育総務課 

福 祉 施 設 被 害 28 
上北地域県民局地域健康福祉部 
福祉こども総室（電話62-2145） 

健康福祉政策課 生活福祉課 

その他の公共施設被害 29  担当課 各課 
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資料２９ 

被害認定基準（報告様式記入要領） 

 

区 分 認 定 基 準 

人

的

被

害 

死 者 
当該災害が原因で死亡し、遺体を確認したもの、又は遺体は確認

できないが死亡したことが確実な者とする。 

行 方 不 明 者 
当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者と

する。 

重 傷 者 
軽 傷 者 

当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のあ
る者のうち、「重傷者」とは１月以上の治療を要する見込みの者と
し、「軽傷者」とは、１月未満で治療できる見込みの者とする。 

住 
 
 
 

家 
 
 
 

被 
 

 
 

害 

住 家 
現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家で

あるかどうかは問わない。 

世 帯 生計を一にしている実際の生活単位 

住 家 全 壊 
(全焼・全流失) 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、
住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚
だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体
的には、住家の損壊、焼失若しくは流出した部分の床面積がその住
家の延床面積の７０％以上に達した程度のもの又は住家の主要な構
成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家
の損害割合が５０％以上に達した程度のものとする。 

住 家 半 壊 
( 半 焼 ) 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すな
わち住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程
度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の２０％
以上７０％未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を
住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が２０％以
上５０％未満のものとする。 

一 部 破 損 
全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とす

る程度のもの。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなも
のは除く。 

床 上 浸 水 
住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが

土砂竹木等のたい積により一時的に居住することができないもの。 

床 下 浸 水 床上浸水にいたらない程度に浸水したもの。 

非
住
家
被
害 

非 住 家 
住家以外の建築物をいうものとする。なお、官公署、学校、病

院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。ただし、これらの施設
に、常時、人が居住している場合には、当該部分は住家とする。 

公 共 建 物 
役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に供する建

物とする。 

そ の 他 公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 
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区 分 認 定 基 準 

そ 
 
 

の 
 
 

他 
 
 

の 
 
 

被 
 
 

害 

田の流失、埋没 田の耕土が流失し、又は砂利等のたい積のため、耕作が不能になったものとする。 

田 の 冠 水 稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 
畑の流失、埋没及び冠水 田の例に準ずる。 

文 教 施 設 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校及び特別支援
学校における教育の用に供する施設とする。 

道 路 道路法第２条第１項に規定する道路のうち橋梁を除いたものとする。 

橋 梁 道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋とする。 

河 川 
河川法が適用され、若しくは準用される河川若しくはその他の河川又はこ

れらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床止その他の施設若し
くは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸とする。 

港 湾 港湾法第２条第５項に規定する水域施設、外かく施設、けい留施設又は
港湾の利用及び管理上必要な臨港交通施設とする。 

砂 防 
砂防法第１条に規定する砂防施設、同法第３条の規定によって同法が砂

防のための施設又は同法第３条の２の規定によって同法が準用される天然
の河岸とする。 

清 掃 施 設 ごみ処理施設及びし尿処理施設とする。 

鉄 道 不 通 汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 

被 害 船 舶 
ろかいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し航行不能になっ

たもの、及び流出し所在が不明になったもの、並びに修理をしなければ航
行できない程度の被害を受けたものとする。 

電 話 災害により通話不能となった電話の回線数とする。 

電 気 災害により停電した戸数のうち、最も多く停電した時点における戸数と
する。 

水 道 上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち、最も多く断水した時点
における戸数とする。 

ガ ス 一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうち、最
も多く供給停止となった時点における戸数とする。 

ブ ロ ッ ク 塀 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 

り 災 世 帯 災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維持でき
なくなった生計を一にしている世帯とする。 

り 災 者 り災世帯の構成員とする。 

公 立 文 教 施 設 公立の文教施設とする。 

農 林 水 産 業 施 設 
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律による

補助対象施設となる施設をいい、具体的には、農地、農業用施設、林業用
施設、漁港施設及び共同利用施設とする。 

公 共 土 木 施 設 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による国庫負担の対象となる施
設をいい、具体的には、河川、海岸、砂防設備、林地荒廃防止施設、地す
べり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、港湾、漁港、下水道及び公
園とする。 

その他の公共施設 
公共文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施設をい

い、例えば庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公用又は公共の用に供す
る施設とする。 

そ

の

他 

農 産 被 害 
農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、農作物

等の被害とする。 

林 産 被 害 農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被害とする。 

畜 産 被 害 農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等の被害とする。 

水 産 被 害 
農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えばのり、漁具、漁船等の被害

とする。 

商 工 被 害 
建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器具等の被害

とする。 

・ 損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しな

ければ元の機能を修復し得ない状況に至ったものをいう。 

・ 主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として

固定された設備を含む。 
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資料３０ 

三 沢 市 災 害 救 護 条 例 
昭和３５年３月２２日 

三沢市条例第７号 

（目的） 

第１条 この条例は、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）の適用を受けない災害が発生した

とき応急的に必要な救助を行い、災害にかかった者（以下「罹災世帯」という。）を保護するこ

とを目的とする。 

（適用の基準） 

第２条 この条例による救護は、災害のため住家の全焼、全壊、流失又は半焼、半壊若しくは床上

浸水した罹災世帯に対して行う。 

（救護の方法） 

第３条 前条の規定に該当する罹災世帯に対しては、別表第１により救助金を支給する。ただし、

罹災の原因がその世帯にある場合でこれが刑事事件となり起訴されたときは、その者の世帯に対

しては支給しない。 

２ 前項の規定により救助金の支給を受けようとする罹災者は、災害救助申請（第１号様式）に罹

災証明書（第２号様式）を添えて市長に提出しなければならない。 

３ 第１項の救助金は、三沢市の住民でなければ支給しない。 

第４条 第２条の規定に該当する罹災世帯が２０世帯以上のときは、必要に応じて次の範囲で応急

救護を行うことができる。 

⑴ 収容施設の供与 

⑵ たき出し６日以内その他の食品給与 

⑶ 生活必需品の給与 

⑷ 医療及び助産 

⑸ 学用品の給与 

⑹ 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要と認めるもの。 

（条例施行上必要な事項） 

第５条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

１ この条例は、昭和３５年４月１日から施行する。 

２ 三沢市災害救助条例（昭和２５年条例第１０号）は、昭和３５年３月３１日をもって廃止する。 

附 則（昭和４９年条例第２２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２年条例第２３号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の三沢市災害救護条例別表の規定は、平成２年１０月

２６日以後に生じた災害による罹災世帯に対する救助金の支給について適用する。 

 

別表第１ 

世帯構成人員別 全焼・全壊・流失 半焼・半壊 床上浸水 
１人世帯 ３０,０００円 ２０,０００円 １０,０００円 

３人までの世帯 ３５,０００円 ２５,０００円 １５,０００円 
５人までの世帯 ４０,０００円 ３０,０００円 ２０,０００円 
６人以上の世帯 ５０,０００円 ４０,０００円 ３０,０００円 

（備考）貸家の場合家主には支給しない。 
  



- 37 - 

 

第１号様式 

災 害 救 助 申 請 書 
 

本 籍                   筆 頭 者 

 

現住所                   世帯主氏名 

 

氏 名 生年月日 
世 帯 主 と 

の 続 柄 
氏 名 生年月日 

世 帯 主 と 

の 続 柄 

      

 

（被災日）    年  月  日    により別紙罹災証明書の被害を受けたので、 

三沢市災害救護条例第３条の規定により申請します。 

 

（申請日）    年  月  日 

申請者 住 所 

 

氏 名             印 

 

三 沢 市 長  殿 

 

備考 罹災証明書を添付すること。 

 

第２号様式 

罹 災 証 明 書 
 

１ 罹災者 住所 

 氏名 

  

２ 罹災年月日 

 

３ 罹災の原因 

 

４ 罹災の区分及び程度 

 

５ その他 

 

上記のとおり被害を受けたことを証明願います。 

 

（申請日）   年  月  日       申請者  住 所 

 

氏 名             印 

上記のとおり相違ないことを証明する。 

 

（証明日）   年  月  日       証明者                  印 
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資料３１ 

災害救助法の適用基準 
（青森県健康福祉部健康福祉政策課） 

 

① 適用基準の内容 

本法による救助は、市町村の区域を単位に、原則として同一原因の災害による市町村の被害が一定

の程度に達した場合で、かつ、被災者が現に救助を要する状態にあるときに行われるものである。 

ア 原則として同一原因の災害によるものであること。 

イ 本法による救助の要否は、市町村の区域を単位に判定するものであること。 

ウ 市町村の区域を単位とする被害が次のいずれ（(ア)、(イ)）かに該当するものであること。 

  (ア) 市町村の区域内の住家が滅失した世帯数が次（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）のいずれかに該当する場合 

  Ａ 住家が滅失した世帯数が当該市町村の区域内の人口に応じ、次の世帯数以上であること。 

   （令第１条第１項第１号） 

    （令別表第１） 

市町村の区域内の人口 住家滅失世帯数 

 

5,000人以上 

15,000 〃 

◎ 30,000 〃 

50,000 〃 

100,000 〃 

300,000 〃 

5,000人未満 

15,000 〃  

30,000 〃  

50,000 〃  

100,000 〃  

300,000 〃  

 

30世帯 

40 〃 

50 〃 

60 〃 

80 〃 

100 〃 

150 〃 

Ｂ 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内の被害世帯数が、その人口に応じ、それぞ

れ次の令別表第２に示す数以上であって、当該市町村の区域内の被害世帯数が、その人口に

応じ、それぞれ次の令別表第３に示す数以上であること。（令第１条第１項第２号） 

    （令別表第２） 
都道府県の区域内の人口 住家滅失世帯数 

 

◎ 1,000,000人以上 

2,000,000 〃 

3,000,000 〃 

1,000,000人未満 

2,000,000 〃  

3,000,000 〃  

 

1,000世帯 

1,500 〃 

2,000 〃 

2,500 〃 

    （令別表第３） 
市町村の区域内の人口 住家滅失世帯数 

 

5,000人以上 

15,000 〃 

◎ 30,000 〃 

50,000 〃 

100,000 〃 

300,000 〃 

5,000人未満 

15,000 〃  

30,000 〃  

50,000 〃  

100,000 〃  

300,000 〃  

 

15世帯 

20 〃 

25 〃 

30 〃 

40 〃 

50 〃 

75 〃 

Ｃ 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内の被害世帯数が、その人口に応じ次の表

に示す数以上であって、当該市町村の区域内の被害世帯数が多数であること。 

（令第１条第１項第３号前段） 

（令別表第４） 

都道府県の区域内の人口 住家滅失世帯数 

 

◎ 1,000,000人以上 

2,000,000 〃 

3,000,000 〃 

1,000,000人未満 

2,000,000 〃  

3,000,000 〃  

 

5,000世帯 

7,000 〃 

9,000 〃 

12,000 〃 

Ｄ 災害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかった者の救護を著しく困難と

する厚生労働省令で定める特別の事情がある場合で、かつ、市町村で多数の世帯の住家が

滅失したものであること。（令第１条第１項第３号後段） 

省令で定める特別な事情とは、災害にかかった者に対する食品若しくは生活必需品の給
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与等について特殊の補給方法を必要とし、又は災害にかかった者の救出について特殊の技

術を必要とする場合（基準省令第１条）であり、具体的には、次のような場合であること。 

ａ 被害地域が他の村落から隔離又は孤立しているため、生活必需品等の補給が極めて困難

な場合で、被災者の救助に特殊の補給方法を必要とする場合 

ｂ 有毒ガスの発生、放射性物質の放出等のため、被災者の救助が極めて困難であり、その

ために特殊な技術を必要とする場合 

ｃ 水害により、被災者が孤立し救助が極めて困難であるため、ボートによる救出等の特殊

の技術を必要とする場合 

  (イ) 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、厚生労働

省令で定める基準に該当する場合（令第１条第１項第４号） 

     省令で定める基準とは以下のとおりである。 

Ａ 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に

救助を必要とする場合（基準省令第２条第１号）で、具体的には次のような場合であること。 

ａ 火山噴火、有毒ガスの発生、放射線物質の放出等のため、多数の住民が避難の指示を受

けて避難生活を余儀なくされる場合 

ｂ 船舶の沈没、交通事故、爆発事故等の事故により多数の者が死傷した場合 

Ｂ 災害にかかった者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必

要とし、又は災害にかかった者の救出について特殊の技術を必要とする場合（基準省令第

２条第２号）で、具体的には、次のような場合であること。 

ａ 交通路の途絶のため多数の登山者等が放置すれば飢餓状態に陥る場合 

ｂ 火山噴火、有毒ガスの発生等のため多数の者が危険にさらされている場合 

ｃ 豪雪により多数の者が危険状態となる場合 

ⅰ）平年に比して短期間の異常な降雪及び積雪による住家の倒壊等又はその危険性の増大 

ⅱ）平年、孤立したことのない集落の交通途絶による孤立化 

ⅲ）雪崩れ発生による人命及び住家被害発生 

 

② 適用基準の早見表 

市町村名 人 口 
全壊、全焼、

流失 
半壊、半焼 床上浸水 

県の被害世帯数が 

1,500以上に達した場合 

三沢市 約40,000人 60世帯 120世帯 180世帯 30世帯 

 

③ 滅失世帯数算定基準 
区  分 算定基準 

全壊、全焼、流失 １世帯 
半壊、半焼 １／２世帯 
床上浸水・土砂堆積 １／３世帯 

 

④ 被害認定基準 

  被害程度の認定基準は、資料２９に定めるとおり。 

 

⑤ 急迫事態における救助の実施 

市長は、災害の事態が急迫して知事の指揮を待ついとまがないと認めたときは、災害救助法第

２３条に規定する救助の実施に着手することができる。（災害救助法施行細則第１条の２） 
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資料３２ 

災害救助法適用以外の災害援護の取扱要綱 
（青森県健康福祉部健康福祉政策課） 

 

１ 目 的 

災害救助法の適用に至らない災害が、県内の市町村に発生したときは、この要綱により応急的

に被災者を援護することを目的とする。 

 

２ 適用基準 

⑴ この要綱による援護は、災害のため住家の全壊、全焼、流失又は半壊、半焼、床上浸水（土

砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となったものを含む。以下同じ。）

により被災世帯が次の世帯数以上に達したときに行うものとする。 

ただし、住家の半壊、半焼した場合の世帯は、２分の１世帯、床上浸水した場合の世帯は３

分の１世帯として被災世帯とみなす。 
人  口 被災世帯数 

2万人未満 20世帯以上 

◎ 2万人以上5万人未満 30世帯以上 

5万人以上10万人未満 40世帯以上 

10万人以上 50世帯以上 

⑵ ⑴の基準に達しない場合であっても零細な困窮世帯あるいは、要保護世帯であって、特にそ

の応急の援護が必要と認められる場合 

 

３ 援護の基準 

この要綱による被災世帯に対する援護は、被服、寝具等を給与することとし、援護の基準は、

災害救助法施行細則（昭和３０年４月１９日、青森県規則第４０号）第２条第１項に定める別表

第１の３の基準とする。 

 

４ 援護物資 

給与する物資は、災害援護用物資をもってこれにあてる。 

 

附 則 

この要綱は、昭和５３年８月１７日から適用する。 

 

（参考）災害救助法施行細則第２条第１項に定める別表第１の３の基準は、災害救助法適用時の被服、

寝具等の給与基準と同じである。 



- 41 - 

 

資料３３ 

炊出し実施場所 
（平成２６年４月１日現在） 

実施場所 対象区域 
能力 
(人分) 

器材等の種類 数量 備  考 

学校給食センター 
（停電時使用不可） 

市全域 5,000 

蒸気回転釜 
合成調理機 
真空冷却機 
フライヤー 
スチームコンベク
ションオーブン 
連続炊飯機 

8 

3 

1 
1 
 
4 
1 

 

ガス回転釜 
野菜裁断機 
真空冷却機 
スチームコンベク
ションオーブン 
オーブン 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

第 一 中 学 校 学区域 300 
ガスコンロ 
大鍋 

8 
3 

 

第 二 中 学 校 〃 150 
ガスコンロ 
大鍋 

8 
2 

 

第 三 中 学 校 〃 100 
ガスコンロ 
大鍋 

9 
4 

 

第 五 中 学 校 〃 100 
ガスコンロ 
鍋 

7 
8 

 

堀 口 中 学 校 〃 100 
ガスコンロ 
電気炊飯器 

7 
6 

〃 
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資料３４ 

医 療 機 関 の 状 況 
№ 名    称 所 在 地 電 話 診 療 科 目 

1 すずき小児科内科 
ク リ ニ ッ ク 下久保三丁目6-7 52-6555 小児科・内科・皮膚科・アレルギー科 

2 ひぐちクリニック 桜町三丁目10-14 50-1441 
内科・胃腸科・循環器科・呼吸器科・ 
小児科 

3 中 山 内 科 医 院 字古間木山68-114 52-7752 内科・小児科・胃腸科 
4 得居泌尿器科医院 下久保三丁目20-2 50-1333 泌尿器科・内科・外科・皮膚科 
5 福 田 眼 科 医 院 六戸町犬落瀬 53-4158 眼科 

6 下 田 診 療 所 おいらせ町向川原 
0178- 
56-3116 内科・消化器科・小児科 

7 
三沢市立三沢病院 
( 救 急 告 示 病 院 ) 大字三沢字堀口164-65 53-2161 

内科・小児科・外科・整形外科・ 
脳神経外科・皮膚科・眼科・ 
耳鼻咽喉科・産婦人科・泌尿器科・ 
放射線科・形成外科・歯科口腔外科・ 
麻酔科 

8 まつぞのクリニック 松園町三丁目9-4 52-5050 内科・外科・循環器科 

9 
こ お り 耳 鼻 科 
ク リ ニ ッ ク 

おいらせ町緑ヶ丘一丁目 53-3387 耳鼻咽喉科 

10 三 上 医 院 おいらせ町苗振谷地 
0178- 
52-2535 

内科・外科・消化器科・整形外科・ 
皮膚科 

11 三 沢 聖 心 会 病 院 淋代三丁目111-6 54-2016 内科・精神科・神経科 

12 こ ん の 医 院 おいらせ町中野平 0178- 
56-8066 内科・小児科・整形外科・麻酔科 

13 石 田 温 泉 病 院 おいらせ町字上前田 0178- 
52-3611 

内科・胃腸内科・循環器科・小児科・ 
呼吸器内科・神経内科 

14 みさわクリニック 大町二丁目7-12 53-3739 内科・小児科・胃腸科・消化器科 

15 さいとう耳鼻咽喉科 
ク リ ニ ッ ク 

堀口二丁目1-2 50-1406 耳鼻咽喉科・アレルギー科 

16 青い森こどもアレル
ギ ー ク リ ニ ッ ク 

おいらせ町住吉 58-7400 小児科・アレルギー科 

17 む つ み 眼 科 
ク リ ニ ッ ク 

中央町三丁目12-36 58-5215 眼科 

18 あいざわクリニック 大字三沢字堀口164-298 58-7370 
乳腺外科・消化器科・内科・肛門科・ 
外科 

19 サイトウ整形外科 
ク リ ニ ッ ク 

緑町三丁目1-3 58-0252 整形外科・リハビリテーション科 

20 岡 三 沢 診 療 所 緑町一丁目2-5 50-1237 内科・循環器科・呼吸器科 
21 平山泰照皮ふ科医院 中央町四丁目4-14 53-1255 皮膚科 

22 鳴 海 外 科 医 院 幸町一丁目2-15 53-3056 外科・整形外科・内科・ 
ペインクリニック外科 

23 み さ わ の 森 
ク リ ニ ッ ク おいらせ町上久保 58-6800 心療内科・精神科 

25 あおぞらクリニック 中央町四丁目1-2 58-0909 心療内科・精神科・内科 

26 三 沢 中 央 病 院 中央町三丁目11-2 57-1111 

内科・外科・整形外科・循環器内科・ 
呼吸器内科・呼吸器外科・ 
形成外科・リハビリテーション科・ 
泌尿器科 

27 国保おいらせ病院 おいらせ町上明堂1-1 0178- 
52-3111 

内科・外科・整形外科・小児科・ 
皮膚科・脳神経外科 
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資料３５ 

ヘリコプター発着場所 

 

施設名 所 在 地 目 標 管理者 地 積 その他 

三沢漁港 

・運動場 

三沢市港町 

二丁目地内 

北緯 40度40分33秒 

東経141度26分19秒 

三八地方 

漁港漁場 

整備事務所 

50ｍ×149ｍ 

高層建築物無 

国道沿い 

照明装置無し 

市民の森 

運動公園 

陸上競技場 

三沢市 

大字三沢字 

淋代平地内 

北緯 40度43分54秒 

東経141度21分57秒 
三沢市 80ｍ×100ｍ 

高層建築物有 

基地敷地隣接

照明装置有り 
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資料３６ 

教育施設の現況 

（令和３年２月１日現在） 

⑴ 学校教育施設 

学 校 名 所 在 地 
①普通 

教室数 
②特別 

教室数 

③教員数 

(人) 

④児童 

生徒数 

(人) 

⑤応急の教育

時収容可能 

人員数(人) 

⑥屋内体育 

施設面積 

（㎡） 男 女 

古間木小学校 古間木一丁目152-139 8 11 4 9 140 760 1,083 

上久保小学校 大町一丁目3-9 19 22 20 10 433 1,640 1,157 

木崎野小学校 東町四丁目2 21 11 11 17 604 1,280 1,052 

岡三沢小学校 岡三沢三丁目1-1 27 12 12 28 721 1,560 1,398 

三沢小学校 園沢93-2 17 7 8 17 406 960 1,398 

三川目小学校 鹿中二丁目145-459 5 6 2 6 41 440 371 

おおぞら小学校 庭構1084-33 8 9 5 7 126 680 936 

第一中学校 松園町二丁目1-34 14 22 12 13 352 1,440 1,368 

第二中学校 園沢97-2 10 15 10 9 245 1,000 2,301 

第三中学校 庭構1084-33 4 10 6 4 49 560 － 

第五中学校 古間木山141-111 8 17 5 12 176 1,000 1,009 

堀口中学校 堀口94-143 14 14 16 12 415 1,120 1,987 

（資料：施設台帳（三沢市教育委員会）） 

 

 ①普通教室数は、現にクラス運営がなされている教室数とし、同じ教室内で複数のクラスが運営

されている場合は１と数える。 

 ②特別教室数は、特定科目用の教室のほか、空き教室となった普通教室を特定の用途に変更して

使用している場合も含むものとする。 

 ③教員数は、校長、教頭、教諭、養護教諭及び講師の合計数とし、事務職員等を含まない。 

 ④児童生徒数は、各校に在籍する普通学級及び特別支援学級の児童生徒の合計数とする。 

 ⑤応急の教育時収容可能人員数は、④児童生徒数（在校生の人数）を内数として含むものとし、

応急の教育を行うにあたって、当該学校が収容できる最大数の目安とする。 

 

 [⑤の算出式] 

（①普通教室数＋②特別教室数）×40人＝⑤応急の教育時収容可能人員数 

↓ 

※仮に用いる１クラスあたりの定員 

 

なお、各校とも体育館（講堂）が学区内住民の避難所に指定されていることから、⑥屋内体育

施設面積は応急の教育を行う施設の範囲に含めない。 

また、災害の発生により各校において在校生以外の児童生徒を受け入れる必要が生じたとき

は、三沢市教育委員会及び各学校長と協議して実施するものとする。 
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⑵ 学校以外の教育施設の状況 

施 設 名 所 在 地 施 設 概 況 
応急の教育時 

収容可能人員数 

三沢市公会堂 

(中央公民館) 
桜町一丁目6-35 

鉄筋コンクリート 

地下１階、地上３階建 

建築延床面積  7,942.53㎡ 

敷地面積   11,089.35㎡ 

大ホール  1,126名 

小ホール   283名 

集会室      280名 

合計 1,689名 

三 沢 市 

総 合 体 育 館 
桜町一丁目4-7 

鉄筋コンクリート２階建 

建築延床面積 4,146.65㎡ 

敷地面積    5,505.12㎡ 

大体育場    617名 

観客席      432名 

武道場      165名 

合計 1,214名 

三沢市武道館 中央町一丁目4-20 

鉄筋コンクリート２階建 

建築延床面積 1,984.49㎡ 

敷地面積    3,237.40㎡ 

競技場      478名 

観客席      400名 

柔道場      116名 

剣道場      116名 

合計 1,500名 

三沢市アイス 

ア リ ー ナ 
南山3丁目116-5 

鉄筋コンクリート２階建 

建築延床面積 7,677.29㎡ 

敷地面積   20,292.78㎡ 

スケート場1,190名 

観客席    1,548名 

合計 2,738名 

三 沢 市 国 際 

交 流 教 育 

セ ン タ ー 

大字三沢字園沢230-1 

鉄筋コンクリート２階建 

建築延床面積 5,847.30㎡ 

敷地面積   11,873.22㎡ 

ホール      263名 

研修室      114名 

合計  377名 
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資料３７ 

協定の締結状況 

（締結年月日順） 

協定の名称 締結年月日 締結機関 応援内容 

水道災害相互応援協定 昭和44年 4月 1日 青森県／各市町村 
水道施設の復旧 

及び給水の実施等 

航空自衛隊三沢基地と三沢市 

との消防活動の相互援助に 

関する協定 

昭和55年1月18日 航空自衛隊三沢基地 消火活動 

三沢飛行場周辺における航空事故 

処理のための連絡調整に関する協定 
平成 3年10月25日 

東北防衛局、青森県、

関係市町村・消防本部 
航空事故対処 

災害時の医療救護活動に関する 

協定 
平成 5年 3月31日 社団法人上十三医師会 医療救護活動 

青森県広域航空消防応援協定 平成 7年 4月 1日 青森県／各市町村 防災ヘリの運航 

在日米軍三沢空軍基地第３５戦闘 

航空団と日本国青森県三沢市消防 

本部との消防相互応援協定 

平成11年 1月 1日 在日米軍三沢空軍基地 消防活動 

水道施設の地震災害に伴う 

応急処置の協力に関する協定 
平成20年 5月14日 三沢市管工事協同組合 水道施設の復旧 

災害時における支援協力に 

関する協定 
平成21年 8月10日 

マックスバリュ東北㈱ 

㈱サンデー 

㈱ユニバース 

物資等供給 

三沢市と三沢警察署の「住民の 

安全に関する協定」 
平成21年 9月28日 三沢警察署 

防犯、交通安全 

及び防災活動 

災害時における資器材等物資の 

供給協力に関する協定 
平成21年11月 1日 ホーマック㈱ 物資等供給 

三沢空港における消火救難活動 

に関する協定 
平成21年12月18日 

東京航空局三沢空港 

事務所 

航空機、空港施設 

の消火救難活動 

水道緊急連絡管接続等応援給水 

に関する基本協定 
平成21年12月25日 八戸圏域水道企業団 水道の安定供給 

災害時における電力復旧応援隊 

受け入れの協力に関する協定 
平成22年 4月 1日 

東北電力㈱ 

三沢電力センター 

電力復旧応援隊 

受入れの協力 

災害時の情報交換に関する協定 平成22年 6月 1日 
国土交通省東北地方 

整備局 
各種情報の交換等 

鉄道災害発生時における消防 

活動に関する協定 
平成22年 9月28日 

東日本旅客鉄道㈱ 

盛岡支社及び秋田支社 

鉄道災害及び鉄道

沿線の火災対応 

青森県防災情報ネットワーク 

及 び 青 森 県 総 合 防 災 情 報 

システムに関する協定 

平成22年11月18日 青森県 
ネットワーク及び 

システムの整備・ 

管理運営 

災害復旧時の協力に関する 

協定 
平成23年 5月 2日 

東日本電信電話㈱ 

青森支店 
通信設備の復旧 

災害時等における物資の供給に 

関する協定 
平成23年 7月 8日 三沢燃料組合 燃料の供給 
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稲生川土地改良区が管理する農業 

用水施設の農業用水を防火用水と 

して使用することに関する協定 
平成23年11月15日 稲生川土地改良区 

農業用水の防火 

用水利用 

鉄道災害発生時における消防 

活動に関する協定 
平成23年12月22日 青い森鉄道株式会社 

鉄道災害及び鉄道

沿線の火災対応 

災害時の通信設備復旧等の 

協力に関する協定 
平成24年 3月23日 

㈱ＮＴＴドコモ 

東北支社八戸支店 
通信設備の復旧 

三沢市福祉避難所の確保に 

関する協定 
平成25年 3月27日 市内福祉施設の管理者 福祉避難所の確保 

災害時における応急対策業務の 

協力に関する協定 
平成25年12月 4日 

協同組合三沢建設業 

協会 
障害物の撤去 

災害時におけるレンタル機材の 

提供に関する協定 
平成26年 2月20日 

一般社団法人日本建設

機械レンタル協会青森

支部 

避難所等へのレン 

タル機材の提供 

災害時における電気設備等の 

応急復旧に関する協定 
平成26年 2月20日 

三沢電気工事業協同 

組合 
電気設備等の復旧 

災害時における液化石油ガス 

及び応急対策用資機材の調達に 

関する協定 

平成26年 3月26日 
一般社団法人青森県 

エルピーガス協会 
燃料等の供給 

在日米軍再編に係る訓練移転先 

６基地関係自治体連絡協議会に 

おける大規模災害等の相互応援 

に関する協定 

平成27年 3月31日 

在日米軍再編に係る 

訓練移転先６基地関係 

自治体 

大規模災害対応 

三沢市と三沢市内郵便局との 

災害時における相互協力及び 

平 常 時 に お け る 高 齢 者 等 の 

見 守 り 活 動 に 関 す る 協 定 

平成28年 1月28日 
日本郵便株式会社 

（三沢市内郵便局） 

各種情報提供及び 

避難所での郵便物 

集配とポスト設置 

見守り活動の実施 

青 森 県 消 防 相 互 応 援 協 定 平成28年 2月24日 各市町村／消防本部 大 規 模 災 害 対 応 

災害時における物資の供給に関す

る協定 
平成28年12月 7日 

王子コンテナ―株式会

社青森工場 

段ボールシート等の

供給 

災害時における建築物等の解体撤

去に関する協定 
平成29年11月22日 

青森県解体工事業協会

県南支部 
建物等の解体撤去 

災害時における青森県市町村 

相互応援に関する協定 
平成30年12月 6日 各市町村 大規模災害対応 

災害時における飲料供給に関する

協定 
平成31年 3月26日 

みちのくコカ・コーラ

ボトリング株式会社 
飲料の供給 

災害時における物資の輸送等に

関する協定 
令和 2年 2月26日 

青森県トラック協会 

上十三支部 
物資の輸送等 

災害に係る情報発信等に関する

協定 
令和 2年 6月 1日 ヤフー株式会社 災害情報の発信等 

災害時の協力に関する協定 令和 2年 7月15日 

東北電力ネットワーク

株式会社 

三沢電力センター 

電源設備の復旧等 
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【国・県・市町村との協定】 

協定の名称 締結年月日 締結機関 応援内容 

水道災害相互応援協定 昭和44年 4月 1日 青森県／各市町村 
水道施設の復旧 

及び給水の実施等 

航空自衛隊三沢基地と三沢市 

との消防活動の相互援助に 

関する協定 

昭和55年1月18日締結 

平成22年3月 9日改正 
航空自衛隊三沢基地 消火活動 

三沢飛行場周辺における航空事故 

処理のための連絡調整に関する協定 
平成 3年10月25日 

東北防衛局、青森県、

関係市町村・消防本部 
航空事故対処 

青森県広域航空消防応援協定 平成 7年 4月 1日 青森県／各市町村 防災ヘリの運航 

三沢市と三沢警察署の「住民の 

安全に関する協定」 
平成21年 9月28日 三沢警察署 

防犯、交通安全 

及び防災活動 

三沢空港における消火救難活動 

に関する協定 
平成21年12月18日 

東京航空局三沢空港 

事務所 

航空機、空港施設 

の消火救難活動 

災害時の情報交換に関する協定 平成22年 6月 1日 
国土交通省東北地方 

整備局 
各種情報の交換等 

青森県防災情報ネットワーク 

及 び 青 森 県 総 合 防 災 情 報 

システムに関する協定 

平成22年11月18日 青森県 
ネットワーク及び 

システムの整備・ 

管理運営 

在日米軍再編に係る訓練移転先 

６基地関係自治体連絡協議会に 

おける大規模災害等の相互応援 

に関する協定 

平成27年 3月31日 

在日米軍再編に係る 

訓練移転先６基地関係 

自治体 

大規模災害対応 

青森県消防相互応援協定 平成28年 2月24日 各市町村／消防本部 大規模災害対応 

災害時における青森県市町村相

互応援に関する協定 
平成30年12月 6日 各市町村 大規模災害対応 
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水道災害相互応援協定 
 

（相互応援） 

第１条 市町村は、非常災害の発生により水道施設に災害を受けた場合の早期復旧と運搬給水等住民に対す

る飲料水の供給の確保をはかるための必要な措置を講ずるため相互に応援するものとする。 

（水道災害救援本部） 

第２条 前条の応援事務を迅速かつ適切に行うため青森県水道災害救援本部（以下「救援本部」という。）を設ける。 

２ 救援本部は、青森県環境保健部生活衛生課内に置く。 

 ただし、災害が発生した場合は、その災害の態様によって被災現地に置くことができる。 

第３条 救援本部は、救援本部長及び救援本部員をもって組織する。 

２ 救援本部長は、青森県環境保健部長とする。 

３ 救援本部員は、次の各号に掲げる職にある者とする。 

 ⑴ 青森県環境保健部生活衛生課長 

 ⑵ 青森市水道事業管理者 

 ⑶ 弘前市水道部長 

 ⑷ 八戸圏域水道企業団企業長 

第４条 救援本部長は、被災市町村の水道災害の救援事務を総理する。 

２ 救援本部員は、救援本部長の命により当該市町村の責任者と協議し被災現地の水道災害の救援の指揮に

あたるものとする。 

 （応援隊の派遣要請） 

第５条 被災市町村の水道災害対策責任者は、救援本部長に対し応援隊の派遣の要請をするときは、電話そ

の他の方法により次の事項を明らかにして行うものとする。 

 ⑴ 災害発生の場所及び状況 

 ⑵ 必要とする職種別所要人員、機械器具及びその数 

 ⑶ 応援隊及び機械器具等を受領する場所 

 ⑷ その他必要な事項 

 （応援隊の派遣） 

第６条 救援本部長は、前条の規定により応援隊の派遣の要請を受けたときは、その被害の状況、地域等を

考慮してただちに被災現地の指揮者を任命し、又は応援隊の派遣の指示をするものとする。 

２ 前項の規定により救援本部長から応援隊の派遣の指示を受けた市町村の水道事業責任者は、ただちに応

援体制をととのえ、被災現地の指揮者の応援要請に万難を排して応ずるものとする。 

３ 前項の規定により応援隊を派遣したときは、ただちにその出発時刻、出動人員、機械器具の数及び予定

到着時刻等を被災現地の指揮者に通知するものとする。 

 （応援に要した費用の負担） 

第７条 応援に要した費用については、原則として次の各号の基準によるものとする。ただし、当該市町村

双方の協議によりこれを変更することができる。 

 ⑴ 応援隊の職員の派遣に要した人件費及び旅費並びに機械器具の貸出料は、応援をした市町村の負担と

する。 

 ⑵ 応援資料の費用は、消耗的なものに係る費用を除き被応援側の市町村の負担とする。 

 ⑶ 工事及び資材等業者の提供したものに係る費用は、被応援側の市町村の負担とし、その負担に当って

は歩掛り等について十分に考慮するものとする。 

 （事務局） 

第８条 救援本部の事務を処理するため、救援本部事務局を置く。 

２ 事務局に、事務局長その他の職員を置き、青森県環境保健部生活衛生課の職員及び日本水道協会青森県

支部の職員のうちから救援本部長が委嘱する。 

３ 事務局長は、救援本部長の命を受け、局務を掌理する。 

 （この協定に定めるもののほか必要な事項） 

第９条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については、救援本部長が定める。 

   附 則 

 この協定は、昭和４４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この協定は、昭和５７年９月１日から施行する。 
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航空自衛隊三沢基地と三沢市との消防活動の相互援助に関する協定 
 

航空自衛隊三沢基地司令（以下「甲」という。）と三沢市長（以下「乙」という。）は、火災発生時

「甲」及び「乙」が独力では消火が困難であると予想される場合の消火活動の相互の援助に関する細部事項

について、次のとおり協定する。 

（目的） 

第１条 この協定は、「甲」及び「乙」が消火活動の相互援助について必要な事項を定め、相互の消火作業

に支障なきを期することを目的とする。 

２ この協定は、火災発生時（航空機事故救難を含む。）のみに適用し、洪水、地震及び土砂崩れ等に起因

する災害については適用しない。 

（援助要請） 

第２条 援助要請は、相互に電話又はその他の手段により行うものとする。 

２ 援助要請にあたっては、次の事項を明確に通報する。 

⑴ 火災発生の場所及び時刻 

⑵ 火災の種類及び程度 

⑶ 所要の人員及び器材（消防車を含む。）の数量 

⑷ 支援隊の差出し場所 

⑸ その他消火活動上必要と認める事項 

３ 状況により緊急と認めた場合は、援助要請を待つことなく、相互に支援するものとする。 

４ 「甲」に対する要請のための連絡先は、次のとおりとする。 

時 間 連 絡 先 電 話 番 号 備  考 

昼  間 

(0815～1700) 

基地司令 

(３空団装備部長気付) 

三沢(53)4121～5 

内線3240 
 

夜  間 

(1700～0815) 
基地当直幹部 

三沢(53)4121～5 

内線3225 
休日は0815～0815 

５ 「乙」に対する要請のための連絡先は、三沢（局番なし）１１９番とする。 

（支援隊の指揮及び行動） 

第３条 指定場所に到着した支援隊の指揮者は、援助要請側の指揮者の指示に従って行動するものとする。 

（支援隊の誘導） 

第４条 援助要請側の指揮者は、誘導員を待機させ支援隊の誘導にあたるものとする。 

（消防会議） 

第５条 「甲」及び「乙」の消防責任者は、毎年適当な時期に消防に関する会議を開催し、相互に情報を交

換するものとする。 

（支援出動時の災害補償及び経費の負担） 

第６条 支援出動時における職務遂行上の災害補償については、原則として支援側の規定により処理するも

のとする。 

２ 支援出動に要した経費は、原則として支援側が全額を負担するものとする。 

３ 前各号により難い場合は、その都度「甲」及び「乙」が協議のうえ定めるものとする。 

（協定の不履行） 

第７条 「甲」側において、自衛隊法に基づく緊急事態の発生或いは、その他特別な事由によりこの協定の

履行が困難な場合、又は「乙」側において特別な事由により、この協定の履行が困難な場合は、本協定の

事項を履行しないことが出来る。 

２ 前項により協定の履行ができない場合は、理由を付して相手側に通知するものとする。 

（疑義の決定等） 

第８条 この協定の実施にあたって疑義が生じた場合、又は改正の必要が生じた場合は、「甲」及び「乙」

の双方が協議のうえ決定又は改正するものとする。 

  附 則 

この協定は、昭和５５年１月１８日から施行する。 

  附 則 

この協定は、平成２２年３月９日から施行する。 

 平成２２年３月９日 

甲 航空自衛隊三沢基地司令 

乙 青森県三沢市長 
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三沢飛行場周辺における 

航空事故処理のための連絡調整に関する協定 
 

三沢飛行場周辺の関係機関等は、三沢飛行場周辺において航空事故及び航空事故に伴う災害が発

生した場合の対処に万全を期するため、緊密かつ迅速な連絡調整体制を整備することとし、次のと

おり協定を締結する。 

（連絡責任者の指定） 

第１条 関係機関等の長は、航空事故発生時における相互間の緊密かつ迅速な連絡を図るため、そ

れぞれ連絡責任者を指定し、三沢防衛施設事務所長に通知するものとする。 

２ 三沢防衛施設事務所長は、前項の通知を受けたときは、航空事故発生時の連絡責任者名簿（別

紙様式）を作成の上、各連絡責任者に送付するものとする。 

３ 各連絡責任者は、前項の名簿を常備するものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、連絡責任者に変更又は異動があった場合に準用する。 

（航空事故発生時の通報） 

第２条 連絡責任者は、航空事故が発生した事実を知ったときは、直ちに、米軍機の航空事故にあ

っては三沢防衛施設事務所の連絡責任者に、自衛隊機の航空事故にあっては、航空自衛隊三沢基

地（以下「自衛隊」という。）の連絡責任者に、民間機の航空事故にあっては東京航空局三沢空

港事務所の連絡責任者に通報するとともに、事故発生地を管轄する警察署又は海上保安部（海上

において発生した事故の場合に限る。以下同じ。）及び消防本部の連絡責任者に通報するものと

する。 

２ 三沢防衛施設事務所、自衛隊又は東京航空局三沢空港事務所の連絡責任者は、前項の通報を受

けたときは、直ちに関係の連絡責任者に通報するものとする。 

３ 通報は、次の事項について行うものとする。 

⑴ 航空事故の内容（墜落、不時着、器物落下等の別） 

⑵ 事故発生の時間、位置等 

⑶ 航空機の型式、乗員数、積載燃料量、弾薬積載の有無等 

⑷ その他必要事項 

４ 航空事故に伴い災害が発生した場合は、前項各号に掲げるもののほか、次の事項についても行うものと

する。 

⑴ 災害発生の場所、周辺の状況等 

⑵ 人身及び財産の被害状況 

⑶ 被害者の救急救助措置の有無等 

⑷ その他必要事項 

（現場連絡所の設置） 

第３条 関係機関等の連絡調整を円滑にするため必要があると認める場合は、米軍機の航空事故にあって

は東北防衛局が、自衛隊機の航空事故にあっては自衛隊が、民間機の航空事故にあっては東京航空局三

沢空港事務所が、それぞれ関係機関等の協力を得て事故発生地又はその近辺に現場連絡所を設置するも

のとする。 

２ 前項の場合、事故発生地を管轄する関係機関等は、現場連絡所として適当な施設を確保することに

協力するものとする。 

３ 関係機関等は、現場連絡所設置者から所要の措置について要請があった場合は、これに協力するもの

とする。 

（被害者の救急救助） 

第４条 消防本部が被害者の救急救助を行う場合において、当該本部から要請があったときは、自衛隊は、

これに協力するものとする。 

（消防等） 

第５条 消防本部が消防その他の被害拡大防止措置を行う場合において、当該本部から要請があっ

たときは、自衛隊は、これに協力するものとする。 

（現場の管理） 

第６条 警察署又は海上保安部が現場の保存及び警備を行う場合は、自衛隊は、これに協力するものとす
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る。 

（事故機乗員の捜索及び救助） 

第７条 消防本部又は海上保安部及び自衛隊が事故機乗員の捜索及び救助行う場合において、要請

があったときは、関係機関等は、これに協力するものとする。 

（仮住居の提供等） 

第８条 米軍機の航空事故に伴う災害により仮住居（生活必需品を含む。）を必要とする場合は、

東北防衛局が提供又はあっ旋し、関係機関等は、これに協力するものとする。 

２ 自衛隊機の航空事故による場合は、自衛隊がこれに当たり、関係機関等は、これに協力するも

のとする。 

３ 民間機の航空事故による場合は、東京航空局三沢空港事務所が当たり、関係機関等は、これに

協力するものとする。 

（調査の協力） 

第９条 東北防衛局又は自衛隊が賠償請求に関する被害調査を行う場合は、警察署及び消防本部は、

現場活動に支障のない限りにおいて現場立入り等に協力するものとする。 

（米軍機事故の通報及び米軍の緊急活動） 

第10条 米軍機事故発生の場合の米軍からの通報及び航空事故発生の場合の米軍の緊急活動につい

ては、在日米軍司令部と防衛施設庁との間の合意（別紙）によるものとする。 

（細部協定の締結） 

第11条 関係機関等が第３条から前条までに定める事項について、細部の協定を締結した場合は、

その旨東北防衛局に通知し、東北防衛局は、関係機関に通知するものとする。 

（協定の改正） 

第12条 この協定は、必要があると認められる場合には、関係機関等の協議によりいつでも改正す

ることができる。 

附 則 

１ この協定は、平成３年１０月２５日から実施する。 

２ 三沢飛行場周辺における航空事故処理のための連絡調整に関する協定（昭和５９年２月２４日

実施）は、廃止する。 

３ この協定は、協定当事者が、それぞれ各１通を保有する。 

 

  平成３年１０月２５日 

 

  【協定当事者官職】 

   青森県知事  青森県警察本部長  八戸海上保安部長  十和田市長  三沢市長 

  八戸市長  野辺地町長  七戸町長  百石町長  六戸町長  上北町長  東北町長 

  下田町長  横浜町長  天間林町長  六ヶ所村長  三沢市消防本部消防長 

  八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部消防長  十和田地区消防事務組合管理者 

  野辺地・平内地区消防事務組合消防本部消防長  中部上北広域事業組合消防本部消防長 

  東京航空局三沢空港事務所長  航空自衛隊三沢基地司令  仙台防衛施設局長 

  三沢防衛施設事務所長 
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青森県広域航空消防応援協定 
（目的） 

第１条 この協定は、青森県内の市町村、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合（以下「市町村

等」という。）が、災害による被害を最小限に防止するため、青森県が所有する防災ヘリコプター（以下

「防災ヘリ」という。）の応援を求めることについて、必要な事項を定めるものとする。 

 （協定区域） 

第２条 この協定に基づき市町村等が防災ヘリの応援を求めることができる地域は、災害が発生した当該市

町村等のそれぞれの区域とする。 

（災害の範囲） 

第３条 この協定において、災害とは、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第１条に規定する災害を

いう。 

（応援要請） 

第４条 この協定に基づく応援要請は、災害発生の市町村等の長が、防災ヘリの特性を十分に発揮すること

ができると認められる場合で、原則として、次の各号の要件を満たす場合に青森県知事（以下「知事」と

いう。）に対して行うものとする。 

 ⑴ 公共性  災害等から住民の生命財産を保護し、被害軽減を図る目的であること 

 ⑵ 緊急性  差し迫った必要性があること 

 ⑶ 非代替性 防災ヘリ以外に適切な手段がないこと。 

（応援要請の方法） 

第５条 応援要請は、青森県総務部防災消防課防災航空センターに電話等により、次に掲げる事項を明らか

にして行うものとする。 

 ⑴ 災害の種別 

 ⑵ 災害発生の日時、場所及び災害の状況 

 ⑶ 災害発生現場の気象状況 

 ⑷ 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び連絡方法 

 ⑸ 防災ヘリが離着陸する飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制 

 ⑹ 応援に要する資機材の品目及び数量 

 ⑺ その他必要な事項 

 (防災航空隊の派遣) 

第６条 知事は、前条の規定により応援要請を受けたときは、災害発生現場の気象状況等を確認の上、防災

航空隊を派遣するものとする。 

２ 知事は、前項の規定による要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに災害発生の市町村等

の長に通報するものとする。 

（防災航空隊の隊員の指揮） 

第７条 前条第１項の規定により応援する場合において、災害現場における防災航空隊の隊員の指揮は、災

害発生の市町村等の消防長が行うものとする。ただし、緊急の場合は災害現場の最高指揮者が行うことが

できるものとする。 

 （消防活動に従事する場合の特例） 

第８条 応援要請に基づき防災航空隊の隊員が消防活動に従事する場合には、災害発生市町村等の長から防

災航空隊の隊員を派遣している市町村等の長に対し、青森県消防相互応援協定第５条の規定に基づく応援

要請があったものとみなす。 

 （経費負担） 

第９条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、他に定めるもののほか青森県が負担するものとす

る。 

２ 前条に該当する活動に従事する場合においても、応援に要する経費は、他に定めるもののほか青森県消

防相互応援協定第８条の規定にかかわらず、青森県が負担するものとする。 

 （その他） 

第１０条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、青森県及び市町村等が協議して決定

するものとする。 

   附 則 

 この協定は、平成７年４月１日から施行する。 

   青森県知事 

   三沢市長 
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住民の安全に関する協定書 
 

三沢市民が安全で安心して暮らせる地域社会づくりを目指すため、三沢市（以下「甲」という。）と三沢

警察署（以下「乙」という。）は、三沢市民の安全に関する相互の情報提供その他の防犯活動、交通安全活

動及び防災活動（以下「防犯活動等」という。）の実施に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、甲及び乙が行う防犯活動等における連携を相互に確認することにより、市民の安全に

係る協力体制を確立し、もって三沢市民が安全に、かつ安心して暮らせる地域社会づくりに資することを

目的とする。 

（防犯活動等に係る甲乙の連携） 

第２条 甲及び乙は、三沢市における防犯活動等に関し、平素から密接な情報交換を行うこと等により、相

互に連携を保つように努めるものとする。 

 （防犯活動等の実施、犯罪又は事故への対応等） 

第３条 甲は、通常業務に併せて防犯巡回や危険個所の確認などの防犯活動等を積極的に実施するとともに、

地域住民による防犯活動等と連携し地域住民の防犯意識の高揚を図ることに努めるものとする。 

２ 甲は、不審者（車）及び不審物の発見その他の犯罪が予見される状況を確認したとき、又は犯罪若しく

は事故の発生の情報を得たときは、速やかに乙に通報するとともに、防犯上連絡を要すると考えられる機

関等が他にあるときは、乙と連携し、当該機関等への連絡に努めるものとする。 

３ 甲は、犯罪や事故の被害者に対しては、救護その他の必要な対応に努めなければならない。 

（情報の提供、周知等） 

第４条 乙は、甲の防犯活動等の支援のため、防犯情報の提供その他必要な対応を行うものとする。 

２ 甲は、乙又は青森県から防犯に関する啓発資料等の提供があった場合においては、町内会等との連携に

よりこれを配布周知するとともに、前項により乙から提供された情報については、内容を確認の上、必要

と認めるときは、防災行政用無線及び電子メールを活用するなどの方法により、その周知に努めるものと

する。 

（防犯活動等に関する留意事項） 

第５条 甲は、この協定によりその各機関又は職員に特別な権限が与えられるものではないことに留意し、

かつ、自ら行う防犯活動等に当たり職員に危害が及ぶことのないよう十分に配慮するものとする。 

２ 甲は、前項に関するもののほか、自己の職員に対する防犯活動等の研修の実施に努めるものとする。 

３ 甲及び乙は、防犯活動等に関し相互に提供を受けた情報について、個人情報の保護その他の情報の取扱

いについて万全を期さなければならない。 

（協定の有効期間及び更新） 

第６条 この協定の有効期間は、平成２１年１０月１日から平成２２年３月３１日までとする。 

２ 前項の期間満了の３０日前までに、甲又は乙により特段の意思表示がないときは、この協定は当該満了

日から１年間の期間をもって更新されるものとし、以降同様とする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して生じた疑義については、別に甲及び乙が協議して

定めるものとする。 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙が押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成２１年９月２８日 

甲 三沢市長 

乙 三沢警察署長 
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三沢空港における消火救難活動に関する協定 
 

東京航空局三沢空港事務所長及び三沢市長は、三沢空港民航ターミナルエリア（以下「三沢空港」

という。）における消火救難活動について、次のとおり協定する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、三沢空港における航空機に関する火災若しくは空港におけるその他の火災又

はそれらの発生のおそれのある事態（以下「緊急事態」という。）に際し、東京航空局三沢空港

事務所（以下「甲」という。）と三沢市消防本部（以下「乙」という。）との緊密な協力のもと

に一貫した消火救難活動を実施し、被害の防止又は軽減を図ることを目的とする。 

（緊急事態の通報） 

第２条 三沢空港に緊急事態が発生した場合には、甲は乙に対してすみやかに通報するものとする。 

２ 前項の通報は、電話その他の方法により次の事項を明確にして行う。 

⑴ 緊急事態の種類 

⑵ 航空機の種類及び搭乗人員 

⑶ 緊急事態発生の場所及び時刻 

⑷ 消防隊及び救急隊の到着すべき場所 

⑸ その他必要な事項 

３ 乙は通報に応じて、出動し現場に到着したときは、すみやかに甲へ連絡するものとする。 

（費用の負担） 

第３条 消火救難活動のために要する費用の負担については、別に両者協議して定めるものとする。 

（調査に対する協力） 

第４条 甲及び乙が消火救難活動を実施するにあたっては、当該航空機の状態、現場における痕跡

及びその他火災事故等の調査に必要な資料の保存に可能な限り留意するものとする。 

（通報） 

第５条 甲又は乙が単独で消火救難活動に従事したときは、すみやかにそのてん末を相互に通報す

るものとする。 

（訓練） 

第６条 甲及び乙は、協議して緊急事態における消火救難活動に関する計画を立案し、総合訓練を

定期的に実施するものとする。 

（資料の交換） 

第７条 甲は、三沢空港に発着する航空機の機種別の非常脱出口、破壊場所に関する資料その他消

火救難活動に必要な資料を予め乙に提供するものとする。 

（連絡調整） 

第８条 この協定を実施するために必要な甲及び乙の連絡調整は東京航空局三沢空港事務所管理課

長及び三沢市消防本部管理課長をもって担当させる。 

（その他） 

第９条 この協定に定めるもののほか、必要な事項は、甲及び乙の協議により定める。 

 

平成２１年１２月１８日 

東京航空局三沢空港事務所長  

三沢市長  
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災害時の情報交換に関する協定 
 

国土交通省東北地方整備局長（以下「甲」という。）と、三沢市長（以下「乙」という。）とは、

災害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定する。 

 

（目的） 

第１条  この協定は、重大な災害が発生し又は発生のおそれがある場合において、甲及び乙が必要

とする各種情報の交換等について定め、もって、適切な災害対処に資することを目的とする。 

（情報交換の開始時期） 

第２条 甲及び乙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。 

  一 三沢市内に重大な災害が発生し又は発生のおそれがあるとき 

  二 三沢市災害対策本部が設置されたとき 

  三 その他甲及び乙が必要と認めたとき 

（情報交換の内容） 

第３条 甲及び乙の情報交換の内容は、次のとおりとする。 

  一 一般被害状況に関すること 

  二 公共土木施設（道路、河川、急傾斜地、都市施設等）被害状況に関すること 

  三 その他必要な事項 

（災害対策現地情報連絡員（リエゾン）の派遣） 

第４条  第２条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合又は甲が必要と判断した場合に

は、甲から乙の災害対策本部等に災害対策現地情報連絡員を派遣し情報交換を行うものとする。

なお、甲及び乙は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。 

（災害対策現地情報連絡員（リエゾン）の受入れ） 

第５条  乙は、甲から派遣される災害対策現地情報連絡員の活動場所として災害対策本部等に場所

を確保するものとする。 

（平素の協力） 

第６条  甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備

に協力するものとする。 

（協 議） 

第７条  本協定に疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、その都度、甲及び乙

が協議のうえ、これを定めるものとする。 

 

本協定は２通作成し、甲及び乙が各１通を保有する。 

 

平成２２年６月１日 

甲 国土交通省東北地方整備局長 

乙 三沢市長 
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青森県防災情報ネットワーク及び 

青森県総合防災情報システムに関する協定書 
 

青森県（以下「甲」という。）と三沢市（以下「乙」という。）は、青森県防災情報ネットワー

ク（以下「ネットワーク」という。）及び青森県総合防災情報システム（以下「システム」とい

う。）の整備及び管理運営に関し、次のとおり協定した。 

 

（目的） 

第１条 甲は、災害時における通信手段の確保と迅速かつ的確な応急対策を目的として、市町村及

び消防本部を設置する一部事務組合（以下「市町村等」という。）との共同事業でネットワーク

及びシステムを整備する。 

 （ネットワークの整備の設置等） 

第２条 甲は、三沢市役所にネットワークの設備を設置する。 

２ 乙のネットワークの設備の整備に要する経費は、乙が負担する。また、乙は、平成２２年度に

ネットワーク整備工事費負担金として、甲に一括で納入する。 

３ システムの運用にあたっては、ネットワークの設備を共有する。 

 （青森県防災情報ネットワーク等運営協議会） 

第３条 ネットワーク及びシステムの管理運営に要する経費の負担額等、その他必要な事項を協

議・決定するため、青森県防災情報ネットワーク等運営協議会（以下「運営協議会」という。）

を設置する。 

（管理運営） 

第４条 ネットワーク及びシステム全体の管理運営は、甲の定めるところによる。 

２ ネットワーク及びシステムの管理運営に要する経費については、甲と市町村等の負担とし、そ

の負担額等については、運営協議会において決定する。ただし、ネットワークの運用に係る経費

（電気料、消耗品費、衛星携帯電話料等）は、乙の負担とする。 

 （ネットワークの設備の変更等） 

第５条 乙は、ネットワークの設備の移転又は改修等を行う場合は、あらかじめ甲に協議し、その

承認を得るものとする。 

２ 移転又は改修等に伴うネットワークの設備の変更等に要する経費は、乙の負担とする。 

 （廃止する設備の整備費負担相当額） 

第６条 青森県地域情報（防災行政用無線）ネットワーク及び平成１２年に整備した青森県総合防

災情報システムの設備の整備費負担相当額については、運営協議会の決定に基づき、乙が負担す

る。 

（協議事項） 

第７条 この協定に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、甲乙協議して定めるものと

する。 

 

 この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、当事者記名押印し、各自その１通を保有する

ものとする。 

 

  平成２２年１１月１８日 

甲 青森県知事 

乙 三沢市長 
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在日米軍再編に係る訓練移転先６基地関係自治体連絡協議会における 

大規模災害等の相互応援に関する協定 
 

（目的） 

第１条 この協定は、在日米軍再編に係る訓練移転先６基地関係自治体連絡協議会に加盟する市町

村（以下「協定市町村」という。）において、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第

２条第１項に規定する災害（以下「災害」という。）が発生し、被害を受けた協定市町村（以下

「被災市町村」という。）独自では被災者の救援等の対策が十分に実施できない大規模な災害で

ある場合に、協定市町村間の相互応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるも

のとする。 

 （応援の種類） 

第２条 この協定による応援の種類については、協定市町村が現に所有する物資等で応援可能な範

囲に限るものとし、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

（２）被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

（３）救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

（４）被災者を一時収容するための施設の提供 

（５）被災傷病者の受入れ 

（６）遺体を火葬するための施設の提供 

（７）救援、救助、応急復旧等に必要な職員の派遣 

（８）前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援の手続き） 

第３条 被災市町村は、協定市町村に応援を要請しようとする場合には、次の各号に掲げる事項を

明らかにして電話等により応援を要請するものとする。 

（１）被害の状況 

（２）応援の種類 

（３）応援の具体的な内容及び必要量 

（４）応援を希望する期間 

（５）応援場所及びその経路 

（６）前各号に掲げるもののほか必要な事項 

２ 応援を受けた被災市町村は、応援を実施した協定市町村に対し、後日速やかに要請文書を提出

するものとする。 

（応援の実施） 

第４条 前条第１項の規定により応援要請を受けた協定市町村は、応援の内容を電話等により要請

した被災市町村に連絡し、その後、直ちに応援を実施するものとする。ただし、特別な事情によ

り応援できない場合は、その旨を直ちに電話等により連絡するものとする。 

（応援経費の負担） 

第５条 前条により応援に要した経費の負担区分は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、

次のとおりとする。 

（１）第２条第１号から第６号に掲げる応援に要する経費については、原則として被災市町村の負

担とする。 

（２）第２条第７号に掲げる応援に要する経費については、応援市町村の負担とする。 

（３）第２条第８号に掲げる応援に要する経費については、その都度協議する。 

２ 被災市町村において前項の規定による経費を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情が

あるときは、被災市町村の要請により応援した協定市町村は、当該経費を一時繰替支弁するもの

とする。 

３ 前２項の規定によりがたいときは、その都度、関係市町村間で協議して定めるものとする。 

（自主応援） 

第６条 被災市町村との連絡がとれず、被災市町村から応援要請の依頼がない場合において、応援

の必要があると認めたときは、被災市町村の情報収集活動を行い、自主的に応援を行うことがで
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きる。 

２ 前項の応援に要した経費の負担については、前条の規定を準用する。ただし、被災市町村の情

報収集活動に要する経費は、応援を行おうとする協定市町村の負担とする。 

 （災害補償等） 

第７条 第２条第７号の規定により派遣された職員（以下「派遣職員」という。）に係る公務災害

補償については、地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）の定めるところによる。 

２ 派遣職員が公務執行中第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたも

のについては被災市町村が、被災市町村への往復経路の途中に生じたものについては応援を要請

された協定市町村が、それぞれ賠償の責めを負うものとする。 

 （情報の交換等） 

第８条 協定市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう物資等応援に必要な情報の交

換を行うとともに、平常時から応援の受入体制の整備に努めるものとする。 

 （協議） 

第９条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度協

議して定めるものとする。 

 （有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２８年３月３１日までとする。ただし、

期間満了の日の１か月前までにいずれからも申出がないときは、更に１年間延長し、以降も同様

とする。 

 

 この協定の成立を証するため、本協定書２１通を作成し、各協定市町村は記名押印の上、各自そ

の１通を保有する。 

 

平成２７年３月３１日 

 

    北海道 千歳市 苫小牧市 

    青森県 三沢市 東北町 六ヶ所村 

    茨城県 小美玉市 かすみがうら市 行方市 鉾田市 茨城町 

    石川県 小松市 加賀市 能美市 川北町 

福岡県 築上町 行橋市 みやこ町 

宮崎県 宮崎市 西都市 新富町 高鍋町（２１自治体） 
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青森県消防相互応援協定 
 

（目的） 

第１条 この協定は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号。以下「法」という。）第３９条の規定

に基づき、青森県内（以下「県内」という。）において大規模な災害等が発生した場合に、県内の応

援隊（以下「応援隊」という。）を編成し、相互の消防力を活用して災害による被害を最小限に防止

することを目的として、県内の市町村及び消防事務に関する一部事務組合（以下「市町村等」とい

う。）の消防相互応援について必要な事項を定める。 

（対象災害） 

第２条 この協定は、次に掲げる災害のうち応援活動を必要とするものを対象とする。 

(1) 大規模な地震又は風水害等の自然災害 

(2) 林野火災、高層建築物火災又は危険物施設等の大規模な火災 

(3) 武力攻撃による災害 

(4) 放射性物質、生物剤又は化学剤による災害  

(5) 航空機、船舶又は列車事故等の集団救急救助事故 

(6) 前各号に掲げるもののほか、火災等の災害又は救急救助業務を必要とする事故のうち応援が必

要と判断されるもの。 

（応援及び区域） 

第３条 この協定に基づく消防の応援は、法第９条に規定する消防機関によるものとし、応援の区域は

県内全域とする。ただし、消防団の応援については、地域の実情に応じて行い、その出動については

消防長又は消防署長の命令によるものとし、この協定は経費負担に関する事項を除き、適用しない。 

（地域ブロックの区分及び代表消防機関等） 

第４条 この協定の区域は次に掲げる地域ブロックに区分する。 

(1) 青森地域ブロック 

   青森地域広域事務組合消防本部管内、北部上北広域事務組合消防本部管内、 

   下北地域広域行政事務組合消防本部管内 

 (2) 弘前地域ブロック 

   弘前地区消防事務組合消防本部管内、五所川原地区消防事務組合消防本部管内、 

つがる市消防本部管内、鰺ヶ沢地区消防事務組合消防本部管内 

 (3) 八戸地域ブロック 

   八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部管内、十和田地域広域事務組合消防本部管内、 

三沢市消防本部管内、中部上北広域事業組合消防本部管内 

２ この協定による相互応援を円滑に実施するため、代表消防機関、代表消防機関代行及び地域ブロッ

ク代表消防機関を次のとおり定める。なお、代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場

合においては、代表消防機関代行がその任務を代行するものとする。 

(1) 代表消防機関 

    青森地域広域事務組合消防本部 

 (2) 代表消防機関代行 

  ア 弘前地区消防事務組合消防本部 

  イ 八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部 

 (3) 地域ブロック代表消防機関 

  ア 青森地域ブロック：青森地域広域事務組合消防本部 

  イ 弘前地域ブロック：弘前地区消防事務組合消防本部 

  ウ 八戸地域ブロック：八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部 

（応援隊の登録） 

第５条 各市町村等は、応援出動が可能な消防隊等をあらかじめ登録するものとする。 

（報告及び連絡調整等） 

第６条 第２条に規定する災害が発生した市町村等の長は、代表消防機関及び県防災消防課に対して災

害の状況について報告し、消防応援活動に関する必要な連絡調整及び支援等を求めるものとする。 

（応援要請） 

第７条 この協定に基づく応援要請は、第２条に規定する災害が発生した被災地の市町村等の長（以下

「受援側の長」という。）が、当該被災地の市町村等の消防力を考慮して消防の応援が必要であると

判断した場合は、次に掲げる区分により、他の市町村等の長（以下「応援側の長」という。）に対
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し、代表消防機関を通じて、応援要請を行うものとする。 

(1) 第１要請 

 同一地域ブロック内の市町村等に対する応援要請 

 (2) 第２要請 

 他地域ブロックの市町村等に対する応援要請 

 (3) 第３要請 

 県内全域の市町村等に対する応援要請 

２ 代表消防機関は、前項に規定する応援要請があった場合には、県防災消防課に対して必要な事項を

報告するとともに、受援側の長と応援隊編成等の調整を行うものとする。 

３ 応援側の長は、第２条に規定する災害が発生したことが明らかな場合において、受援側の長と連絡

が取れないとき又は第１項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たず応援

隊等を出動させることができる。 

４ 前項の規定により応援を行おうとする応援側の長は、属する地域ブロック代表消防機関及び代表消

防機関と応援出動に関する必要な事項について、十分な連絡調整を行った後に出動するものとする。 

（応援出動準備体制） 

第８条 各市町村等は、災害の規模に照らし出動が予想される場合には、速やかに管内の被害状況を確

認後、応援隊としての出動の可否を代表消防機関及び地域ブロック代表消防機関に報告するととも

に、出動の準備を行う。 

（応援隊の派遣等） 

第９条 応援要請を受けた応援側の長は、応援側の市町村等の消防力に支障が生じるなど特別な理由が

ない場合のほか、応援隊を出動させるものとする。 

２ 応援側の長は、第７条の規定により、応援隊を派遣する場合、属する地域ブロック代表消防機関を

通じて代表消防機関に対して、出動隊数、出動隊員数、無線の呼称等必要な事項について、報告する

ものとする。 

３ 代表消防機関の長は、応援隊の派遣が決定した場合は、速やかに受援側の長に対してその旨を連絡

し、あわせて県防災消防課に報告するものとする。 

４ 県防災消防課は応援隊の派遣が決定した場合には、災害の概要、応援隊派遣規模等を消防庁へ報告

するものとする。 

５ 応援側の長は、応援隊を派遣することができない場合は、その旨を速やかに属する地域ブロック代

表消防機関を通じて代表消防機関に報告するものとする。 

（先遣隊の派遣） 

第10条 先遣隊は、後続する応援隊の円滑な活動に資する情報の収集及び提供を行うことを任務とし、

応援隊出動決定後、原則として受援側の長の属する消防本部へ迅速に先遣出動するものとする。 

（応援隊の指揮） 

第11条 応援出動した応援隊は、法第４７条の規定に基づき受援側の長の指揮の下に行動するものとす

る。 

（指揮体制） 

第12条 県大隊長は代表消防機関の職員をもってこれに充てる。県大隊長は原則として被災地消防本部

において、受援側の長の指揮の下、応援隊を統括し活動の管理を行うものとする。 

２ 地域ブロック代表消防機関の指揮隊長又は、県大隊長から指名された消防機関の指揮隊長は、受援

側の長の指揮の下、県大隊長の管理の下で応援隊の活動の指揮を行うものとする。 

（応援隊の引揚げ） 

第13条 受援側の長は、応援隊の活動報告及び市町村災害対策本部の調整結果等を総合的に勘案し、当

該市町村の区域内における応援隊の活動終了を判断するものとし、県大隊長、代表消防機関及び県防

災消防課に電話及びファクシミリ等により速やかに連絡するものとする。 

（経費の負担） 

第14条 応援に要した経費については、法令等に定めのある場合を除き、次によるものとする。 

 (1) 受援側の負担 

  ア 現地における車両及び機械器具の燃料費 

  イ 宿泊費及び食糧費 

  ウ 化学消火薬剤等の資機材費 

  エ 現場活動中に第三者に与えた損害の賠償費等 

    ただし、応援側の重大な過失等に基づく損害賠償に要する経費は除く 
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 (2) 応援側の負担 

  ア 車両及び機械器具の燃料費（現地における補給燃料を除く） 

  イ 車両及び機械器具の修理費 

  ウ 旅費及び出動手当等の人件費 

  エ 公務災害補償に要する経費 

  オ 受援側との間の移動中、第三者に与えた損害の賠償費等 

 (3) 前２号以外に係る経費は、当事者間において協議し、決定するものとする。 

 (4)  経費負担について、疑義が生じた場合は、関係する市町村等において協議の上、決定するもの

とする。 

 (5)  応援側の長は、受援側の負担とされる経費を受援側の長に直接請求するものとする。 

（他協定との関係） 

第15条 この協定は、市町村等の長が、法第３９条に基づき締結している消防の相互応援に関する他の

協定を妨げるものではない。 

（連絡会議） 

第16条 協定事務の円滑な推進を図るため、消防機関及び県防災消防課において連絡会議を開催するこ

とができる。なお、連絡会議は概ね次に掲げる事項について行うものとする。 

 (1) 消防相互応援に関すること。 

 (2) 市町村等の消防現勢、消防事象、特殊災害の資料等の交換に関すること。 

 (3) 市町村等間の消防訓練に関すること。 

 (4) 警防技術に関すること。 

 (5) 消防用資機材の開発及び研究資料の交換等に関すること。 

 (6) その他必要な事項 

（委任） 

第17条 この協定の実施に関し必要な事項は、各消防本部の消防長が協議決定するものとする。 

（協定市町村等の変更に伴う取扱い） 

第18条 市町村の合併、消防の広域化等により協定市町村等に変更が生じた場合、当該変更後に消防を

継承した協定市町村等については、特段の申出がない限り、この協定を引き続き締結しているものと

して取り扱うものとする。 

（疑義の協議） 

第19条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、協定市町村等の長が

協議のうえ、決定するものとする。 

 

 この協定を証するため本書４９通を作成し、記名押印のうえ各１通を保有するものとする。 

 

   附 則 

 

１ この協定は、平成２８年３月１日から施行する。 

２ 平成５年２月２５日締結の「青森県消防相互応援協定」は、平成２８年２月２９日付けもって廃止

する。 

 

平成２８年２月２４日 

 

   青森県内市町村長及び消防事務に関する一部事務組合管理者 
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災害時における青森県市町村相互応援に関する協定 
 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、青森県内で一の市町村では対応困難な災害（自然災害のほか、原子力災害、

テロ災害等の特殊災害などを含む。以下同じ。）が発生した場合における県による応援調整及び県

内市町村による被災市町村の応援に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（応援調整） 

第２条 市町村は、青森県内で災害が発生した場合において、他の市町村等からの応援が必要であ

ると認めるときは、第４条に定めるところにより、県に対して応援の要請をすることができる。 

２ 県は、前項の規定により、被災市町村から応援の要請があったときは、直ちに応援の調整を行

うものとする。 

 

（応援要請事項） 

第３条 被災市町村は、次に掲げる事項について、県に対して応援の要請をすることができる。 

(1) 応急措置等を行うに当たって必要となる情報の収集及び提供 

(2) 食料、飲料水、日用品等生活必需物資及びその供給に必要な資機材の提供並びにあっせん 

(3) 被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急措置等に必要な資機材並びに物資の提供並びにあ

っせん 

(4) 災害応急活動に必要な車両等の派遣及びあっせん 

(5) 災害応急活動に必要な職員の派遣 

(6)  避難者の受入れ 

(7)  前各号に定めるもののほか、災害時の応急措置活動に関し特に必要な事項 

 

 （応援要請及び応援の実施） 

第４条 被災市町村は、県に対し次に掲げる事項を明らかにして、口頭により要請を行うとともに、

速やかに当該事項を記載した書面を提出するものとする。 

(1) 被害の種類及び状況 

(2) 前条第２号から第４号までに掲げる物の品名、数量等 

(3) 前条第５号に掲げる職員の職種別人員数 

(4) 応援場所及び応援場所への経路 

(5) 応援の期間 

(6)  前各号に掲げるもののほか必要な事項 

２ 県は、前項の要請を受けた場合には直ちに応援可能な市町村と連絡をとり、応援人員、応援物

資等を取りまとめ、被災市町村に応援可能数量等を通知するとともに、応援可能な市町村に対して

応援の実施を依頼するものとする。 

３ 前項の規定による応援の依頼を受けた市町村は、直ちに応援を実施するものとする。この場合

において、応援人員、応援物資等の搬送は、原則として当該市町村が行うものとする。 

 

（自主応援） 

第５条 各市町村は、災害が発生したことが明らかな場合において、被災市町村との連絡が取れな

いとき又は前条第２項の規定による応援の依頼を待つ時間的余裕がないと認めるときは、同条の規

定にかかわらず、同項の規定による応援の依頼を待たずに自主的に応援を行うことができる。 

２ 前項の規定により、応援を行おうとする市町村は、あらかじめ県に応援を実施する旨を通知す

るものとする。 

 

 （応援経費の負担） 

第６条 前２条の規定による応援の実施に要した経費の負担については、別段の定めがあるものを

除くほか、次に定めるとおりとする。 

(1) 応援を実施した市町村が負担する経費 
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  イ 機械器具等の燃料費（補給燃料に係るものを除く。）及び小規模破損の修理費 

  ロ 応援人員の手当等に関する経費 

  ハ 応援人員が応援業務により負傷し、疾病に罹患し、又は死亡した場合の災害補償費及び賞

じゅつ金 

  ニ 応援人員の重大な過失により、第三者に与えた損害の賠償費 

  ホ 応援人員の災害地への出動又は帰路途上において発生した事故に係る損害賠償費 

(2) 被災市町村が負担する経費 前号に定める経費以外の経費 

２ 被災市町村は、前項第２号の経費を支弁する時間的余裕がない場合にあっては、応援を実施し

た市町村に対し当該経費の一時支払いを要請できる。この場合において、当該経費を負担した市町

村は、被災市町村に対し、その償還を請求することができる。 

 

 （事務局の設置） 

第７条 本協定の運営に関する事務局を青森県危機管理局防災危機管理課に置く。 

 

 

 （平時の取り組み） 

第８条 県及び市町村は、本協定に基づく相互応援が迅速かつ的確に実施できるよう、平時から次

に掲げる事項を実施するよう努めるものとする。 

(1) 災害時に必要な物資の備蓄 

(2) 定期的な訓練の実施 

(3) その他必要と認める事項 

 

 （担当者及び備蓄状況の報告） 

第９条 市町村は、毎年度、本協定に係る担当者及び応援物資等の保有状況を事務局に報告するも

のとする。 

２ 事務局は、前項の報告を受けたときは、これを取りまとめの上、各市町村へ報告するものとす

る。 

 

 （協議事項） 

第10条 この協定に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、その都度、協議して定める

ものとする。 

 

 

 

  附 則 

１ この協定は、平成３０年１２月６日から施行する。 

２ 平成１８年９月２９日締結の「大規模災害時の青森県市町村相互応援に関する協定」は廃止す

る。 

 

 この協定を証するため、本協定書４１通を作成し、県及び市町村がそれぞれ押印の上、各１通を

所持する。 

 

  青森県内各市町村長 
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【公共的団体等との協定】 

協定の名称 締結年月日 締結機関 応援内容 

在日米軍三沢空軍基地第３５ 

戦闘航空団と日本国青森県 

三沢市消防本部との消防相互 

応援協定 

平成11年 1月 1日 在日米軍三沢空軍基地 消防活動 

水道緊急連絡管接続等応援給水 

に関する基本協定 
平成21年12月25日 八戸圏域水道企業団 水道の安定供給 

稲生川土地改良区が管理する 

農業用水施設の農業用水を 

防火用水として使用することに 

関する協定 

平成23年11月15日 稲生川土地改良区 
農 業 用 水 の 防 火 

用水利用 
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在日米軍三沢空軍基地第３５戦闘航空団と 
日本国青森県三沢市消防本部との消防相互応援協定 

 
本協定は米合衆国法令コード・タイトル４２・１８５６（ａ）の権威代表者である合衆国空軍長官と、

三沢市消防本部管理者との間で、火災予防、火災からの人命及び財産の保護と消防活動に対する相互の

援助のため平成１１年１月１日に締結した。 

 

その同意は： 

ａ 三沢米空軍基地消防隊の代表者は、三沢市消防本部の代表者から応援要請を受けた場合には、三

沢市消防本部の通常消防業務を担当する地域内で、その代表者が指定するいかなる地点にも消防機

材と人員を派遣するものとする。 

ｂ 三沢市消防本部の代表者は、三沢米空軍基地消防隊の代表者から応援要請を受けた場合には、三

沢米空軍基地消防隊の消防管轄区域内で、その代表者が指定するいかなる地点にも消防機材と人員

を派遣するものとする。 

ｃ 本協定に基づく消防機材と人員の派遣は、すべて次の条件に従うものとする。 

⑴ 応援を要請する場合には、必要とする消防機材の種類と数量、人員の数及び派遣地点を明確に

指示するものとする。ただし、派遣する機材の種類と数量及び人員の数は、応援側の代表者が決

定する。 

⑵ 応援側責任者は、消防機材と人員を派遣した災害現場においては要請側組織の責任者に報告し

て、指揮に従うものとする。要請側責任者は、応援側責任者に対し、消防活動上必要な情報を提

供するとともに、必要な指示を行うものとする。 

⑶ 要請側は、応援側の活動が不要になったとき、又は応援側の消防管轄区域内で必要が生じた場

合には、応援側の任務を解除するものとする。 

ｄ 両当事者は、互いに相手方に対し本協定の履行により発生するすべての損失、損害、負傷又は死

亡に対しての補償を要求しないものとする。 

ｅ 両当事者は、本協定の実施の結果生ずるいかなる費用についても相手側から弁償を受けないもの

とする。 

ｆ 本協定の実施にあたり、両当事者が消防活動時に使用する消防機材はすべてその当事者に所属す

るものであり、又本協定に基づいて消防活動に従事するすべての人員は、両当事者の職員又は消防

団員とする。 

ｇ⑴ 本協定の有効機関は発行日から６年とする。ただし、当事者双方の合意により、これを更新す

る事ができる。 

⑵ 本協定は、両当事者の合意によりいつでもこれを無効とする事ができ、又当事者の一方が他方

に対し、文書をもって少なくとも６０日の事前通告を行うことによって、これを破棄する事がで

きる。 

ｈ⑴ 本協定の改正は、当事者双方の合意によりいつでも行うことができる。 

⑵ 本協定は３年毎に、協定発行記念日１２０日前から再検討を行い、重大な改正の無い場合には

双方の代表者がその結果を認証する。 

ｉ 本協定は、英語及び日本語により２通を作成し、英文、日本文ともに等しく正文とし、両当事者

がそれぞれ１通ずつ保管するものとする。 

ｊ 本協定の実施について疑義が生じたときは、両当事者が協議し決定する。 

 

合衆国空軍長官に代わり 

 

          署  名              署  名   

日本国青森県三沢市         米空軍第３５戦闘航空団 

三沢市消防本部           司令官 

管理者 三沢市長 
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水道緊急連絡管接続等応援給水に関する基本協定 
 

 八戸圏域水道企業団（以下「甲」という。）及び三沢市（以下「乙」という。）は、住民の生活

基盤の確立、経済活動の振興等に資するため、それぞれの自助努力により上水道供給事業を推進し

ているところである。しかし、地震防災対策の対応強化が求められていることに加え、異常渇水、

水道施設損傷等の災害緊急時における上下水道の安定供給対策が重要な課題となっている。甲及び

乙はこれらを踏まえ、「青森県水道災害相互応援協定」の趣旨に基づき、水道緊急連絡管接続等応

援給水に関する基本協定を次のとおり締結する。 

 （目的） 

第１条 この協定は緊密な連携と協力の基に、災害緊急時における上水道の安定供給を推進するた

め、応援給水体制の確立を図ることを目的とする。 

 （応援給水の内容） 

第２条 甲及び乙は、応援給水を円滑かつ効果的に行うため、水道緊急連絡管接続事業を計画し、

実施する。 

２ 前項の水道緊急連絡管接続事業は甲乙双方の協議の基に計画し、実施するものとする。ただし、

この基本協定締結の時点において、管網の未整備等の理由により、計画が困難な場合は、将来事

業実施が可能となった時点で相互協力のもとに、計画し、かつ、実施し、応援給水体制確立に向

けて努力するものとする。 

 （応援給水の連絡） 

第３条 甲及び乙は、災害緊急時における連絡を円滑に行うため、あらかじめ連絡担当課を定め、

毎年４月末日までに相互に連絡責任者名簿等を交換し、応援給水の要請その他の連絡は当該連絡

担当課を窓口として行うものとする。 

２ 応援給水を行う水道事業体は、前項の担当責任者と密接な連携のもとに、応援給水活動を円滑

に行うものとする。 

 （応援給水の要請） 

第４条 災害緊急時において給水を受けようとする水道事業体は、次の事項を明示した文書によっ

て応援給水を要請するものとする。ただし、緊急を要する時はこの限りではない。 

 ⑴ 被害の状況 

 ⑵ 応援給水の場所、予定給水量及び期間 

 ⑶ その他必要な事項 

 （費用の負担） 

第５条 応援給水に要した費用は、法令その他特別に定めがあるものを除き、応援給水を受けた水

道事業体が負担するものとする。 

 （細目協定の締結） 

第６条 この基本協定の実施にあたり、必要な細部事項については、細目協定を締結し実施するも

のとする。 

 （協議） 

第７条 この基本協定の内容に疑義又は変更の必要が生じた場合は、甲乙双方が協議して定めるも

のとする。 

 （施行） 

第８条 この協定は平成２１年１２月２５日から施行する。 

 

この基本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自１通を保有

する。 

 

 平成２１年１２月２５日 

  甲 八戸圏域水道企業団 企業長 

 乙 三沢市長 
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稲生川土地改良区が管理する農業用水施設の農業用水を 

防火用水として使用することに関する協定書 
 

 稲生川土地改良区（以下「甲」という。）と三沢市消防本部（以下「乙」という。）は、甲が管

理する農業用水施設の農業用水を防火用水として使用することに関し、消防法第３０条第２項に基

づき、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 乙は、甲が管理する農業用水施設を利用して、消火作業、消火訓練及び給水・補水に際し、

甲が管理する農業用水施設を防火用水施設として使用することができることを目的とする。 

（使用施設） 

第２条 乙が使用することができる農業用水施設は、別表及び別図に定める農業用水施設とする。 

（使用報告） 

第３条 乙が第１条の目的のために使用した場合は、甲に対して使用場所等を報告するものとする。 

２ 甲は、農業用水施設の断水等により防火用水の使用に支障をきたす恐れがある時は、あらかじ

め乙に報告するものとする。 

（水利費用） 

第４条 甲は、乙に対して、第１条の目的のための使用にかかる水利費用の請求は行わないものと

する。 

（維持管理） 

第５条 甲は、農業用水施設を適正に維持管理するものとし、乙の使用に際し、円滑な給水ができ

るように配慮しなければならない。 

２ 農業用水施設の維持管理に要する費用（第６条に該当する場合を除く。）は、甲の負担とする。 

（農業用水施設の損傷） 

第６条 乙が、第１条の目的を遂行するために、農業用水施設に損害を与えた場合、又は第三者に

損害を与えた場合は、甲、乙が協議し処理する。 

（協議） 

第７条 この協定書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が協議し決定

する。 

 

 上記のとおり、この協定の証として本書２部を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各々その１部

を保有するものとする。 

 

  平成２３年１１月１５日 

甲 稲生川土地改良区 理事長 

乙 三沢市消防本部 消防長 
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【民間企業等との協定】 

協定の名称 締結年月日 締結機関 応援内容 

災害時の医療救護活動に関する 

協定 
平成 5年 3月31日 社団法人上十三医師会 医療救護活動 

水道施設の地震災害に伴う 

応急処置の協力に関する協定 
平成20年 5月14日 三沢市管工事協同組合 水道施設の復旧 

災害時における支援協力に 

関する協定 
平成21年 8月10日 

マックスバリュ東北 

株式会社 

株式会社サンデー 

株式会社ユニバース 

物資等供給 

災害時における資器材等物資の 

供給協力に関する協定 
平成21年11月 1日 ホーマック株式会社 物資等供給 

災害時における電力復旧応援隊 

受け入れの協力に関する協定 
平成22年 4月 1日 

東 北 電 力 株 式 会 社 

三沢電力センター 

電力復旧応援隊 

受入れの協力 

鉄道災害発生時における消防 

活動に関する協定 
平成22年 9月28日 

東日本旅客鉄道株式会社 

盛岡支社及び秋田支社 

鉄道災害及び鉄道

沿線の火災対応 

災害復旧時の協力に関する 

協定 
平成23年 5月 2日 

東日本電信電話株式会社 

青森支店 
通信設備の復旧 

災害時等における物資の供給に 

関する協定 
平成23年 7月 8日 三沢燃料組合 燃料の供給 

鉄道災害発生時における消防 

活動に関する協定 
平成23年12月22日 青い森鉄道株式会社 

鉄道災害及び鉄道

沿線の火災対応 

災害時の通信設備復旧等の 

協力に関する協定 
平成24年 3月23日 

株式会社ＮＴＴドコモ 

東北支社八戸支店 
通信設備の復旧 

三沢市福祉避難所の確保に 

関する協定 
平成25年 3月27日 市内福祉施設の管理者 福祉避難所の確保 

災害時における応急対策業務の 

協力に関する協定 
平成25年12月 4日 協同組合三沢建設業協会 障害物の撤去 

災害時におけるレンタル機材の 

提供に関する協定 
平成26年 2月20日 

一般社団法人日本建設機

械レンタル協会青森支部 

避難所等へのレン 

タル機材の提供 

災害時における電気設備等の 

応急復旧に関する協定 
平成26年 2月20日 三沢電気工事業協同組合 電気設備等の復旧 

災害時における液化石油ガス 

及び応急対策用資機材の調達に 

関する協定 

平成26年 3月26日 
一般社団法人青森県 

エルピーガス協会 
燃料等の供給 

三沢市と三沢市内郵便局との 

災害時における相互協力及び 

平 常 時 に お け る 高 齢 者 等 の 

見 守 り 活 動 に 関 す る 協 定 

平成28年 1月28日 
日本郵便株式会社 

（三沢市内郵便局） 

各種情報提供及び 

避難所での郵便物 

集配とポスト設置 

見守り活動の実施 

災害時における物資の供給に関す

る協定 
平成28年12月 7日 

王子コンテナ―株式会

社青森工場 

段ボールシート等の

供給 

災害時における建築物等の解体撤

去に関する協定 
平成29年11月22日 

青森県解体工事業協会

県南支部 
建物等の解体撤去 

災害時における飲料供給に関する

協定 
平成31年 3月26日 

みちのくコカ・コーラ

ボトリング株式会社 
飲料の供給 
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災害時における物資の輸送等に

関する協定 
令和 2年 2月26日 

青森県トラック協会 

上十三支部 
物資の輸送等 

災害に係る情報発信等に関する

協定 
令和 2年 6月 1日 ヤフー株式会社 災害情報の発信等 

災害時の協力に関する協定 令和 2年 7月15日 

東北電力ネットワーク

株式会社 

三沢電力センター 

電源設備の復旧等 
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災害時の医療救護活動に関する協定 
 

 三沢市（以下「甲」という。）と社団法人上十三医師会（以下「乙」という。）は、災害が発生した場合

の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。ただし、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）

第２条の規定により救助の対象となる災害については、本協定は適用しない。 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、三沢市地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が乙の協力を得て行

う医療救護活動を円滑に実施するため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （救護班の派遣） 

第２条 甲は、防災計画に基づく医療救護活動を行う必要が生じたときは、乙に対し、医師及び看護婦等で

構成する救護班（以下「救護班」という。）の編成及び派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により甲の要請を受けたときは、直ちに救護班を編成し、甲の指定する場所に派遣す

るものとする。 

 （医療救護計画） 

第３条 乙は、医療救護活動の円滑な実施を図るため、救護班の編成、派遣その他医療救護の実施に関する

医療救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。 

２ 乙は、医療救護計画を変更したときは、速やかに変更後の医療救護計画を甲に提出するものとする。 

 （救護班の業務） 

第４条 救護班の業務は、次のとおりとする。 

 ⑴ 傷病者に対する応急措置及び医療 

 ⑵ 傷病者の収容医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 

 ⑶ 被災者の死亡の確認及び遺体の検案 

 （救護班の輸送） 

第５条 救護班の輸送は、原則として甲が行うものとする。 

 （救護班に対する指揮命令等） 

第６条 救護班に対する指揮命令及び医療活動に係る連絡調整は、甲の指定する者が行うものとする。 

２ 甲は、前項の規定により指揮命令者を指定したときは、直ちに乙に通知するものとする。 

 （医薬品等の供給） 

第７条 乙が派遣する救護班が使用する医薬品、医療機材等は、当該救護班が携行するもののほか、甲が供

給するものとする。 

 （医療費） 

第８条 救護所における医療費は、無料とし、患者に対し請求しないものとする。 

２ 収容医療施設における医療費は、患者負担とする。 

 （費用弁償等） 

第９条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとす

る。 

 ⑴ 救護班の派遣に要する費用 

 ⑵ 救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費 

 ⑶ 救護班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助金 

 （医事紛争の措置） 

第１０条 救護班が医療救護活動により患者との間に医事紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ、双方が誠

意をもって紛争解決に努めるものとする。 

 （細則） 

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定

めるものとする。 

 （有効期間） 

第１２条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有効期間

満了の日の１月前までに、甲乙いずれからもなんらの意思表示がないときは、有効期間満了の日の翌日か

ら起算して１年間この協定は延長され、以降同様とする。 

 この協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙署名押印し、各自その１通を保有する。 

  平成５年３月３１日 

   甲 三沢市長 

   乙 社団法人上十三医師会 会長 
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水道施設の地震災害に伴う応急処置の協力に関する協定書 
 

三沢市（以下「甲」という）と三沢市管工事協同組合（以下「乙」という）は、水道施設の地震災害

に伴う応急処置の協力に関して、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、甲が管理する水道施設が地震災害により被害を受けた場合において、飲料水の確保を図る

ため、乙の応援について定めるものとする。 

（応援要請及び復旧班の派遣） 

第２条 甲は、三沢市地域防災計画に基づく水道施設の応急復旧（以下「応急復旧」という。）に係る

応援要請を行う必要が生じたときは、乙に対し必要な要員、資機材等で構成する復旧班の構成及び派

遣を要請するものとする。 

２ 甲は、前項の要請を行う場合、電話又はその他の手段により行うものとする。 

３ 乙は、前２項により要請を受けたときは、直ちに復旧班を編成し、甲の指定する場所に派遣するも

のとする。 

（復旧活動） 

第３条 乙は、前条に基づく応援要請があったときは、乙の組合員から施工事業者を選定し、甲に報告

するものとする。 

２ 施工事業者は、甲が現場に派遣した職員の指示に従い、応急復旧工事等を実施するものとする。た

だし、職員の派遣がない場合は、甲の指示により応急復旧工事等を実施することができる。 

（情報の交換及び報告） 

第４条 甲及び乙は、この協定に基づく応急復旧が円滑に行われるよう、随時次の情報を交換及び報告

するものとする。 

⑴ 甲及び乙は、災害情報の伝達を正確に行うため、連絡責任者を定める。 

⑵ 乙は、必要な要員及び資機材の把握に努め、甲からの要請により報告するものとする。 

⑶ 施工事業者は、応急復旧工事等に着手したときは、その状況を速やかに甲に報告するものとする。 

⑷ 施工事業者は、応急復旧工事等を完了したときは、速やかに甲に報告し、完了報告書を提出しな

ければならない。 

（費用） 

第５条 施工事業者が施工した応急復旧工事等の費用については、甲が定める単価により積算し、乙と

協議のうえ支払うものとする。 

（準用） 

第６条 風水害等の災害により、甲が管理する水道施設に被害を受けた場合、必要に応じこの協定を準

用することができるものとする。 

（疑義等） 

第７条 この協定に定める事項に疑義を生じたとき、又は、この協定に定めのない事項については、そ

の都度甲乙協議する。 

（協定の期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２１年３月３１日までとする。ただし、この協定の有

効期間満了の日の１ヶ月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、有効期間満了の日の翌日

から起算して１年間この協定は更新されるものとし、以後もまた同様とする。 

（適用） 

第９条 この協定は、平成２０年５月１４日から適用する。  

この協定を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙とも記名押印して、それぞれ１通を保有する

ものとする。 

 

平成２０年５月４日 

（甲） 三沢市長 

（乙） 三沢市管工事協同組合 
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災害時における支援協力に関する協定書 
 

三沢市（以下「甲」という。）とマックスバリュ東北株式会社／株式会社サンデー／株式会社ユニバース

（以下「乙」という。）は、災害時における支援協力について、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、三沢市内に地震・風水害その他による災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に

おいて、甲が乙に対して行う支援協力の要請の手続き等について定め、もって、災害応急対策及び災害復

旧対策の円滑な実施に寄与することを目的とする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時における応急処置のため、緊急に物資等を調達する必要があると認めるときは、乙に

対し、その保有する物資等の供給を要請できるものとする。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、その保有し、又は調達可能な物資について速やかに対応

するものとする。 

（物資の範囲） 

第４条 甲が乙に供給を要請する物資等は、乙が保有し、又は調達可能なものとする。 

（要請の方法） 

第５条 甲が物資の供給を受けようとするときは、出荷要請書（別記第１号様式）をもって乙に要請するも

のとする。但し、緊急を要するときは、口頭でもって申し出を行い、事後に出荷要請書を提出するものと

する。 

（物資の引渡し） 

第６条 物資は、甲の指定する場所に、乙において搬送するものとし、甲は、職員を派遣し、調達物資を確認の上、

これを引き取るものとする。 

２ 甲は、物資を確認後、速やかに納品確認書（別記第２号様式）を乙に提出するものとする。 

（費用の負担） 

第７条 乙が供給した物資の対価及び物資の運搬に要した費用は、甲が負担するものとする。 

（物資の価格） 

第８条 前条に規定する物資の対価及び物資の運搬に要した費用は、災害が発生する直前における適正な価格に

より算定するものとする。 

（費用の支払い） 

第９条 甲は、乙から第７条の規定により甲が負担する費用に係る請求があったときは、速やかに支払うも

のとする。但し、災害の規模等により、速やかに支払うことが困難な場合は、甲乙協議の上、支払い方法

について定めるものとする。 

（連絡先等確認） 

第１０条 物資の要請及び供給に関する事項の伝達を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び連絡責任者・

担当者を定めるものとする。この場合において、内容の変更が生じた場合は、速やかに相手先に報告する

ものとする。 

 （履行義務の免除） 

第１１条 乙が被災した場合、甲乙協議の上、被害の程度に応じて履行義務の一部又は全部を免除すること

ができる。 

（協定の期間）                 

第１２条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２２年３月３１日までとする。但し、この協定の有効期

間満了の日の１ヶ月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、有効期間満了の日の翌日から起

算して１年間この協定は更新され、以降もまた同様とする。 

 （協議） 

第１３条 この協定の解釈に疑義を生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙協

議して定めるものとする。 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成２１年８ 月１０日 

甲  三沢市長 

乙  マックスバリュ東北株式会社／株式会社サンデー／株式会社ユニバースの代表者 
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災害時における資器材等物資の供給協力に関する協定書 
 

 三沢市（以下「甲」という。）とホーマック株式会社（以下「乙」という。）とは、次のとおり物資の供給協力に関す

る協定（以下、本協定という。）を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害対策基本法第２条第１項に規定する災害が発生し、または発生する恐れがある場合（以下、

「災害時」という。）において、甲から乙に対し行う物資の供給協力の要請に関し、その手続き等について定め、もっ

て、災害応急対策及び災害復旧対策が円滑に実施されることを目的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は災害時における応急措置のため、緊急に物資を調達する必要があると認めるときは、出荷要請書（別記様式）

をもって乙に要請するものとする。ただし、緊急を要するときは口頭でもって申し出を行い、事後に出荷要請書を提出

するものとする。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、一般消費者に対する商品供給や被災した乙の店舗の復旧などの業務に

支障を来さない範囲で、積極的に供給に努めるものとする。 

（物資の範囲） 

第４条 物資の種類は次のとおりとし、乙が取り扱っているもののうち、甲が緊急に必要なものとし、かつ、乙において

調達できる物資とする。 

 （１）甲が指定する（別紙）資器材 

 （２）その他甲が指定する物資 

（物資の引き渡し） 

第５条 物資の引き渡しは、原則として乙が所有する店舗等など、乙が指定する場所において行うものとする。ただし、

乙が運搬可能な場合においては、乙の同意のもと甲の指定する場所に運搬するものとする。甲は当該場所へ職員を派遣

し、物資を確認の上、これを引き取るものとする。 

２ 甲の職員は、調達物資の引き渡しを受ける場合、予め甲の職員であることを証明するものを提示するものとする。 

３ 甲は、乙の売掛伝票（納品書）により物資を確認後、速やかに受領印を押印し、物資を引き取るものとする。 

（経費の負担） 

第６条 乙が供給した商品の代金については、甲が負担するものとする。また、乙が物資の運搬を行ったときに要する経

費は、甲が負担するものとする。 

２ 乙は物資の供給及び運搬を終了した後、費用を甲に一括請求するものとする。 

３ 甲は乙から前項に基づく請求があったときは、乙の規定により速やかに乙に代金を支払うものとする。 

４ 前項の甲の支払は、乙の指定する下記口座に振り込むものとする。尚、振込み手数料は甲の負担とする。 

     銀 行 名     口座番号      口 座 名   

（物資の価格） 

第７条 物資の価格は、災害が発生する直前における乙の店頭価格を基準とした適正な価格とする。 

（連絡窓口） 

第８条 この協定に関する連絡窓口（災害時における資器材等物資の要請窓口を含む。）は、以下のとおりとする。 

  甲 三沢市役所 総務部 総務課（災害時要請窓口 総務部 管財課） 

  乙  

（期間又は自動延長） 

第９条 この協定書の期間（以下、協定期間という。）は、初年度については、平成２１年１０月１日から平成２２年２

月末日までとする。 

２ 期間の延長に関しては、その期間が満了する３ヶ月前までに、書面によって甲乙何れかからも相手方に対してこの協

定を改定する意思表示がないとき、協定期間は期間満了の日から更に１年間延長するものとし、その後においても同様

とする。 

（協議） 

第１０条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲と乙は随時協議を実施するものとする。 

（その他） 

第１１条 この協定の解釈に疑義を生じた場合及び協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙協議して定める

ものとする。 

（実施細目） 

第１２条 この協定に定める事項のほか、協定の実施に関し必要な手続等については、甲乙協議して後掲の「実施細目」

に定めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

  平成２１年１０月１日 

  甲  三沢市長 

乙  ホーマック株式会社の代表者 
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災害時における電力復旧応援隊受け入れの協力に関する協定 
 

 三沢市（以下「甲」という。）と東北電力株式会社三沢電力センター（以下「乙」という。）は、災害時におけ

る電力復旧応援隊受け入れの協力に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）及び三沢市地域防災計画に基づき、三沢市内

において大震災や台風、大雪などの災害が発生し、電力の復旧対策が必要となった場合に、甲の所有する施設を

緊急的に乙が使用できること及び実際に乙が使用する際の手続きが円滑に行われることを目的とし、これらを遂

行するために必要な事項を定めるものとする。 

 （対象施設） 

第２条 甲が所有し本協定で取扱を定める施設は、別表に掲げる施設（以下「対象施設」という。）とする。 

 （適用条件） 

第３条 この協定は、災害により乙の設備に大規模な被害が発生し、乙の復旧応援隊による大規模な復旧活動が行

われる際に、乙から甲に対して対象施設の使用許可申請があり、甲が使用を許可した場合に適用するものとする。 

 （使用許可申請と使用許可） 

第４条 乙は対象施設を使用する場合は、電話等により申請し、事後に書面を提出するものとする。 

２ 甲は、乙から使用許可申請を受けた場合は、特別の事情が無い限りこれを許可するものとし、事後に使用許可

書を交付するものとする。 

 （用途指定） 

第５条 乙は、対象施設を災害発生時における復旧応援隊の集合・待機場所、復旧資材の受払基地及び宿泊場所な

ど災害復旧全般の用に供するものとし、使用目的以外に使用してはならない。 

 （料金その他の費用負担） 

第６条 乙は、対象施設の使用に関連して生ずる水道、ガス、電気などの諸設備の使用料を負担し、甲に対して支

払うものとし、その金額については甲の申告に基づき甲乙双方誠意をもって協議するものとする。 

２ 乙が対象施設を使用した後、敷地などの整備が必要となった場合は、乙の責任において、原状復帰することを

原則とする。 

 （損害賠償） 

第７条 乙が対象施設を使用中に甲の施設を破損した場合は、乙は速やかに甲へ報告するとともにその損害を賠償

するものとする。ただし、天災などの乙の責によらない場合は、乙の損害賠償義務は免責される。 

 （使用の終了） 

第８条 乙は第５条に定める用途での使用が終了したときは、電話等により甲に速やかに連絡するものとする。 

 （実施細目） 

第９条 この協定の実施に関して必要な細目は、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。 

 （協議） 

第１０条 この協定について疑義を生じたとき、又は定めのない事項については、その都度甲乙誠意をもって協議

の上、解決する。 

 （効力） 

第１１条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２３年３月３１日までとする。ただし、この期間満了の

日の３０日前までに甲又は乙からも相手方に対して書面により更新終了の意思が表示されないときは、この協定

期間は、更に１年延長するものとし、その後において期間満了したときも同様とする。 

２ 甲、乙いずれかの事情により本協定内容の見直し又は解消が必要となった場合は、相手に申入れを行い適宜協

議する。 

  

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

  平成２２年４月１日 

   甲 三沢市長 

 乙 東北電力株式会社三沢電力センター長 

 

別表（第２条関係） 

施設の表示 

施設名 所在地 希望順位 備  考 

南山多目的運動ひろば 三沢市南山地区 第１位 駐車スペース 26,150㎡ 

市民の森公園 三沢市大字三沢字淋代平地区 第２位 駐車スペース    7,200㎡ 
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鉄道災害発生時における消防活動に関する協定書 
 

青森県内の消防機関（以下「関係消防本部」という。）と東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社及び東日

本旅客鉄道株式会社秋田支社（以下「関係鉄道事業者」という。）は、青森県内を運行する鉄道の駅構

内及び軌道敷地内における災害並びに鉄道沿線における火災（以下「鉄道災害」という。）への対応に

ついて、次のとおり協定する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、青森県内において発生した鉄道災害に際し、関係消防本部と関係鉄道事業者が、

緊密な協力のもとに一貫した活動を実施し、安全かつ迅速な鉄道災害対応及び公共交通機関の早期運

転再開を図ることを目的とする。 

（鉄道災害発生の通報） 

第２条 関係消防本部及び関係鉄道事業者は、鉄道災害が発生し、または鉄道災害が発生するおそれが

あると認める情報を覚知したときは、速やかに相互の緊急連絡先に通報するものとする。 

２ 関係消防本部及び関係鉄道事業者の緊急連絡先は、別に定める。 

３ 関係鉄道事業者は、前項の通報に際して、関係消防本部が消防活動を行うために必要な次の事項に

ついて、可能な限り関係消防本部に伝達するものとする。 

  関係消防本部が鉄道災害発生場所に到着するまでの間に新たに判明した情報についても同様とする。 

⑴ 鉄道災害の種別及び発生状況 

⑵ 発生場所及び進入経路 

⑶ 乗客数、死傷者数及び避難状況 

⑷ 列車の運行状況 

⑸ 活動危険及び活動障害に関する情報 

⑹ 積載物の名称、性状及び数量 

⑺ 現地責任者の氏名及び連絡先 

⑻ 関係鉄道事業者が実施済みの事項 

４ 関係消防本部は、鉄道災害の発生を覚知した場合に、当該災害の発生場所が管轄区域外におけるも

のであるときは、速やかに発生場所を管轄する消防機関に連絡するものとする。 

（情報の共有） 

第３条 関係消防本部及び関係鉄道事業者は、現地責任者を明確にし、共通の認識のもとで鉄道災害対

応を行うものとする。 

２ 関係消防本部及び関係鉄道事業者の現地責任者は、鉄道災害発生現場に到着した際、相互に把握し

ている情報を伝達するものとする。 

３ 関係消防本部の現地責任者は、消防活動を実施するにあたり、活動方針を関係鉄道事業者の現地責

任者に説明し、必要に応じて消防活動に対する協力を要請するものとする。 

４ 関係鉄道事業者の現地責任者は、必要に応じてアナウンス等により乗客に鉄道災害の状況を説明し、

動揺を抑えるとともに、関係消防本部と協力して円滑な避難誘導に努めるものとする。 

５ 関係消防本部の現地責任者は、消防活動が終了した場合、速やかに関係鉄道事業者の現地責任者に

連絡するものとする。 

（現場誘導） 

第４条 関係消防本部が消防活動を実施するために駅構内及び軌道敷地内に立ち入る際、関係鉄道事業

者は安全確保のため必要な社員を同行させて関係消防本部を誘導するとともに、必要に応じて監視員

を配置して列車の監視にあたるものとする。 

２ 高架、鉄橋、トンネル等、徒歩で侵入することが危険かつ困難を伴う場所で鉄道災害が発生した場

合、関係消防本部はこれらの場所への進入方法について関係鉄道事業者と協議し、関係鉄道事業者は

安全が確保される範囲内において、可能な限り活動隊及び必要な資機材を鉄道災害の発生場所または

発生場所付近まで搬送するための措置を講じるものとする。 

（二次災害の防止） 

第５条 関係鉄道事業者は、鉄道災害の発生を覚知した場合、鉄道災害発生場所に社員を派遣し、必要

に応じて、鉄道災害発生区間の列車の運行停止、電源遮断、監視員の配置、退避場所の確保等の安全

措置を講じ、駅構内及び軌道敷地内における活動隊員の安全確保について協力するものとする。 

２ 関係消防本部は、鉄道災害現場において消防活動を開始する前に、関係鉄道事業者の現地責任者に

列車の運行状況及び関係鉄道事業者が実施した安全装置の状況を確認し、活動隊員の安全を確保して
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から軌道敷地内に進入するものとする。 

３ 関係鉄道事業者は、関係消防本部の消防活動が終了した後、関係消防本部と協議し、活動隊員全員

が軌道敷地外に退避し、安全確認を行った後、列車の運行を再開するものとする。 

（消防活動に対する支援） 

第６条 関係鉄道事業者は、消防活動を安全かつ効率的に実施するため、関係鉄道事業者の保有する資

機材及び技術者に関する情報を関係消防本部に提供するものとし、関係消防本部から資機材の提供及

び技術者の派遣について要請があった場合は、可能な限りこれに協力するものとする。 

２ 消防活動に際して、鉄道車両の破壊や挙上を行う場合、関係鉄道事業者は関係消防本部に対して鉄

道車両に関する技術的助言を行い、関係消防本部は関係鉄道事業者の助言のもとに活動するものとす

る。 

（応援要請） 

第７条 鉄道災害の発生場所を管轄する消防本部は、自らの活動隊のみでは対応が困難と判断した場合

には、速やかに関係消防本部に応援要請を行うものとする。 

２ 前項の応援要請を行った場合、要請側消防本部は関係鉄道事業者に対して情報提供するとともに、

応援部隊の受け入れについて協力を要請するものとする。 

（訓練の実施） 

第８条 関係消防本部及び関係鉄道事業者は、相互に定期的な合同訓練の実施に努めるものとする。 

（情報の交換） 

第９条 関係消防本部及び関係鉄道事業者は、路線の状況、鉄道車両の構造、救助方法、資機材の整備

状況等、鉄道災害発生時の対応に必要と認める事項について、平素から相互に情報交換を行うよう努

めるものとする。 

（その他） 

第10条 この協定に定めのない事項またはこの協定について疑義が生じたときは、その都度、関係消防

本部及び関係鉄道事業者が協議のうえ定める。  

  

 この協定の締結を証するため、協定書１６通を作成し、関係消防本部及び関係鉄道事業者それぞれ記

名押印のうえ各自１通を保有するものとする。 

 

 平成２２年９月２８日 

 

   （関係消防本部） 

    青森地域広域消防事務組合 管理者  

    弘前地区消防事務組合 管理者 

    八戸地域広域市町村圏事務組合 管理者 

    黒石地区消防事務組合 管理者 

    五所川原地区消防事務組合 管理者 

    十和田地域広域事務組合 管理者 

    三沢市長             

    下北地域広域行政事務組合 管理者 

    つがる市長 

    北部上北広域事務組合 管理者 

    中部上北広域事業組合 管理者 

    鰺ヶ沢地区消防事務組合 管理者 

    板柳町長 

    平川市長  

 

   （関係鉄道事業者） 

    東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社 執行役員 盛岡支社長 

    東日本旅客鉄道株式会社秋田支社 執行役員 秋田支社長 
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災害復旧時の協力に関する協定書 
 

三沢市（以下「甲」という。）と東日本電信電話株式会社青森支店（以下「乙」という。）は、青森県地域防災計画並

びに三沢市地域防災計画に基づく災害復旧時の協力に関し、次のとおりに協定を締結する。 

（目的） 

第１条  本協定は、大規模地震及び台風・雪害等の災害発生（以下「災害等発生」という）に伴い大規模な通信の途絶

等が発生した場合において、双方が緊密な連携を保ち、住民の生活と安全を確保するため通信設備の迅速かつ円滑な復

旧を図ることを目的とする。 

（災害情報の提供） 

第２条 甲及び乙は、それぞれ迅速に災害情報を提供するものとする。 

２ 乙は大規模な通信の途絶等が発生した場合、その影響を受けた地域、加入者数、故障等の原因、発生時間及び復旧時

間等の情報を甲に提供するものとする。 

（災害対策本部等への社員の派遣） 

第３条 災害等発生による大規模な災害が発生し、又は発生のおそれがあり、甲が災害対策本部などを設置した場合は、

乙は甲との連携のうえ必要に応じ、甲が設置した災害対策本部に社員（以下「連絡員」という。）を派遣できるものと

する。 

２ 連絡員は災害情報の収集・伝達等に関する窓口となり、必要に応じ各種調整を図るものとする。 

（通信設備の復旧） 

第４条 災害等発生により大規模な通信の途絶等が発生した場合、乙は乙のサービスエリア区域内の被害状況を総合的に

判断した上で、乙のグループ災害対策組織の連携により優先順位を見極めながら行政機関、公共機関等重要機関に対す

る重要通信の確保並びに避難所等へ特設公衆電話の設置等可能な限り優先して実施するものとする。 

２ 前項の通信設備の確保にあたり、移動電源車、ポータブル衛星車等災害対策機器等の使用については、乙の判断によ

るものとする。 

 （復旧作業に対する協力） 

第５条 なだれ、土砂災害、倒木等により甲が管理する道路が通行不能となり、乙の通信設備復旧作業に支障をきたした

場合、甲は当該区間の迅速な道路復旧作業に努めるものとする。 

（資材置場・車両駐車場等の確保に対する協力） 

第６条 災害時において、乙の通信設備復旧作業に必要な資材置場、駐車場、幕営地及びヘリポート（以下「資材置場等」

という。）の確保にあたっては、甲は乙の要請に応じ、確保に協力するものとする。 

（利用の終了連絡及び原状回復義務） 

第７条 乙は資材置場等の利用が終了したときは、電話等により甲に速やかに連絡するとともに、乙の責任において資材

置場等を原状に回復するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲が原状に回復する必要がないと認めるときは、乙は資材置場施設を原状に回復すること

を要しないものとする。 

（損害賠償） 

第８条 乙は甲が所有する資材置場等の利用中に乙の故意又は過失によって甲の施設を破損した場合、乙は速やかに甲へ

報告するとともにその損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他乙の責に因らない場合は、乙の損害賠償義

務は免責される。 

（災害訓練時の協力） 

第９条 乙が災害時に通信設備の復旧活動を迅速かつ的確に実施するため、災害訓練等を行う場合は、甲は乙の協力依頼

により、第６条に定める資材置場等の確保に協力するものとする。 

２ 前項の資材置場等の利用にあたっては、前２条の規定を準用する。 

（連絡責任者） 

第10条 本協定書に関する連絡責任者、連絡先等は別紙による。 

２ 連絡先等に変更が生じた場合は、甲乙それぞれ速やかに連絡責任者に連絡するものとする。 

（協議） 

第11条 本協定の履行にあたり疑義を生じた事項又は本協定に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、円

満にその解決にあたるものとする。 

（協定の有効期間） 

第12条 本協定の有効期間は、協定締結の翌日から1年継続とする。ただし、期間満了の30日前までに、甲乙又は乙から

内容の変更又は協定を締結しない旨の申し出がないときは、本協定は同一の条件で更に1年間後続するものとし、以降

も同様とする。 

 

本協定締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

平成２３年５月２日 

甲 三沢市長 

乙 東日本電信電話株式会社青森支店長 
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災害時等における物資の供給に関する協定書 
 

三沢市(以下「甲」という。)と、三沢燃料組合(以下「乙」という。)とは、三沢市内における地震、

風水害その他の災害発生時又は発生のおそれがある場合（以下「災害時等」という。）において、第４

条（燃料の種類）に掲げる応急対策の燃料（以下「燃料」という。）の供給に関し、次のとおり協定

（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的）  

第１条 本協定は、三沢市地域防災計画に基づき、甲が行う救援活動に対し、甲及び乙が相互に協力し

て、市民生活の早期安定を図るため、乙の所有する燃料の甲への供給に関し、必要な事項を定めるも

のとする。  

（協力の内容）  

第２条 乙は、災害時等において、甲に災害対策本部又はその他の緊急対策のための組織が設置され、

甲から燃料の供給について要請（以下「協力要請」という。）があったときには協力するものとする。  

（要請の手続き）  

第３条 甲は、乙に対して前条に定める協力要請をするときは、協力要請書（別 記様式１号）をもっ

て行うものとする。 ただし、緊急を要するときは、口頭等で要請し、事後協力要請書を提出するも

のとする。  

（燃料の種類）  

第４条 本協定に基づく甲の要請により、乙が甲に供給する燃料の種類は次のとおりとする。  

⑴ ガソリン 

⑵ 軽油 

⑶ 灯油 

⑷ その他甲が指定する物であって、乙が供給可能なもの 

（燃料の引渡）  

第５条 燃料の受渡しは甲が指定するものとし、甲は当該場所へ職員等を派遣し、納品確認書（別記様

式２号）をもって納品を確認のうえ受け取るものとする。  

（燃料の価格及び運搬費用）  

第６条 物資の取引価格は、災害発生直前における適正な価格を基準として甲乙協議して決定するもの

とし、運搬及び搬出入にかかる費用については甲の負担とする。  

（代金の請求）  

第７条 乙は、第３条の規定に基づき甲に物資を納入した時は、前条の規定により定めた価格で甲にそ

の代金を請求するものとする。  

（代金の支払）  

第８条 甲は、乙からの前条の規定により請求があったときは速やかにその代金を支払うものとする。  

（協定の有効期間）  

第９条 本協定の有効期間は、協定の締結から平成２４年３月３１日までとす る。ただし、協定期間

満了３０日前までに甲乙いずれかから相手方に対して本協定の解除又は変更の申し出をしないときに

は、同一内容にて更に１年間 延長されるものとし、以後この例によるものとする。  

（協議事項）  

第１０条 本協定に定めのない事項及び本協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙協議

のうえ決定するものとする。  

 

本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各１通を保有するものとする。  

 

平成２３年７月８日  

甲 三沢市長 

乙 三沢燃料組合長 
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鉄道災害発生時における消防活動に関する協定書 
 

青森県内の消防機関（以下「関係消防本部」という。）と青い森鉄道株式会社（以下「関係鉄道

事業者」という。）は、青森県内を運行する鉄道の駅構内及び軌道敷地内における災害並びに鉄道

沿線における火災（以下「鉄道災害」という。）への対応について、次のとおり協定する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、青森県内において発生した鉄道災害に際し、関係消防本部と関係鉄道事業者

が、緊密な協力のもとに一貫した活動を実施し、安全かつ迅速な鉄道災害対応及び公共交通機関

の早期運転再開を図ることを目的とする。 

（鉄道災害発生の通報） 

第２条 関係消防本部及び関係鉄道事業者は、鉄道災害が発生し、または鉄道災害が発生するおそ

れがあると認める情報を覚知したときは、速やかに相互の緊急連絡先に通報するものとする。 

２ 関係消防本部及び関係鉄道事業者の緊急連絡先は、別に定める。 

３ 関係鉄道事業者は、前項の通報に際して、関係消防本部が消防活動を行うために必要な次の事

項について、可能な限り関係消防本部に伝達するものとする。 

  関係消防本部が鉄道災害発生場所に到着するまでの間に新たに判明した情報についても同様と

する。 

⑴ 鉄道災害の種別及び発生状況 

⑵ 発生場所及び進入経路 

⑶ 乗客数、死傷者数及び避難状況 

⑷ 列車の運行状況 

⑸ 活動危険及び活動障害に関する情報 

⑹ 積載物の名称、性状及び数量 

⑺ 現地責任者の氏名及び連絡先 

⑻ 関係鉄道事業者が実施済みの事項 

４ 関係消防本部は、鉄道災害の発生を覚知した場合に、当該災害の発生場所が管轄区域外におけ

るものであるときは、速やかに発生場所を管轄する消防機関に連絡するものとする。なお、当該

災害の発生場所が管轄区域の境界付近におけるものであるときは、通報を受けた消防機関は速や

かに出動するとともに、隣接する消防機関にも速やかに連絡するものとする。 

（情報の共有） 

第３条 関係消防本部及び関係鉄道事業者は、現地責任者を明確にし、共通の認識のもとで鉄道災

害対応を行うものとする。 

２ 関係消防本部及び関係鉄道事業者の現地責任者は、鉄道災害発生現場に到着した際、相互に把

握している情報を伝達するものとする。 

３ 関係消防本部の現地責任者は、消防活動を実施するにあたり、活動方針を関係鉄道事業者の現

地責任者に説明し、必要に応じて消防活動に対する協力を要請するものとする。 

４ 関係鉄道事業者の現地責任者は、必要に応じてアナウンス等により乗客に鉄道災害の状況を説

明し、動揺を抑えるとともに、関係消防本部と協力して円滑な避難誘導に努めるものとする。 

５ 関係消防本部の現地責任者は、消防活動が終了した場合、速やかに関係鉄道事業者の現地責任

者に連絡するものとする。 

（現場誘導） 

第４条 関係消防本部が消防活動を実施するために駅構内及び軌道敷地内に立ち入る際、関係鉄道

事業者は安全確保のため必要な社員を同行させて関係消防本部を誘導するとともに、必要に応じ

て監視員を配置して列車の監視にあたるものとする。 

２ 高架、鉄橋、トンネル等、徒歩で侵入することが危険かつ困難を伴う場所で鉄道災害が発生し

た場合、関係消防本部はこれらの場所への進入方法について関係鉄道事業者と協議し、関係鉄道

事業者は安全が確保される範囲内において、可能な限り活動隊及び必要な資機材を鉄道災害の発

生場所または発生場所付近まで搬送するための措置を講じるものとする。 

（二次災害の防止） 
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第５条 関係鉄道事業者は、鉄道災害の発生を覚知した場合、鉄道災害発生場所に社員を派遣し、

必要に応じて、鉄道災害発生区間の列車の運行停止、電源遮断、監視員の配置、退避場所の確保

等の安全措置を講じ、駅構内及び軌道敷地内における活動隊員の安全確保について協力するもの

とする。 

２ 関係消防本部は、鉄道災害現場において消防活動を開始する前に、関係鉄道事業者の現地責任

者に列車の運行状況及び関係鉄道事業者が実施した安全装置の状況を確認し、活動隊員の安全を

確保してから軌道敷地内に進入するものとする。 

３ 関係鉄道事業者は、関係消防本部の消防活動が終了した後、関係消防本部と協議し、活動隊員

全員が軌道敷地外に退避し、安全確認を行った後、列車の運行を再開するものとする。 

（消防活動に対する支援） 

第６条 関係鉄道事業者は、消防活動を安全かつ効率的に実施するため、関係鉄道事業者の保有す

る資機材及び技術者に関する情報を関係消防本部に提供するものとし、関係消防本部から資機材

の提供及び技術者の派遣について要請があった場合は、可能な限りこれに協力するものとする。 

２ 消防活動に際して、鉄道車両の破壊や挙上を行う場合、関係鉄道事業者は関係消防本部に対し

て鉄道車両に関する技術的助言を行い、関係消防本部は関係鉄道事業者の助言のもとに活動する

ものとする。 

（応援要請） 

第７条 鉄道災害の発生場所を管轄する消防本部は、自らの活動隊のみでは対応が困難と判断した

場合には、速やかに関係消防本部に応援要請を行うものとする。 

２ 前項の応援要請を行った場合、要請側消防本部は関係鉄道事業者に対して情報提供するととも

に、応援部隊の受け入れについて協力を要請するものとする。 

（訓練の実施） 

第８条 関係消防本部及び関係鉄道事業者は、相互に定期的な合同訓練の実施に努めるものとする。 

（情報の交換） 

第９条 関係消防本部及び関係鉄道事業者は、路線の状況、鉄道車両の構造、救助方法、資機材の

整備状況等、鉄道災害発生時の対応に必要と認める事項について、平素から相互に情報交換を行

うよう努めるものとする。 

（その他） 

第10条 この協定に定めのない事項またはこの協定について疑義が生じたときは、その都度、関係

消防本部及び関係鉄道事業者が協議のうえ定める。  

 

 この協定の締結を証するため、協定書７通を作成し、関係消防本部及び関係鉄道事業者それぞれ

記名押印のうえ各自１通を保有するものとする。 

 

 平成２３年１２月２２日 

 

   （関係消防本部） 

    青森地域広域消防事務組合 管理者 

    八戸地域広域市町村圏事務組合 管理者 

    十和田地域広域事務組合 管理者 

    三沢市長 

    北部上北広域事務組合 管理者 

    中部上北広域事業組合 管理者 

 

   （関係鉄道事業者） 

    青い森鉄道株式会社 代表取締役社長 
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災害時の通信設備復旧等の協力に関する協定書 
 

三沢市(以下「甲」という。)と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北支社八戸支店(以下「乙」という。)は、青森県

地域防災計画並びに三沢市地域防災計画に基づく災害復旧時における、甲と乙の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 本協定は、大規模地震及び台風・雪害等の災害発生（以下「災害等発生」という。)に伴い、大規模な通信の途

絶等が発生した場合において、双方が緊密な連携を保ち、住民の生活と安全を確保するため通信設備の迅速かつ円滑な

復旧を図ることを目的とする。 

（災害情報の提供） 

第２条 甲及び乙は、それぞれ迅速に災害情報を提供するよう努めるものとする。 

２ 乙は大規模な通信の途絶等が発生した場合、その影響を受けた地域、故 障等の原困、発生時間及び復旧時間等の情

報を印に提供するよう努めるものとする。また、甲は必要に応じその情報を市町村防災行政無線等により、影響を受け

た地域の住民へ伝達するものとする。 

（災害対策本部等への社員の派遣） 

第３条 災害等発生による大規模な災害が発生し、又は発生のおそれがあり、甲が災害対策本部等を設置した場合は、乙

は甲との連携のうえ必要に応じ、甲が設置した災害対策本部等に社員（以下「連絡員」という。)を派遣できるものと

する。 

２ 連絡員は、災害情報の収集・伝達等に関する窓口となり、必要に応じ各種調整を図るものとする。 

（通信設備の復旧） 

第４条 災害等発生により大規模な通信の途絶等が発生した場合、乙は、乙のサービスエリア区域内の被害状況を総合的

に判断した上で、乙を含むエヌ・ティ・ティ・ドコモグループ(以下ド、コモグループ)の災害対策組織の連携の下で優

先順位を見極めながら行政機関、公共機関等重要機関に対する重要通信の確保並びに避難所等への通信確保を実施する

よう努めるものとする。 

２ 前項の通信設備の確保にあたり、移動無線車等災害対策機器等の使用については、乙を含むドコモグループの災害対

策組織の連携の下での判断によるものとする。 

（復旧作業に対する協力） 

第５条 なだれ、土砂災害、倒木等により甲が管理する道路が通行不能となり、乙を含むドコモグループの通信設備復旧

作業に支障をきたした場合、甲は当該区間の迅速な道路復旧作業に努めるものとする。 

（資材置場・車両駐車場等の確保に対する協力） 

第６条 災害時において、乙を含むドコモグループの通信設備復旧作業に必要な資材置場、駐車場、幕営地及びヘリポー

ト等(以下「資材置場等」という。)の確保にあたっては、甲は乙の要請に応じ、確保に協力するものとする。 

（利用の終了連絡及び原状回復義務） 

第７条 乙は、資材置場等の利用が終了したときは、電話等により甲に速やかに連絡するとともに、乙の責任において資

材置場等を原状に回復するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲が原状に回復する必要がないと認めるときは、乙は資材置場施設を原状に回復すること

を要しないものとする。 

（損害賠償） 

第８条 乙を含むドコモグループが、甲が所有する資材置場等の利用中に乙の故意又は過失によって甲の施設を破損した

場合、乙は速やかに甲へ報告するとともにその損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他乙の責に因らない

場合は、乙の損害賠償義務は免責される。 

（災害訓練時の協力） 

第９条 乙を含むドコモグループが災害時に通信設備の復旧活動を迅速かつ的確に実施するため、災害訓練等を行う場合

は、印は乙の協力依頼により、第６条に定める資材置場等の確保に協力するものとする。 

２ 前項の資材置場等の利用にあたっては、前２条の規定を準用する。 

（連絡責任者） 

第１０条 本協定書に関する連絡責任者、連絡先等は別紙による。 

２ 連絡先等に変更が生じた場合は、甲乙それぞれ速やかに連絡責任者に連絡するものとする。 

（協議） 

第１１条 本協定の履行にあたり疑義を生じた事項又は本協定に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、

円満にその解決にあたるものとする。 

（協定の有効期間） 

第１２条 本協定の有効期間は、協定締結の翌日から1年間継続とする。ただし、期間満了の３０日前までに、甲又は乙

から内容の変更又は協定を継続しない旨の申し出がないときは、本協定は同ーの条件で更に1年間継続するものとし、

以降も同様とする。 

 

本協定締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。 

平成２４年３月２３日 

甲 三沢市長 

乙 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北支社八戸支店長 
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三沢市福祉避難所の確保に関する協定書 
 

 三沢市（以下「甲」という。）と【市内福祉施設の管理者】（以下「乙」という。）は、災害発生に伴い開設した甲の

指定避難所において、避難生活に支障があると認められる者（以下「要援護者」という。）を受け入れるための避難所

（以下「福祉避難所」という。）の確保等について、次のとおり協定を締結する。 

 （目的） 

第１条 この協定は、災害発生時において、要援護者を受け入れる福祉避難所の開設及び運営について必要な事項を定め

るものとする。 

（福祉避難所） 

第２条 甲が、福祉避難所に指定できる乙の施設は、別表のとおりとする。 

 （要援護者の受け入れ等） 

第３条 甲は、福祉避難所を開設し、要援護者の受け入れが必要と認めたときは、乙に対し、当該要援護者の受け入れを

要請するものとする。 

２ 乙は、前項の要請があったときは、当該要援護者の受け入れの可否を速やかに判断し、受け入れが可能な場合は、そ

の旨を甲に連絡するものとする。 

３ 乙は、前項の判断をするにあたり、当該要援護者を介助する者（以下「介助者」という。）を一緒に避難させること

の必要性について甲と協議するものとする。 

４ 乙は、要援護者の受け入れにあたり、当該要援護者の移送について、可能な範囲で甲に協力するものとする。 

５ 乙は、第１項の要請がない場合において、避難してきた者（以下この項において「避難者」という。）を乙の判断に

より別表に掲げる施設に受け入れた時は、遅滞なく甲に報告しなければならない。この場合において、甲は、当該避難

者が指定避難所で生活することに支障があると認めるときは、当該避難者は、第１項の要請により受け入れられたもの

とみなす。 

 （受入期間） 

第４条 前条第１項の要請に基づく要援護者の受入期間は、受入の日から起算して７日以内とする。ただし、甲が必要と

認める場合は、７日以内で延長することができるものとし、更に受入期間の延長が必要と認められる場合は、甲乙協議

して、定めるものとする。 

（物資の提供等） 

第５条 乙は、受け入れた要援護者及びその介助者に対し、必要な食品、被服、寝具その他の生活必需品を提供するとと

もに、要援護者に対し、日常生活上の支援並びに当該要援護者が必要とする福祉サービス及び保健医療サービスを受け

るための支援に努めるものとする。 

 （費用の負担） 

第６条 甲は、乙に対し、災害救助法等関連法令等の定める所要の実費等、福祉避難所の管理運営に要した経費を負担す

るものとする。 

 （権利義務の譲渡等の禁止） 

第７条 乙は、この協定によって、生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらか

じめ、甲の承認を受けた場合は、この限りではない。 

（秘密の保持） 

第８条 乙は、次条に定めるものを除くほか、要援護者の受け入れに伴い知りえた秘密を他にもらしてはならない。この

協定終了後又は解除後においても同様とする。 

（個人情報の保護） 

第９条乙は、この協定による事務を処理するため、個人情報を取扱うに当たっては、別記「個人情報取り扱い特記事項」

を守らなければならない。この協定終了後又は解除後においても同様とする。 

（甲の解除権） 

第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この協定を解除することができる。 

（１） 受け入れた要援護者に対する乙の対応がはなはだしく不誠実と認められ、又は乙が、この協定を誠実に履行する

意思がないと認められるとき。 

（２） 乙が福祉避難所を維持することができないと認められるとき。 

 （有効期間） 

第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成26年３月31日までとする。ただし、有効期間満了の１ケ月前まで

に甲又は乙が更新しない旨の意思表示を行わない場合は、有効期間は更に１年更新されるものとし、その後もまた同様

とする。 

２ 乙は、前項の意思表示を行うときは、文書により甲に通知するものとする。 

 （その他） 

第12条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。 

 

 この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

  平成２５年３月２７日 

   甲  三沢市長 

乙 【市内福祉施設の管理者】 
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福祉避難所一覧 
№ 施設名 住    所 電話番号 受入人数 対象区分 

1 グループホーム 赤とんぼ 三沢市大字三沢字南山 85-10 0176-54-2332 3 介護高齢 

2 グループホーム 赤とんぼ花園 三沢市花園町 1-5-16 0176-50-1007 3 介護高齢 

3 松園ひばり苑 三沢市松園町 2-21-7 0176-51-7075 30 介護高齢 

4 堀口ひばり苑 三沢市大字三沢字堀口 164-291 0176-58-7231 33 介護高齢 

5 グループホーム にこにこプラザ 三沢市松園町 3-2-1 0176-51-7474 4 介護高齢 

6 やすらぎ苑 三沢市大字三沢字淋代平 116-3097 0176-59-3784 3 介護高齢 

7 三沢老人ホーム 三沢市大字三沢字園沢 158-8 0176-54-2534 10 介護高齢 

8 松原ぬくもりの家 三沢市松原町 1-31-3704 0176-53-3708 10 介護高齢 

9 松原コラボケアセンター 三沢市松原町 1-31-3704 0176-53-3783 5 介護高齢 

10 シニアライフ大津 三沢市大津 2-12-374 0176-58-5057 5 介護高齢 

11 栄町コラボケアセンター 三沢市栄町 3-125-1 0176-53-1284 5 介護高齢 

12 栄町ぬくもりの家 三沢市栄町 3-125-1 0176-53-1283 5 介護高齢 

13 松園デイサービス・スカイ 三沢市松園町 2-7-7 0176-53-3550 5 介護高齢 

14 松園ケアラウンジ・スカイ 三沢市松園町 2-7-7 0176-53-3550 2 介護高齢 

15 松園グループホーム・スカイ 三沢市松園町 2-7-7 0176-53-3550 1 介護高齢 

16 岡三沢ぬくもりの家 三沢市岡三沢 1-1-97 0176-52-6146 5 介護高齢 

17 岡三沢コラボケアセンター 三沢市岡三沢 1-1-97 0176-52-6100 5 介護高齢 

18 三沢デイサービスセンター 三沢市大字三沢字園沢 156-8 0176-54-4423 10 介護高齢 

19 
障害者就労トライアルセンター 

ボイス 
三沢市大字三沢字堀口 164-1 0176-53-2241 5 障がい 

20 
大町児童デイサービスセンター 

ひかり 
三沢市大町 2-2-1 0176-58-7507 6 障がい 

21 シルバーピュア三沢 三沢市大字三沢字堀口 164-13 017-739-6541 26 介護高齢 

22 シニアパンション三沢・平畑 三沢市平畑 1-1-29 017-739-6541 12 介護高齢 

23 シニアパンション三沢・下久保 三沢市大字三沢字下久保 41-39 017-739-6541 12 介護高齢 

24 ハナハナ 三沢市南町 4-31-3736 0176-52-5870 30 障がい 

25 グループホーム 木崎野の家 三沢市栄町 3-140-621 0176-27-6246 4 障がい 

26 グループホーム あぐりの家 三沢市栄町 3-140-622 0176-27-6245 4 障がい 

27 
児童発達支援・放課後等 

デイサービス わがんせ 
三沢市大字三沢字堀口 17-718 0176-58-6620 3 

障がい 

（児童） 

28 
就労継続支援Ｂ型事業所 

ワークランドつばさ 
三沢市大字三沢字戸崎 101-1552 0176-59-2600 30 障がい 
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災害時における応急対策業務の協力に関する協定 

 

 三沢市（以下「甲」という。）と協同組合三沢建設業協会（以下「乙」という。）は、風水害等の発

生が予想される場合の被害の未然防止対策及び地震、津波及び風水害等（以下「災害等」という。）に

よる被害が発生した場合における災害応急対策（以下「災害応急対策等」という。）の協力に関し、次

のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、三沢市地域防災計画に基づき、災害時等における甲の管理する道路、河川等の公

共施設の機能確保及び回復並びに市民生活の安全を確保するため、災害応急対策等の協力について必

要な事項を定めるものとする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害応急対策等を実施する必要があると認めたときは、乙に対し協力を要請するものと

する。 

２ 乙は、前項の協力要請を受けたときは、特別の理由がない限り、災害応急対策等に必要な人員、資

機材等を出動させ、甲が実施する災害応急対策等に協力するものとする。 

（協力内容） 

第３条 この協定により、甲が乙に要請する業務は、次のとおりとする。 

(１) 災害時における建築物その他工作物等の崩壊、倒壊、損壊等に伴う道路交通確保のための障害

物の除去 

(２) 災害時における建築物その他工作物等の崩壊、倒壊、損壊等に伴う緊急人命救助のための障害

物の除去 

(３) 前２号に掲げるもののほか甲が必要と認める緊急応急作業 

（費用負担） 

第４条 甲の要請により、乙が災害応急対策等の実施に要した費用は、甲が負担するものとする。 

２ 前項の費用の額、支払方法等については、甲乙協議して別に定めるものとする。 

 （損害賠償） 

第５条 災害応急対策等の実施に伴い第三者に損害が生じたときは、その賠償の責めについて、甲乙協

議して定めるものとする。 

（災害補償） 

第６条 甲は、災害応急対策等に従事した者について、当該災害応急対策等に当たり、その者の責めに

帰すことができない理由により、その者が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、青

森県市町村消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年青森県市町村総合事務組合条例第２号）の定め

るところにより、その損害を補償するものとする。 

（実施細目） 

第７条 この協定に関する実施細目は、甲乙協議して別に定めるものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２６年３月３１日までとする。 

２ 前項の期間満了の１月前までに、甲乙いずれからも協定改定の意思表示がないときは、さらに１年

間延長するものとし、その後においても同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する。 

 

平成２５年１２月４日 

   甲 三沢市長 

   乙 協同組合三沢建設業協会理事長 
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災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定 
 

 三沢市（以下「甲」という。）と一般社団法人日本建設機械レンタル協会青森支部（以下「乙」とい

う。）は、災害時における乙の保有するレンタル機材（以下「レンタル機材」という。）の甲への提供

に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、三沢市内において災害等が発生し、又は発生のおそれがある場合（以下「災害時」

という。）におけるレンタル機材の提供に関し、乙の甲に対する協力について必要な事項を定めるも

のとする 

（協力の内容） 

第２条 乙は、災害時において甲からレンタル機材の提供要請があったときは、レンタル機材の優先的

な提供及び運搬による協力を行うものとする。 

２ 甲が乙に提供を要請するレンタル機材は、概ね別表に掲げるもので、要請時点で乙が提供可能なも

のとする。 

３ 乙は、第１項の協力に的確に対応するため、レンタル機材の提供可能な体制を保持するものとする。 

４ 乙は、協力を行う際、道路不通等によりレンタル機材の提供及び運搬に支障が生じたときは、その

対策について甲と協議するものとする。 

（要請手続） 

第３条 甲は、前条の要請を行うときは、文書により行うものとする。ただし、緊急を要するときは電

話又はその他の方法で要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。 

（機材の引渡し） 

第４条 レンタル機材の引渡場所は、甲乙協議して決定するものとし、甲は、当該場所に甲の職員を派

遣し、当該レンタル機材を確認し、引渡しを受けるものとする。 

２ 甲は、前項の甲の職員に替え、甲が別に指定する三沢電気工事業協同組合の組合員をレンタル機材

の引渡場所に派遣し、甲の職員の代行をさせることができる。 

（費用の負担） 

第５条 甲は、レンタル機材の提供及び運搬に係る費用を負担するものとする。 

２ 前項の費用の算出方法については、災害等発生直前時における適正な価格を基準として、甲乙協議

して決定するものとする。 

（緊急連絡先の報告等） 

第６条 甲及び乙は、担当者の氏名及び緊急連絡先について、互いに報告するものとする。変更があっ

た場合も同様とする。 

（実施細目） 

第７条 この協定に関する実施細目は、甲乙協議して別に定めるものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２６年３月３１日までとする。 

２ 前項の期間満了の１月前までに、甲乙いずれからも協定改定の意思表示がないときは、さらに１年

間延長するものとし、その後においても同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する。 

 

平成２６年２月２０日 

 

   甲 三沢市桜町一丁目１番３８号 

三沢市長 

   乙 十和田市大字伝法寺字大窪６２番地１ 

一般社団法人日本建設機械レンタル協会 

青森支部長 
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災害時における電気設備等の応急復旧等に関する協定 
 

 三沢市（以下「甲」という。）と三沢電気工事業協同組合（以下「乙」という。）との間において、災害

時における電気設備等の応急復旧活動等について、次のとおり協定を締結する。 

 なお、この協定の締結に伴い、甲と乙との間において、平成２３年１１月１日締結した災害時における電

気設備等の復旧に関する協定及び平成２４年２月１４日締結した災害時における避難所用機器及びレンタル

機材の供給に関する協定については、その効力を終了するものとする。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲の市域内において災害等が発生した場合に、甲が実施する応急復旧活動等に際し、

乙の支援内容等を定め、災害応急対策を円滑に実施することを目的とする。 

（支援内容） 

第２条 甲は乙に対し、次の事項について支援を要請することができる。 

(１) 甲が指定する防災拠点施設及び公共施設等（以下「防災拠点施設等」という。）の電気設備等の応急

復旧活動に関すること。 

(２) 甲が指定する防災拠点施設等における電源の確保に関すること。 

(３) 前２号に定めるもののほか災害発生時において、甲が必要と認める電気設備等の応急復旧活動に関す

ること。 

（支援要請の手続き） 

第３条 甲は乙に対し、前条の支援を要請する場合は、文書により行うものとする。ただし、緊急を要する

場合は、電話等により支援を要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。 

（支援の実施） 

第４条 乙は、前条の規定により支援の要請を受けたときは、直ちに甲が指定する防災拠点施設等において、

可能な限り支援を実施するものとする。 

２ 甲は、乙が支援を実施する際に必要となる発電機及び投光器等の資機材については、別途リース会社等

と協定等を締結し、その確保に努めるものとする。 

３ 乙は、発電機及び投光器等の資機材を甲が別途指定するリース会社等に出向いて受領し、防災拠点施設

等に搬送し、設置運用するものとする。 

４ 乙は、発電機及び投光器等の資機材の受領に関しては、甲の代理人となるものとする。 

５ 乙は、電気設備等の応急復旧又は電源の確保等が完了したときは、文書により甲に報告するとともに、

相互に作業内容を確認し、甲に引き渡すものとする。 

（経費負担） 

第５条 甲の支援要請により、乙が応急復旧活動の実施に要した費用は、甲が負担するものとする。 

２ 前項の費用は、災害の発生直前における適正な価格を基準として、甲乙協議して決定するものとする。 

（連絡体制） 

第６条 甲と乙は、この協定に基づく活動を円滑に行うため、あらかじめ連絡体制を定め、緊密な情報交換

を行うものとする。 

（実施細目） 

第７条 この協定に関する実施細目は、甲乙協議して別に定めるものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議して別に定めるものとする。 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２６年３月３１日までとする。 

２ 前項の期間満了の１月前までに、甲乙いずれからも協定改定の意思表示がないときは、さらに１年間延

長するものとし、その後においても同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する。 

 

平成２６年２月２０日 

甲 三沢市桜町一丁目１番３８号 

三沢市長 

乙 三沢市岡三沢六丁目１１３番地７ 

三沢電気工事業協同組合理事長 
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災害時における液化石油ガス及び応急対策用資機材の調達に関する協定 
 

三沢市（以下「甲」という。）と一般社団法人青森県エルピーガス協会（以下「乙」という。）は、災害時における液

化石油ガス及び応急対策用資機材の調達に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、三沢市内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲が実施する災害応急

対策業務に必要な液化石油ガス及び応急対策用資機材の調達について、乙に協力を要請するために必要な事項を定める

ものとする。 

（要請） 

第２条 甲は、液化石油ガス及び応急対策用資機材の調達の必要があると認めたときは、乙に対して、その調達について

の協力を要請することができる。 

２ 乙は、前項の要請があったときは、可能な限りこれに協力するものとする。 

３  石油備蓄法第33条第3項の規定により、経済産業大臣の勧告が出された場合は、予め指定された中核充填所を中心に

対応するものとする。 

（手続） 

第３条 甲は、乙に対して前条の要請をする場合は、次の事項を明らかにした文書により行うものとする。ただし、文書

により行ういとまがないときは、電話等により乙に対して要請することとし、後日、文書を乙に対して提出するものと

する。 

（１）要請の理由 

（２）液化石油ガス及び応急対策用資機材品名およびその数量 

（３）調達を必要とする日時及び場所 

（４）その他必要な事項 

２ 乙又は乙に加盟する会員は、甲の要請を受け、液化石油ガス及び応急対策用資機材を調達した場合、液化石油ガスの

保安に関し最大限留意する。 

３ 乙又は乙に加盟する会員は、事前に液化石油ガス及び応急対策用資機材の輸送に係る緊急通行車両の事前届出書を県

公安委員会に提出し、緊急通行車両確認証明書を取得しておくものとする。 

（費用負担） 

第４条 乙又は乙に加盟する会員が第2条の規定により液化石油ガス及び応急対策用資機材の調達に要した費用（甲の指

示又は同意に基づいて使用した有料道路通行料及び駐車場使用料等を含む。）は、甲が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における甲と液化石油ガス販売事業者が交わした単価契約の価格を基準として、

甲乙協議の上決定するものとする。ただし、単価契約を締結していない液化石油ガス及び応急対策用資機材については、

災害発生直前における県内の市場価格を基準とし、甲乙協議の上決定する。 

（報告） 

第５条 乙又は乙に加盟する会員は、第2条の規定により液化石油ガス及び応急対策用資機材の調達を実施した場合は、

乙が取りまとめの上速やかに甲に対して次の事項を報告するものとする。 

（１）調達を実施した液化石油ガス及び応急対策用資機材の品名および数量 

（２）調達を実施した日時及び場所 

（３）その他必要な事項 

（事故報告） 

第６条 乙又は乙に加盟する会員は、第２条の規定により液化石油ガス及び応急対策用資機材の輸送中に事故が発生した

ときは、速やかに甲に対してその状況を報告しなければならない。 

（情報収集 報告及び周知） 

第７条 甲は、災害に関する被害状況等を収集し、第２条に規定する液化石油ガス及び応急対策用資機材の調達に必要な

情報を可能な限り乙へ提供する。 

２ 乙は、甲が必要と認める情報収集及び周知に可能な限り協力する。 

３ 甲は、この協定に基づく調達の要請が円滑に行われるために必要があると認めた時は、乙に対して、乙又は乙に加盟

する会員等が保有する液化石油ガス及び応急対策用資機材の数量等の状況について報告を求めることができる。 

（連絡窓口） 

第８条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては、三沢市総務課、乙においては、一般社団法人青森県エルピーガス

協会事務局とする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項またはこの協定に関して疑義が生じた場合においては、その都度甲乙協議の上定める

ものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有するものとする。 

平成２６年３月２６日 

   甲 三沢市桜町一丁目１番３８号 三沢市長 

乙 青森市本町二丁目４番１０号 一般社団法人青森県エルピーガス協会 会長                
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三沢市と三沢市内郵便局との災害時における相互協力及び 

平常時における高齢者等の見守り活動に関する協定書 
 

三沢市（以下「甲」という。）と別表に掲げる三沢市内郵便局（以下「乙」という。）は、三沢市内にお

いて地震その他の災害が発生した時（以下「災害時」という。）における相互協力と平常時における高齢者

等の見守り活動の実施に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲と乙の災害時における相互協力及び平常時における高齢者等の見守り活動の実施に

関し、必要な事項を定めることにより、的確な災害対応の実施と安心して暮らせる地域の実現に資するこ

とを目的とする。 

（用語の意義） 

第２条 この協定において用いる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 「災害」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に定める被害をいう。  

(2) 「見守り活動」とは、乙が郵便物の配達等自己の業務を行う際、併せて地域に暮らす高齢者等の様子

に気を配ることにより、それらの者に起こった異変等の早期発見につなげるための活動をいう。 

（対象地域） 

第３条 この協定に基づく相互協力及び見守り活動の対象地域は、三沢市内において乙が日常的に業務を行

う地域とする。 

（相互協力） 

第４条 災害時における相互協力の内容は、次のとおりとする。 

(1) 甲又は乙が収集した災害情報、避難所の開設状況及び被災者の同意の上で作成した避難者名簿等を相

互提供すること。 

(2) 甲が住民への情報伝達のために乙のネットワークを利用すること。 

(3) 乙が次に掲げる目的に使用するために、甲の所有する施設、場所又は資材等の貸与を受けること。 

ア 救援物資を内容とする郵便物の区分、保管又は集積 

イ 通信手段の確保 

(4) 乙が甲の開設した避難所に臨時の郵便差出箱を設置すること。 

(5) 甲の設置した避難所において、乙が郵便物の収集、交付並びにこれらを確実に行うために必要な事項

（避難者情報確認シート（避難先届）及び転居届の配付又は回収を含む。）を実施すること。 

(6) 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された場合において、乙が次に掲げる郵便業務に係

る災害特別事務取扱及び援護対策を実施すること。 

  ア 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

  イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

  ウ 被災地あて救助用郵便物等の料金免除 

  エ 被災地への寄付を目的とする郵便物の料金免除 

(7)  次に掲げる事項について、乙がそれに応じた取扱いを実施すること。 

ア 株式会社ゆうちょ銀行の非常払 

イ 株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い 

(8) 前各号に掲げるもののほか、対応できる範囲内において必要な協力を行うこと。 

（見守り活動） 

第５条 平常時における見守り活動の実施については、次に定めるところによる。 

(1) 乙は、高齢者等の様子に何らかの異変等を察知したときは、すみやかに甲へとその情報を提供する。

ただし、急を要する場合は、消防、警察その他必要と認められる者への通報を優先する。 

(2) 甲は、乙から前号の情報提供があったときは、所管部署及び関係機関と連携し、高齢者等に対して必

要な対応を行う。 

（経費の負担） 

第６条 第４条の相互協力に要した経費については、法令等に特別の定めがある場合を除き、適正な方法に

よって算出した金額を協力の要請をした者が負担する。 

２ 前条の見守り活動に関する経費のうち、同条第１号に関する経費については乙が、同条第２号に関する
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経費については甲が、それぞれ負担する。 

（負傷等の補償） 

第７条 第４条の相互協力又は第５条の見守り活動の実施中に生じた事故により、甲又は乙の所属職員が負

傷した場合等においては、当該職員の所属する組織の任命権者が事故の補償を行うものとする。 

（個人情報の保護） 

第８条 甲及び乙は、この協定の履行に伴い知り得た個人情報を他に漏らすことのないよう、個人情報の取

扱いに関して、必要な措置を講ずるものとする。 

２ 乙は、第５条第１号の見守り活動の実施に伴い知り得た個人情報を他の目的に利用してはならない。 

（連絡体制の整備） 

第９条 乙は、平常時から道路の損傷又は交通安全施設の破損等について甲に情報提供するなど連絡を密に

し、災害時においても確実に連絡が取り合えるよう甲乙双方が連絡体制の整備に努めるものとする。 

（連絡責任者） 

第１０条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。 

甲 災害時：三沢市総務部防災管理課長（第４条関係） 

  平常時：三沢市健康福祉部介護福祉課長（第５条関係） 

      三沢市建設部土木課長（第９条関係） 

乙 三沢郵便局総務部長 

（防災訓練等への参加） 

第１１条 乙は、甲の実施する防災訓練等に本来の業務に支障のない範囲で積極的に参加するものとする。 

（免責事項） 

第１２条 乙は、第５条第１号に定める情報提供又は通報を行うことができなかった場合であっても、高齢

者等に生じた不利益に関し、その責任を負わない。 

（有効期間） 

第１３条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２８年３月３１日までとする。ただし、有効期間

満了の日の１か月前までに甲乙いずれからも特段の申出がない場合は、有効期間を１年間更新するものと

し、その後も同様とする。 

（協議） 

第１４条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度甲乙協議の上決定するも

のとする。 

 

 この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を保有するものとし、平成

１１年３月２３日に締結した次の２つの覚書は、この協定の締結日をもって廃止する。 

「災害時における三沢市内郵便局と三沢市の相互協力に関する覚書」 

「わがまち情報提供サービス及び道路損傷等の情報提供に関する覚書」 

 

平成２８年１月２８日 

 

甲  青森県三沢市桜町一丁目１番３８号  三沢市長 

乙  青森県三沢市幸町三丁目２番１５号  日本郵便株式会社 三沢市内郵便局代表 三沢郵便局長 
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災害時における物資の供給に関する協定書 
 

 三沢市（以下「甲」という。）と王子コンテナ―株式会社青森工場（以下「乙」という。）とは、

災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１項に規定する災害

が発生し、又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」という。）において、甲から乙に対し行

う物資の供給協力の要請に関し、必要な事項について定めることを目的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は災害時において、緊急に物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対して、そ

の調達について協力を要請することができる。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、特別な理由がない限り、優先して物資の供給、

運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。 

（調達物資の範囲） 

第４条 物資の種類は次のとおりとし、乙が取り扱っているもののうち、甲が緊急に必要なものと

する。 

  ⑴ 段ボールシート、防災時用パーテーション 

  ⑵ その他甲が指定する物資 

（要請の方法） 

第５条 甲が物資の供給を受けようとするときは、出荷要請書（別記様式）をもって乙に要請する

ものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭でもって申し出を行い、事後に出荷要請書を提出

するものとする。 

（物資の運搬） 

第６条 物資の引き渡し場所は、甲が指定するものとし、その指定場所への運搬は、原則乙又は乙

の指定する者が行うものとする。 

２ 乙が供給する物資は、当該場所において、甲の職員又は甲の指定する引取人が種類、数量等を

確認の上、引き取るものとする。 

（経費の負担） 

第７条 乙が供給した物資の代金については、甲が負担するものとする。また、乙が物資の運搬を

行ったときに要する経費は、甲が負担するものとする。 

２ 乙は物資の供給及び運搬を終了した後、納品書および請求書により費用を甲に一括請求するも

のとする。 

３ 甲は乙から前項に基づく請求があったときは、乙の規定により速やかに乙に代金を支払うもの

とする。 

（物資の価格） 

第８条 物資の価格は、災害が発生する直前における適正な価格等を基準とし、甲乙協議した上、

決定する。 

（情報交換） 

第９条 甲及び乙は、平常時から相互の連絡体制、物資の供給等について情報交換を行い、災害時

に備えるものとする。 

（連絡窓口） 

第１０条 この協定に関する連絡窓口（災害時における物資の要請窓口を含む。）は、以下のとお

りとする。 

  甲  三沢市役所 総務部 防災管理課（災害時要請窓口 経済部 産業政策課） 

  乙  王子コンテナ―株式会社 青森工場 営業部  

２ 甲及び乙は、別表に掲げる要請窓口等に変更が生じた場合は、速やかにそれぞれの連絡窓口に

その旨を連絡するものとする。 

（有効期間） 
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第１１条 この協定の有効期間は協定締結の日から平成２９年３月３１日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、期間満了の日の１か月前までに甲又は乙からこの協定の更新をしな

い旨の文書による通知がない場合は、有効期間は更に１年延長するものとし、その後もまた同様と

する。 

（協議） 

第１２条 この協定の解釈に疑義を生じた場合及び協定に定めのない事項については、その都度、

甲乙協議して定めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

   平成２８年１２月２１日 

 

甲 三沢市桜町一丁目１番３８号 三沢市長 

乙 三沢市南町四丁目３１番地２７７７号 王子コンテナー株式会社 青森工場 工場長  
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災害時における建築物等の解体撤去に関する協定 
 

 三沢市（以下「甲」という。）と青森県解体工事業協会県南支部（以下「乙」という。）は、災

害時における建築物等の解体撤去に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）及び三沢市地域防災計画に基づき、

三沢市内において災害が発生し、またはそのおそれがある場合に、甲及び乙が相互に協力して行う

建築物等の解体及び災害廃棄物の撤去（以下「解体撤去」という。）を迅速かつ的確に実施するた

め、甲の乙に対する協力の要請及び当該要請に基づき乙が行う解体撤去に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該号に定めるところによ

る。 

 （１）「災害」とは、災害対策基本法第２条第１号に定める災害をいう。 

 （２）「建築物等」とは、住宅、業務の用に供する建築物及び工作物、公共施設、橋梁、鉄道・

道路施設その他の全ての建築物及び工作物をいう。 

 （３）「解体撤去」とは、建築物等構造物の全部又は一部を解体し、その場所から取り除くこと

をいう。 

 （４）「災害廃棄物」とは、災害により倒壊、焼失等した建築物等の解体撤去に伴って発生する

木くず、金属くず、コンクリート塊等及びこれらの混合物をいう。 

（解体撤去の内容） 

第３条 解体撤去の内容は、次に掲げる事項とする。 

 （１）応急活動又は復旧活動に支障となる建築物等の解体 

 （２）被害者の救出を目的とした建築物等の解体 

 （３）前２号に掲げる建築物等の解体に伴い発生する災害廃棄物の撤去 

 （４）前３号に掲げる事項の実施に伴う必要な措置 

（協力要請） 

第４条 甲は、災害時において必要があると認めるときは、書面により、乙に対し、解体撤去の協

力を要請するものとする。ただし、緊急を要する場合には、電話等により要請し、事後に書面を提

出するものとする。 

（解体撤去の実施） 

第５条 乙は、甲から解体撤去の要請を受けたときは、特別な事情がない限り、当該要請に応じる

ものとする。 

２ 乙は、解体撤去を実施する際は、甲の指定する現地責任者の指導を受けるものとする。ただし、

災害の状況により現地責任者の指導を受けられないときは、この限りでない。 

３ 甲は、災害廃棄物を他の場所に移動させる場合は、乙に対し、その場所を指定するものとする。

ただし、災害の状況により甲が指定することができない場合は、乙は、甲の承諾を得て、災害廃棄

物を他の場所に移動させることができる。 

４ 甲は、乙が解体撤去を円滑に実施できるよう、情報の提供その他必要な協力を行うものとする。 

（報告） 

第６条 乙は、前条第１項の規定により解体撤去を実施した場合は、書面により、速やかに甲に対

し報告するものとする。ただし、特に緊急を要する場合は、電話等により報告し、事後に書面を提

出するものとする。 

（経費の負担） 

第７条 解体撤去に要する経費は、甲が負担するものとする。 

２ 前項に規定する経費の額は、災害発生直前の標準的な積算基準を基礎にして、甲乙協議して決

定するものとする。 

（損害賠償） 

第８条 乙は、甲の責めに帰さない事由により、解体撤去の実施に伴って第三者に損害を与えたと
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きは、その賠償の責を負うものとする。 

（災害補償） 

第９条 第４条の規定による協力要請により解体撤去に従事した者が、当該解体撤去の実施に当た

り、その者の責めに帰することができない理由により、その者が負傷し、若しくは疾病にかかり、

又は死亡した場合の補償については、労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）その他の法令

の定めによる。 

（防災訓練等） 

第１０条 甲及び乙は、解体撤去が円滑に行われるよう、必要な訓練を適宜実施するものとする。 

（実施細目） 

第１１条 この協定の実施に関し必要な細目は、甲乙協議の上、定めるものとする。 

（協議） 

第１２条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、決定する。 

（有効期間） 

第１３条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成３０年３月３１日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらす、有効期間満了の１か月前までに甲又は乙からこの協定について文書

による意思表示がない場合には、協定の期間満了日の翌日から１年間、この協定を自動的に更新す

るものとし、以後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため本書を２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

   平成２９年１１月２２日 

 

甲 三沢市桜町一丁目１番３８号 三沢市長      

乙 八戸市大字十日町字下谷地２２－１ 一般社団法人 青森県解体工事業協会県南支部 支部長 
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災害時における飲料供給に関する協定書 
 

 三沢市（以下、「甲」という。）とみちのくコカ・コーラボトリング株式会社（以下、「乙」と

いう。）とは、三沢市内において、地震、風水害等により甚大な被害を及ぼす災害が発生した場合

（以下、「災害時」という。）の飲料供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（要請） 

第１条 甲は、災害時において、飲料を調達する必要がある場合は、乙に対し、その調達・製造が

可能な範囲内で飲料の供給を要請することができる。 

（飲料供給の範囲及び数量） 

第２条 甲が乙に供給を要請する飲料は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が調達可能な数量

とする。 

 （１）ミネラルウォーター 

 （２）その他飲料 

（災害時における飲料提供及び要請方法） 

第３条 第１条の要請は、「緊急物資供給要請書」（様式第１号）をもって行うものとする。ただ

し、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付する

ものとする。 

（物資の運搬、引渡し） 

第４条 物資の引渡し場所は、甲が現況に応じ指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬は、

原則として乙が行うものとする。 

２ 甲は、当該引渡し場所に職員を派遣し、物資を確認の上引き取るものとする。 

３ 乙は、引渡し場所において、「受領書」（様式第２号）を受け取るものとする。 

（費用） 

第５条 乙が供給した物資の対価は、甲が負担するものとする。 

２ 前項の規定に対する対価は、災害発生直前における適正な価格により算定するものとし、甲乙

協議の上決定する。 

３ 引渡し場所までの運搬に係る費用等は、甲が負担するものとする。 

（費用の支払い） 

第６条 前条第１項に係る費用は、乙からの請求があったときは、速やかに甲から乙指定口座に振

り込みにより支払うものとする。 

（連絡窓口） 

第７条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては、「三沢市総務部防災管理課」、乙において

は、「みちのくコカ・コーラボトリング株式会社十和田・三沢営業所」とする。なお、その連絡窓

口は、「緊急時連絡体制表」（様式第３号）に定め、双方ともに備え付けするものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。 

（効力） 

第９条 この協定は、協定締結日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって解除の申し

出をしない限り、その効力を継続する。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙が記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

   平成３１年 ３月２６日 

甲 青森県三沢市桜町一丁目１番３８号 三沢市長 

乙 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第１地割２７９番地 みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 

代表取締役社長 
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災害時における物資の輸送等に関する協定 
 

 三沢市（以下「甲」という。）と青森県トラック協会上十三支部（以下「乙」という。）は、災

害時における物資の輸送等に関する協力について、次のとおり協定を締結する。 

 また、この協定は、災害時における青森県市町村相互応援に関する協定に基づく応援要請があっ

た場合等についても一部適用する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時における物資の輸送等について、乙の積極的な協力を得ることによ

り、甲が行う災害応急対策又は災害復旧活動を円滑に遂行することを目的とする。 

（協力の内容） 

第２条 甲は、災害時において必要と認めるときは、乙に対し、次の事項について協力を要請する

ことができるものとする。 

⑴ 物資の輸送 

⑵ 食料等の配送 

⑶ 遺体の搬送 

⑷ 車両等の運転手又は操作技術者の派遣 

⑸ その他甲が必要とし、乙が対応できる範囲内での協力 

（協力要請） 

第３条 甲は、乙に対して前条の協力を要請するときは、次の事項について明示した文書によって

行うものとする。ただし、そのいとまがない場合は、まず、電話等により協力の要請を連絡し、事

後速やかに文書を提出するものとする。 

⑴ 協力を要請する理由 

⑵ 協力が必要な期間、輸送先、物資の種類等 

⑶ その他参考となる事項 

（費用の負担） 

第４条 甲の要請に基づき乙が要した費用は、甲が負担するものとする。 

（損害賠償責任） 

第５条 乙は、第２条の協力を行うにあたり、乙の責に帰すべき理由によって当該車両、車両の運

転者（同伴者を含む。）又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。 

（損害賠償） 

第６条 甲は、その責めに帰する理由により、物資の輸送の実施のための車両を損傷し、または滅

失したときは、乙に対してその損害を賠償するものとする。 

（災害補償） 

第７条 甲は、乙の会員が第２条の協力を行うために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の

補償については、労働者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50号）その他の法令の定めによる。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ決定するも

のとする。 

（適用） 

第９条 この協定は、締結の日から適用し、甲又は乙が文書をもって相手方に協定の終了を通知し

ない限り、その効力は継続するものとする。 

 この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有す

る。 

令和 ２年 ２月２６日 

甲 三沢市桜町一丁目１番３８号 三沢市長  

乙 十和田市三本木字一本木沢２１３番地２号 青森県トラック協会上十三支部 支部長 
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災害に係る情報発信等に関する協定 
 
 三沢市（以下「甲」という）およびヤフー株式会社（以下「乙」という）は、災害に係る情報発信等に関

し、次のとおり協定（以下「本協定」という）を締結する。 

第１条（本協定の目的） 

 本協定は、地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、甲が住民に対して必要な情報を迅

速に提供し、かつ甲の行政機能の低下を軽減させるため、甲と乙が互いに協力して様々な取組みを行うこと

を目的とする。 

第２条（本協定における取組み） 

 １．本協定における取組みの内容は次の中から、甲および乙の両者の協議により具体的な内容および方法

について合意が得られたものを実施するものとする。 

 (1) 乙が、甲の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、甲の運営するホーム

ページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。 

 (2) 甲が、三沢市内の避難所等の防災情報を乙に提供し、乙が、これらの情報を平常時からヤフーサービ

ス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

 (3) 甲が、三沢市内の避難勧告、避難指示等の緊急情報を乙に提供し、乙が、これらの情報をヤフーサー

ビス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

 (4) 甲が、災害発生時の三沢市内の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所におけるボランテ

ィア受入れ情報を乙に提供し、乙が、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に

広く周知すること。 

 (5) 甲が、三沢市内の避難所等における必要救援物資に関する情報を乙に提供し、乙が、この必要救援物

資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

 (6) 甲が、三沢市内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、乙が提示する所定のフォーマ

ットを用いて名簿を作成すること。 

 ２．甲および乙は、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先およびその担当者

名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。 

 ３．第 1 項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、甲および乙は、両者で適宜協議を

行い、決定した取組みを随時実施するものとする。 

第３条（費用） 

 前条に基づく甲および乙の対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかか

る旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。 

第４条（情報の周知） 

 乙は、甲から提供を受ける情報について、甲が特段の留保を付さない限り、本協定の目的を達成するた

め、乙が適切と判断する方法（提携先への提供、ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等を含む）によ

り、一般に広く周知することができる。ただし、乙は、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならな

いものとする。 

第５条（本協定の公表） 

 本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、甲および乙は、その時期、方法および内容につい

て、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。 

第６条（本協定の期間） 

 本協定の有効期間は、本協定締結日から 1 年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者

に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに 1 年間自

動的に更新されるものとし、以後も同様とする。 

第７条（協議） 

 本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、甲および乙は、誠実に協議

して解決を図る。 

以上、本協定締結の証として本書 2 通を作成し、甲と乙両者記名押印のうえ各 1 通を保有する。 

 

令和 ２年 ６月 １日 

 

甲：青森県三沢市桜町１丁目 1 番 38 号  三沢市長   

乙：東京都千代田区紀尾井町 1 番 3 号  ヤフー株式会社  
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災害時の協力に関する協定 
 

三沢市（以下「甲」という。）と東北電力ネットワーク株式会社三沢電力センター（以下「乙」と

いう。）は，災害時の協力に関し，次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は，災害等の発生に伴い，大規模な停電等が発生した場合において，双方が緊密

な連携を保ち，住民の生活と安全を確保するために電力設備の迅速かつ円滑な復旧を図ることを

目的とする。 

（災害情報の提供） 

第２条 甲，乙は，それぞれ早期の状況把握に努めるとともに，必要な災害情報を共有するものと

する。 

２ 乙は，大規模な停電等が発生した場合，停電地域，停電戸数，停電の原因，停電発生時間等の

情報を甲に提供するものとする。 

３ 乙は，第１項について，ヘリコプターやドローン等の技術を活用する際は，甲は可能な範囲で

それに協力するものとする。 

（市町村災害対策本部への社員の派遣） 

第３条 大規模地震及び台風等による大規模な災害により停電等が発生，あるいは発生の恐れがあ

り，甲が災害対策本部設置をはじめとする特別な態勢・対応等をした場合，乙は必要に応じ甲の

指定する場所にリエゾンを派遣するものとする。 

２ 派遣されたリエゾンは，災害情報の収集・伝達等に関する窓口となり，必要に応じ各種調整を

図るものとする。 

（電力設備の復旧） 

第４条 災害により大規模な停電が発生した場合，乙は，乙の供給管轄区域内の被害状況を総合的

に判断したうえで，優先順位を見極めながら医療機関（総合病院），災害復旧対策の中枢となる

官公署・避難場所等，重要施設への電力設備の復旧を可能な限り優先して実施するものとする。 

２ 前項を実施するにあたり，乙はあらかじめ優先復旧が必要な重要施設を明らかにし，重要施設

リスト等により甲と共有するものとする。 

３ 電力設備の復旧にあたり，前項で共有された重要施設等への電源車等の復旧設備の使用につい

ては，甲，乙協議のうえ決定するものとする。 

（復旧作業に対する協力） 

第５条 積雪，なだれ，土砂災害，倒木等により甲が管理する道路が通行不能となり，乙の電力復

旧作業に支障をきたした場合，甲は当該区間の迅速な道路復旧作業に努めるものとする。 

（資材置場等の確保に対する協力） 

第６条 災害時において乙の電力復旧作業に必要な資材置場，駐車場およびへリポート等の確保に

あたっては，甲は乙の要請に協力するよう努めるものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合は，甲，乙協議のうえ決定するものとす

る。 

（協定の有効期間） 

第８条 本協定の有効期間は,協定締結の日から２０２１年３月３１日までとする。ただし,この期

間満了の日の３０日前までに甲又は乙から相手方に対して書面により更新終了の意思が表示され

ないときは,この協定期間は更に１年延長するものとし,その後において期間満了したときも同様

とする。 

この協定を証するため，甲，乙記名押印のうえ各自１通を保有するものとする。 

 

２０２０年  ７月１５日 

 

甲  三沢市桜町１丁目１番３８号  三沢市長   

乙  三沢市中央町１丁目５番４号  東北電力ネットワーク株式会社 三沢電力センター 
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資料３８       三沢市職員配置一覧表 

人数 男 女
会計年

度等
人数 男 女

会計年

度等

45 28 12 5 48 29 8 11

総務課 15 7 7 1 都市整備課 14 8 4 2

秘書課 5 3 2 0 土木課 21 12 1 8

防災管理課 6 4 0 2 建築住宅課 13 9 3 1

情報システム課 5 4 1 0 上下水道部 28 19 6 3

管財課 14 10 2 2 下水道課 13 7 4 2

42 22 12 8 水道課 15 12 2 1

政策調整課 17 12 3 2 6 3 3 0

基地渉外課 5 2 2 1 教育委員会 112 26 10 76

国際交流課 8 3 2 3 教育総務課 29 13 2 14

広報広聴課 12 5 5 2 学務課 56 1 3 52

39 22 9 8 学校教育課 15 7 1 7

財政課 10 6 4 0 生涯学習課 7 3 3 1

税務課 27 14 5 8 学校給食センター 5 2 1 2

契約検査室 2 2 0 0 7 5 0 2

104 24 37 43 選挙管理委員会事務局 3 3 0 0

生活安全課 13 4 2 7 農業委員会事務局 6 4 1 1

市民課 23 3 10 10 監査委員事務局 3 1 2 0

国保年金課 22 3 8 11 病　　院 275 63 206 6

環境衛生課 7 4 1 2 医療局 24 20 4

清掃センター 7 4 1 2 医療技術局 39 20 19

健康推進課 25 2 14 9 薬局 5 3 2

市民スポーツ課 7 4 1 2 看護局 187 9 173 5

82 20 17 45 事務局管理課 12 7 4 1

生活福祉課 20 10 2 8 事務局医事課 8 4 4

介護福祉課 28 5 7 16 消　　防 113 108 2 3

障害福祉課 11 2 3 6 消防本部 27 22 2 3

子育て支援課 23 3 5 15 消防署 86 86 0 0

41 27 6 8 954 404 331 219

農政課 18 13 1 4

水産振興課 5 3 1 1

産業観光課 18 11 4 3

※職員数（男女）は、特別職の者を除き、フルタイム勤務の再任用職員を含む。

※会計年度等は、会計年度任用職員及び短時間勤務の再任用職員とする。

　ただし、病院の会計年度等は、総務課で把握している短時間勤務の

　再任用職員のみ計上している。

令和2年4月1日現在
（単位：人）

所　属　名　称 所　属　名　称

総　務　部 建　設　部

経　済　部 合　　計

資料：市総務課

政　策　部

会　計　課

財　務　部

議会事務局

市民生活部

福　祉　部
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資料３９       協同組合三沢建設業協会会員名簿 

及び車両保有状況一覧 
（令和３年２月１日現在） 

名  称 
住  所                     

電話番号 

大
型
ダ
ン
プ 

小
型
ダ
ン
プ 

大
型
ト
ラ
ッ
ク 

小
型
ト
ラ
ッ
ク 

ユ
ニ
ッ
ク 

大
型
バ
ス 

マ
イ
ク
ロ
バ
ス 

バ
ッ
ク
ホ
ー 

タ
イ
ヤ
シ
ョ
ベ
ル 

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー 

㈱中屋敷建設 
三沢市深谷二丁目 94－303 

℡ 57-2773 
2 2 0 3 2 0 0 4 2 1 

㈲睦建設 
三沢市南町三丁目 31-2692 

℡ 53-2013 
1 0 0 2 1 0 0 7 10 1 

鈴木建設工業㈱ 
三沢市新町三丁目 31-2201 

℡ 53-3078 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

昭和建設㈱ 
三沢市緑町一丁目 1-3 

℡ 53-3105 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

㈱青北建設 
三沢市六川目六丁目 34-57 

℡ 59-3508 
5 6 0 6 0 0 0 8 10 2 

㈲中村建設 
三沢市本町一丁目 55-5 

℡ 53-2026 
7 7 0 1 3 0 0 27 8 3 

㈱小坂工務店 
三沢市南町四丁目 31-3469 

℡ 53-1711 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

沼岡建設㈱ 
三沢市緑町二丁目 1-3 

℡ 53-2556 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

柏崎興業㈱ 
三沢市字古間木山 142-2 

℡ 53-3610 
0 2 0 0 1 0 0 3 1 0 

㈲今野土木 
三沢市大津四丁目 12-371 

℡ 50-7088 
1 3 0 0 1 0 0 5 4 1 

㈱小巻建設 
三沢市大字三沢字水筒 42-35 

℡ 58-5587 
1 2 0 0 1 0 0 5 4 3 

古舘建設工業㈱ 
三沢市日の出一丁目 94-340 

℡ 53-2475 
0 2 2 2 1 0 0 4 1 0 

㈲菅原土木工業所 
三沢市松園町二丁目 12-34 

℡ 53-2379 
4 2 0 2 1 0 0 7 1 0 

㈲浜田工業 
三沢市松園町一丁目 6-15 

℡ 53-6823 
0 5 0 0 2 0 0 6 4 1 

㈲新光工業 
三沢市大津一丁目 219-338 

℡ 54-4314 
0 7 0 0 2 0 0 9 4 0 

㈲三福工務店 
三沢市南町四丁目 31-3721 

℡ 53-2969 
0 5 0 2 1 0 0 6 2 0 

㈲坂本興業 
三沢市栄町三丁目 140-791 

℡ 53-9526 
0 2 0 6 1 0 0 2 5 0 

合   計 21 46 2 24 18 0 0 93 57 12 
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資料４０ 
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はじめに 
 

 このマニュアルは、東日本大震災後に改正された災害対策基本法（昭和 36 年 11 月 15 日法律第

223 号）の施行を受け、平成 26 年 4 月に内閣府が示した「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成

ガイドライン(案)」を参考とし、これまで運用してきた当市の「避難勧告等の判断・伝達マニュア

ル」を全面的に改正したものであり、主に次の点について見直しを行った。（上記のガイドライン

に付された「(案)」は、平成 26年 9月の公表・周知以降において外されている。） 

 

１．「避難」は、災害から命を守る行動であるという考え方から、従来の避難所への避難だけでな

く、自宅等に留まって安全を確保することも「避難行動」の一つとした。 

Ａ 立ち退き避難 

① 指定避難所への移動 

② 安全な場所（公園、親戚や友人の家等）への移動 

③ 近隣の高い建物等への移動 

Ｂ 屋内安全確保 ① 建物内の安全な場所での待避 

 

２．水害については、当市において氾濫した水の流れによって家屋が流失する可能性は極めて小さ

いことなどから、対象地域の居住者に対して立ち退き避難を前提とした避難勧告等を発令せず、

基本的に屋内安全確保することとした。 

 

３．土砂災害については、これまで一定の地域全体を避難勧告等の対象としていたが、今後は土砂

災害警戒区域を基本とし、避難行動における共助体制を考慮して対象区域に近接する町内（丁目）

等を単位に発令することとした。 

 

４．津波・高潮災害については、太平洋沿岸地域を住家が集まる「集落部」と、より海に近い「海

岸部」とに区分して発令することとし、津波避難の際は、急を要することから、基本的に避難指

示のみを発令することとした。 

 

５．竜巻・雷・急な大雨については、積乱雲の急な発達により発生するため、適時的確な避難勧告

等の発令が困難であることから、このマニュアルの対象となる災害から除外することとした。 

 

６．避難勧告等の発令にあたっては、空振りをおそれず、夜間でも躊躇することなく発令すること

とした。 

 

[立ち退き避難が必要な住民に求める行動] 

 

避難準備情報 

○気象情報に注意を払い、立ち退き避難の必要について考え

る。 

○立ち退き避難が必要と判断する場合は、その準備をする。 

○（災害時）要配慮者は、立ち退き避難する。 

避難勧告 ○立ち退き避難する。 

避難指示 

○避難勧告を行った地域のうち、立ち退き避難をしそびれた

者が立ち退き避難する。 

○土砂災害から、立ち退き避難をしそびれた者が屋内安全確

保をする。 

○津波災害から、立ち退き避難する。 

1 
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１．水 害 
 

1.1 対象区域 

(1) 外水氾濫（破堤・越水氾濫） 

ア 洪水予報河川：高瀬川（小川原湖） 

   ・庭構地区（小川原湖と仏沼の間） 

   ・小川原湖畔地区 

イ 小河川：古間木川 

   ・古間木川沿川地区 

   ・姉沼周辺地区 

 

(2) 内水氾濫（市街地等における家屋の床上浸水等） 

   ・市内全域 

 

1.2 発令基準 

(1) 外水氾濫（破堤・越水氾濫） 

ア 洪水予報河川：高瀬川（小川原湖） 

対象区域内に居住者がないため、避難勧告等を行う対象者は主に湖水浴客や湖畔キャンプ場の利

用者など一時滞在者を想定するものであり、土地に不案内な者であっても速やかに避難できるよう

案内板等を整備する。 

 発令区分 発令基準 とるべき避難行動 

避難準備情報 
○小川原湖観測所の計測水位が避難判断

水位（１．６５ｍ）に到達したとき。 
Ａ．立ち退き避難 

避難勧告 
○小川原湖観測所の計測水位がはん濫危

険水位（１．７０ｍ）に到達したとき。 
Ａ．立ち退き避難 

避難指示 ○浸水被害等が発生したとき。 Ａ．立ち退き避難 

 

[小川原湖観測所（小川原湖中央部）における基準値] 

 水防団待機水位 ０．８０ｍ  

はん濫注意水位 １．００ｍ  

避難判断水位 １．６５ｍ  

はん濫危険水位 １．７０ｍ  

 

イ 小河川：古間木川 

 古間木川の規模から、仮に越水したとしても氾濫した水の流れによって家屋が流失する可能性は

極めて小さく、また、避難のために浸水している場所を移動することは、むしろ危険な場合が多い

ことから、浸水被害が発生した場合であっても屋内安全確保を原則とし、基本的に避難勧告等は発

令しない。 

なお、姉沼周辺の浸水想定区域には居住者がない。 

 

(2) 内水氾濫（市街地等における家屋の床上浸水等） 

内水地域における浸水は、命を脅かされる危険性が極めて小さく、また、避難のために浸水し

ている場所を移動することは、むしろ危険な場合が多いことから、浸水被害が発生した場合であ

っても屋内安全確保を原則とし、基本的に避難勧告等は発令しない。 

 

 

 

[命を脅かされる危険性] 

2 
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  内水地域であっても浸水深が２ｍを超える場所や地下施設等については、命を脅かされる危険

性があることから、自主的に立ち退き避難を行うものとする。 

 

1.3 留意事項 

(1) 洪水予報河川：高瀬川（小川原湖）については、対象区域に滞在する者（一時滞在者）に対し、

市所管部署から指定管理者等を通じて当該区域からの退去を呼びかけることとし、危険が及ぶ前

に退去を完了しておくこと。 

(2) 小河川：古間木川又は内水氾濫については、基本的に避難勧告等を発令しないため、住民自ら

が避難行動（屋内安全確保）をとるための判断をする必要があることから、住民に対し、自宅へ

の浸水を防止するための備えや浸水したときに待避する場所を決めておくなどの事前対策につい

て周知すること。 

(3) 屋内での移動も困難な避難行動要支援者については、その家族等に対し、早めに避難行動（屋

内安全確保）をとるよう周知すること。 

 

1.4 解除基準 

  河川の水位が十分に下がり、又は氾濫した水が十分に引き、それ以降の降雨がほとんどない場

合を基本として、解除するものとする。 

3

 
 2 
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２．土砂災害 
 

2.1 対象区域 

(1) 土砂災害警戒区域 

 土砂災害が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあり、警戒避難体制を

特に整備すべき区域 

（参照 資料２６ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域指定箇所） 

(2) 土砂災害特別警戒区域 

 土砂災害警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合に建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体

に著しい危害が生ずるおそれがあり、一定の開発行為の制限及び建築物の構造の規制をすべき区域 

（参照 資料２６ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域指定箇所） 

(3) 土砂災害危険区域（急傾斜地崩壊危険区域） 

 傾斜度３０度以上、高さ５ｍ以上の急傾斜地で人家や公共施設に被害を及ぼす恐れのある急傾斜

地およびその近接地 

（参照 資料１９ 急傾斜地崩壊危険箇所） 

 (4) その他（山地災害危険地区、なだれ危険箇所等） 

（参照 資料１７ 山地災害危険地区） 

（参照 資料２０ なだれ危険箇所） 

 

2.2 発令基準 

土砂災害に係る避難勧告等を発令する場合は、土砂災害警戒区域を基本とし、避難行動における

共助体制を考慮して対象区域に近接する町内(丁目)等を単位に発令する。 

なお、避難行動については立ち退き避難を原則とし、立ち退き避難しそびれ、かつ、屋外の状況

が悪化した場合のみ、やむを得ず屋内安全確保とする。この場合においては、屋内でも上階の谷側

に待避するなど可能な限りの危険回避を心がけるものとする。 

 発令区分 発令基準 とるべき避難行動 

避難準備情報 

○大雨警報（土砂災害）が発表され、

かつ、土砂災害警戒判定メッシュ情報

で大雨警報の土壌雨量指数基準を超過

したとき。 

（避難準備） 

○強い降雨を伴う台風が夜間から明け

方に接近・通過することが予想される

とき。 

（避難準備） 

避難勧告 

○土砂災害警戒情報が発表されたと

き。 
Ａ．立ち退き避難 

○大雨警報（土砂災害）が発表され、

かつ、土砂災害警戒判定メッシュ情報

の予想で土砂災害警戒情報の判定基準

を超過し、さらに降雨が継続する見込

みであるとき。 

Ａ．立ち退き避難 

○大雨警報（土砂災害）が発表されて

いる状況で、記録的短時間大雨情報が

発表されたとき。 

Ａ．立ち退き避難 

○土砂災害の前兆現象（湧き水・地下

水の濁り等）が発見されたとき。 
Ａ．立ち退き避難 

4 
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避難指示 

○土砂災害警戒情報が発表され、か

つ、土砂災害警戒判定メッシュ情報の

実況で土砂災害警戒情報の判定基準を

超過したとき。 

Ａ．立ち退き避難 

○土砂災害警戒情報が発表されてお

り、さらに記録的短時間大雨情報が発

表されたとき。 

Ａ．立ち退き避難 

○土砂災害が発生したとき。 Ａ．立ち退き避難 

○避難勧告による立ち退き避難が十分

でなく、再度、立ち退き避難を住民に

促す必要があるとき。 

基本的に 

Ａ．立ち退き避難 

やむを得ないとき 

Ｂ．屋内安全確保 

 

[土砂災害警戒情報] 

 大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度が非常に高まったときに、

市町村長が避難勧告等の災害応急対応を適時適切に行えるよう、また、住民の自主避難の判断の参

考となるよう、対象となる市町村を特定して都道府県と気象庁が共同で発表する防災情報。 

 

[土砂災害警戒判定メッシュ情報] 

 土砂災害警戒情報を補足する情報。土砂災害警戒情報が発表されたときには、土砂災害警戒判定

メッシュ情報を確認することにより、対象市町村内で土砂災害発生の危険度が高まっている領域

（５ｋｍメッシュ）を把握することができる。 

５ｋｍ四方の領域(メッシュ)毎に、土壌雨量指数及び降雨の実況・予測に基づく土砂災害発生の危

険度を５段階に階級表示した情報を分布図で表示し、解析時刻・１時間先予測・２時間先予測の中

で最大の土砂災害警戒判定値を表示する。 

 

[記録的短時間大雨情報] 

 大雨警報発表時に、現在の降雨がその地域にとって災害の発生につながるような、稀にしか観測

しない雨量であることを知らせるために発表する情報。 

 

[土砂災害(がけ崩れ)の前兆現象]  
時期 状  況 現象の内容 説  明 

直前 

湧水の停止 

湧き水の急激

な減少・枯渇

が認められる 

地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量

の増加による侵食量の増大のために認めら

れる現象。斜面内部の空洞が拡大し、不安

定化する。 

湧水の噴き

出し 

水の吹き出し

が認められる 

地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量

の増加による侵食量の増大のために認めら

れる現象。斜面内部の空洞が拡大し、不安

定化する。 

亀裂の発生 
斜面に亀裂が

できる 

斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増

加等に伴い、斜面内部の結合力が低下し、

斜面の弱い部分に沿って異変（亀裂）が生

じる現象。崩壊に至る可能性が高い。 

斜面のはら

みだし 

斜面にはらみ

がみられる 

斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増

加等に伴い、斜面内部の結合力が低下し、

斜面に変異が生じる現象。崩壊に至る可能

性が高い。 

小石がぼろ 小石が斜面か 斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増

5 
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ぼろ落下 らぼろぼろと

落下する 

加等に伴い、斜面内部の結合力が低下し、

斜面の表層部の比較的弱い箇所から転石が

生じる現象。崩壊に至る可能性が高い。 

地鳴り 

斜面から異常

な 音 、 山 鳴

り、地鳴りが

聞こえる 

斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増

加等に伴い、斜面全体が岩塊として変異

（移 

動）するとともに、異常な音が発生する現

象。崩壊に至る可能性が高い。 

１～２ 

時間前 

小石がぱら

ぱら落下 

小石が斜面か

らぱらぱらと

落下する 

斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増

加等に伴い、斜面内部の結合力が低下し、

斜面の表層部の比較的弱い箇所から転石が

生じる現象。崩壊に至る可能性が高い。 

新たな湧水

の発生 

新たな湧水が

ある 

地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量

の増加による侵食量の増大のために認めら

れる現象。斜面内部の空洞が拡大し、不安

定化する。 

湧水の濁り 

普段澄んでい

る湧き水が濁

ってきた 

地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量

の増加による侵食量の増大のために認めら

れる現象。斜面内部の空洞が拡大し、不安

定化する。 

２～３ 

時間前 

湧水量の増

加 

湧き水の急激

な増加が認め

られる 

地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量

の増加による侵食量の増大のために認めら

れる現象。斜面内部の空洞が拡大し、不安

定化する。 

表面流の発

生 

表面に流水が

ある 

内部に水を含むことが出来ないため表面流

が発生する。 

 

2.3 留意事項 

(1) 避難行動をとるにあたっては、立ち退き避難を原則とすること。 

(2) 避難勧告等が発令された区域に居住する避難行動要支援者については、地域の共助体制により、

逃げ遅れる者のないようお互いの助け合いを呼びかけること。 

(3) 避難勧告等が発令された区域には、住民等が近づくことのないよう速やかに立ち入り制限措置

を実施すること。 

 

2.4 解除基準 

(1) 土砂災害警戒情報が解除された段階を基本として、解除するものとする。 

(2) 土砂災害が発生した場合には、土砂災害警戒情報が解除され、かつ、住宅地等での安全が十分

に確認された段階を基本として、解除するものとする。 
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３．津波・高潮災害 
 

3.1 対象区域 

(1) 集落部（太平洋沿岸地域） 

  ・塩釜、織笠、新森、六川目、細谷、淋代、鹿中、三川目 

 (2) 海岸部（(1)のうち防風林から海側の区域） 

  ・港町（三沢漁港） 

・漁業従事者、沿岸の港湾施設で仕事に従事する者、海水浴客等が滞在する区域 

 

3.2 発令基準 

 津波・高潮災害に係る避難勧告等は、太平洋沿岸地域を住家が集まる「集落部」と、より海に近

い「海岸部」とに区分して発令する。津波避難については、立ち退き避難により直ちに海岸から離

れることを原則とし、急を要することから、基本的に避難指示のみを発令する。 

なお、釣り人や海水浴客等については、市所管部署から漁業協同組合や指定管理者等を通じて対

象区域からの退去を呼びかけることとし、土地に不案内な者であっても速やかに避難できるよう案

内板等を整備する。 

 発令区分 発令基準 とるべき避難行動 

避難準備情報 
○遠地地震による津波のように到達ま

でに相当の時間があるとき。 
（避難準備） 

避難勧告 

○高潮警報又は高潮特別警報が発表さ

れ、浸水被害等が発生するおそれのあ

るとき。 

Ａ．立ち退き避難 

※海岸部に限る。 

避難指示 

○高潮警報又は高潮特別警報が発表さ

れ、浸水被害等が発生したとき。 

Ａ．立ち退き避難 

※海岸部に限る。 

○津波注意報が発表されたとき。 
Ａ．立ち退き避難 

※海岸部に限る。 

○津波警報又は大津波警報が発表され

たとき。 
Ａ．立ち退き避難 

○停電、通信途絶等により、津波警報

等を適時に受けとることができない状

況において、強い揺れを感じたとき、

あるいは、揺れは弱くとも１分以上の

長い揺れを感じたとき。 

Ａ．立ち退き避難 

 

3.3 留意事項 

(1) 避難行動をとるにあたっては、立ち退き避難を原則とすること。 

(2) 避難勧告等が発令された区域に居住する避難行動要支援者については、地域の共助体制により、

逃げ遅れる者のないようお互いの助け合いを呼びかけること。 

(3) 自動車による避難を行う地区においては、徒歩避難する者を自動車に同乗させ、乗り合いによ

って避難するよう周知すること。また、折り返し輸送などのために避難対象区域に戻らないこと。 

(4) 避難勧告等が発令された区域には、住民等が近づくことのないよう速やかに立ち入り制限措置

を実施し、この措置を行う者も自らの生命の安全を第一に行動すること。 

 

3.4 解除基準 

(1) 津波又は高潮に関する警報等が全て解除された段階を基本として、解除するものとする。 

(2) 浸水被害が発生した場合には、津波又は高潮に関する警報等が全て解除され、かつ、陸地での

浸水が解消した段階を基本として、解除するものとする。 
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４．伝達文案 
 

4.1 水害の場合 

 

(1) 避難準備情報 

 ・緊急放送、緊急放送、避難準備情報発令。 

・こちらは、三沢市役所です。 

・小川原湖の水位が上昇したため、○○時○○分、 

小川原湖畔地区に避難準備情報を発令しました。 

・小川原湖周辺にいる方は、安全な場所に避難してください。 

 

(2) 避難勧告 

 ・緊急放送、緊急放送、避難勧告発令。 

・こちらは、三沢市役所です。 

・小川原湖の水位が危険水位に達したため、○○時○○分、 

小川原湖畔地区に避難勧告を発令しました。 

・小川原湖周辺にいる方は、直ちに、安全な場所に避難してください。 

 

4.2 土砂災害の場合 

 

(1) 避難準備情報 

 ・緊急放送、緊急放送、避難準備情報発令。 

・こちらは、三沢市役所です。 

・土砂災害が発生するおそれがあるため、○○時○○分、 

○○町（○○丁目）に避難準備情報を発令しました。 

・対象区域にお住まいの方は、避難する準備をしてください。 

・また、危険だと思う場合は、迷わず安全な場所に避難してください。 

 

(2) 避難勧告 

 ・緊急放送、緊急放送、避難勧告発令。 

・こちらは、三沢市役所です。 

・土砂災害が発生するおそれが高まったため、 

○○時○○分、○○町（○○丁目）に避難勧告を発令しました。 

・対象区域にお住まいの方は、 

○○小学校又は○○中学校に避難してください。 

・避難所に移動する際は、事故の無いよう十分注意するとともに、 

隣近所にも声をかけ、お年寄りの方などの避難に協力してください。 
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(3) 避難指示 

 ・緊急放送、緊急放送、避難指示発令。 

・こちらは、三沢市役所です。 

・土砂災害が発生するおそれが極めて高まったため、 

 （土砂災害が発生したため、） 

○○時○○分、○○町（○○丁目）に避難指示を発令しました。 

・対象区域にお住まいの方は、 

直ちに、○○小学校又は○○中学校に避難してください。 

・避難所に移動する際は、事故の無いよう十分注意するとともに、 

隣近所にも声をかけ、お年寄りの方などの避難に協力してください。 

9 
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4.3 津波・高潮災害の場合 

 

(1) 避難準備情報（遠地地震による津波） 

 ・緊急放送、緊急放送、避難準備情報発令。 

・こちらは、三沢市役所です。 

・○○で発生した地震の影響により、津波が予想されるため、 

○○時○○分、太平洋沿岸地域に避難準備情報を発令しました。 

・海沿いの地域にお住まいの方は、避難する準備をしてください。 

 

(2) 避難勧告（高潮警報等） 

 ・緊急放送、緊急放送、避難勧告発令。 

・こちらは、三沢市役所です。 

・高潮による被害が発生するおそれがあるため、○○時○○分、 

太平洋沿岸地域の海岸部に避難勧告を発令しました。 

・防風林より海側の区域にいる方は、 

海岸から離れ、安全な場所に避難してください。 

 

(3)-1 避難指示（高潮警報等） 

 ・緊急放送、緊急放送、避難指示発令。 

・こちらは、三沢市役所です。 

・高潮による被害が発生したため、○○時○○分、 

太平洋沿岸地域の海岸部に避難指示を発令しました。 

・防風林より海側の区域にいる方は、 

直ちに、海岸から離れ、安全な場所に避難してください。 

 

(3)-2 避難指示（津波注意報） 

 ・緊急放送、緊急放送、避難指示発令。 

・こちらは、三沢市役所です。 

・津波注意報が発表されたため、○○時○○分、 

太平洋沿岸地域の海岸部に避難指示を発令しました。 

・防風林より海側の区域にいる方は、 

直ちに、海岸から離れ、安全な場所に避難してください。 

 

 

 

(3)-3 避難指示（津波警報又は大津波警報） 

 ・緊急放送、緊急放送、避難指示発令。 

・こちらは、三沢市役所です。 

・（津波警報・大津波警報）が発表されたため、○○時○○分、 

太平洋沿岸地域に避難指示を発令しました。 

・海沿いの地域にお住まいの方は、 

直ちに、海岸から離れ、安全な場所に避難してください。 

・また、隣近所にも声をかけ、お年寄りの方などの避難に協力してください。 

（津波だ。逃げろ！ 津波だ。逃げろ！） 
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4.4 解除の場合 

 

 (上りチャイム) 

・こちらは、三沢市役所です。 

・○○地区に発令しておりました 

（避難準備情報、避難勧告、避難指示）は、 

○○時○○分をもって解除します。 

・なお、被害にあわれた方は、三沢市役所へ届け出てください。 

（下りチャイム） 
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資料４１       

組 織 機 構 図 
        

           

災害対策本部（本部員会議）        

本部長   市  長                 

副本部

長 
  副 市 長      部     班   

本部員 

  総務部長   ・・・   統括調整部     
統括調整班、車両班、 

渉外班 
  

  政策部長   ・・・   情報管理部     情報収集班、広報記録班   

  財務部長   ・・・   調査財務部     財政班、被害調査班   

  市民生活部長   ・・・   被災者支援部     
避難所運営班、衛生班、 

出納班、保健班 
  

  福祉部長   ・・・   福祉対策部     福祉班   

  経済部長   ・・・   物資供給部     調達班、供給班   

  建設部長   ・・・   生活基盤対策部     建設班、住宅班   

  上下水道部長   ・・・   上下水道対策部     上下水道班   

  
病院事業管理者 

病院事務局長 
  ・・・   医療部     医療班   

  
教育長 

教育部長 
  ・・・   教育対策部     教育対策班   

  消防長   ・・・   消防対策部     
支援班、警防班、情報班 

署隊班、地域班 
  

  議会事務局長                 

事務局   防災管理課          

           

※ 会計課の職員は、被災者支援部に編入する。     

※ 選挙管理委員会事務局の職員は、被災者支援部に編入する。  

※ 監査委員事務局の職員は、被災者支援部に編入する。  

※ 農業委員会事務局の職員は、物資供給部に編入する。  
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資料４２       

三沢市災害対策本部班別業務分担 

 

○ 部   

・ 班 分   担   業   務 

 ※ 班長   

 ○ 統括調整部  【部付業務】 

（総務部）  ・知事への応援要請に関すること（所管課のある場合を除く。）。 

   ・知事への自衛隊災害派遣要請の要求に関すること。 

   ・知事への防災ヘリコプター運航要請に関すること。 

   ・他の市町村長及び応援協定締結事業者等への応援要請に関すること 

   （所管課のある場合を除く。）。 

   ・関係官庁諸団体との連絡調整に関すること。 

   ・諸団体（自主防災組織・女性団体・町内会等）への協力要請及び 

   その動員に関すること。 
   

・統括調整班  ・部内の連絡調整に関すること。 

 ※防災管理課  ・災害対策本部の運営及び統括に関すること。 

  総務課  ・災害対策本部の設置・運営に必要な施設、備品、資機材等の確保に 

  情報システ  関すること。 

  ム課  ・被害情報の把握及び報告に関すること。 

   ・*[気象]情報等の総括に関すること。   *地震・津波災害対策編は[地震・津波] 

   ・防災会議に関すること。 

   ・災害情報の総括に関すること。 

   ・職員の非常招集及び配置に関すること。 

   ・応援職員の配置及び全庁的な連絡調整に関すること。 

   ・備蓄食料及び資機材の管理に関すること。 

   ・災害警戒及び注意喚起の発信に関すること。 

   ・被害証明の発行に関すること。 

   ・議会との連絡調整に関すること。 

   ・庁舎内の情報端末等の応急対策及び機能復旧に関すること。 

   ・災害対策本部の情報端末等の設置及び管理に関すること。 

    

・車両班  ・庁舎及び付帯施設の被害調査及び機能復旧に関すること。 

 ※管財課  ・災害対策用物品、資機器材の調達に関すること。 

   ・車両の確保及び配車に関すること。 

   ・燃料、雑貨等の確保に関すること。 

   ・緊急輸送車両の指定手続に関すること。 

   ・市有バスによる避難住民等の輸送に関すること。 

   ・市有財産の被害調査及び応急対策に関すること。 

   ・応急復旧工事の請負契約に関すること。 

    

・渉外班  ・本部長及び副本部長の秘書に関すること。 

 ※秘書課  ・視察者及び見舞者の応接に関すること。 
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 ○ 部   

・ 班 分   担   業   務 

 ※ 班長   

 ○ 情報管理部  【部付業務】 

（政策部）  ・被害情報の収集及び仕分けに関すること。 

   ・災害記録に関すること。 

    

・情報収集班  ・部内の連絡調整に関すること。 

 ※政策調整課  ・交通機関（電車、路線バス、航空機等）及びライフライン（電気、通信 

  基地渉外課  等）に係る情報収集に関すること。 
  ・国等に対する災害関係の陳情に関すること。 
  ・自衛隊（三沢基地）との連絡調整に関すること。 
  ・米軍（三沢基地）との連絡調整に関すること。 
  ・避難状況の調査に関すること。 
   

・広報記録班  ・災害の記録に関すること。 

 ※広報広聴課  ・災害時における住民への広報に関すること。 

  国際交流課  ・住民相談所に関すること。 

   ・災害時要配慮者の安全確保に関すること。 

    
  

    

 ○ 部   

・ 班 分   担   業   務 

 ※ 班長   

 ○ 調査財務部  【部付業務】 

（財務部）  ・建物及び工作物の被害状況並びに被災者実態調査に関すること。 

    

・財政班  ・部内の連絡調整に関すること。 

 ※財政課  ・災害応急対策関係予算の措置に関すること。 

   ・関係機関の災害対策業務に係る経費の調整に関すること。 

    

・被害調査班  ・被災者名簿の作成に関すること。 

 ※税務課  ・被害届の受付及び罹災証明の発行に関すること。 

  契約検査室  ・災害に伴う市税の減免措置等に関すること。 
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 ○ 部   

・ 班 分   担   業   務 

 ※ 班長   

 ○ 被災者支援部  【部付業務】 

（市民生活部）  ・避難所の開設及び運営に関すること。 

   ・避難者の把握（立退先等）に関すること。 

   ・炊き出し等による食料の供給に関すること。 

   ・遺体安置所の設置に関すること。 

   ・遺体の処理に関すること。 

    

・避難所運営  ・部内の連絡調整に関すること。 

 班  ・災害救助法に関すること。 

 ※生活安全課  ・被災者生活再建支援法に関すること。 

  市民課  ・警察との連絡調整に関すること。 

  国保年金課  ・日本赤十字社との連絡調整に関すること。 

  選挙管理委  ・災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付に関すること。 

  員会事務局  ・遺体の埋火葬に関すること。 

  監査委員事  ・遺体の埋火葬に係る証明に関すること。 

  務局  

  市民スポー  

  ツ課   

・衛生班  ・浸水家屋等の消毒に関すること。 

 ※環境衛生課  ・廃棄物またはし尿の処理に関すること。 

  清掃センター  ・被災地における愛玩動物の保護対策に関すること。 

    

・出納班  ・義援金及び寄附金等の受領及び保管に関すること。 

 ※会計課  ・義援金等の配分計画及び配分に関すること。 

   ・礼状の作成及び発送に関すること。 

   ・災害関係経費の経理に関すること。 

    

・保健班  ・保健、衛生及び防疫（感染症対策等）に関すること。 

 ※健康推進課  ・避難住民の心のケア等に関すること。 
  ・医薬品、衛生材料の調達に関すること。 
  ・巡回保健班の編成及び巡回計画の策定並びに健康相談の実施に 
  関すること。 
  ・傷病者等の把握に関すること。 
  ・救護所の運営支援に関すること。 
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 ○ 部   

・ 班 分   担   業   務 

 ※ 班長   

 ○ 福祉対策部  【部付業務】 

（福祉部）  ・福祉施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

   ・災害時要配慮者の安全確保に関すること。 

   ・避難住民への福祉対策に関すること。 

    

・福祉班  ・部内の連絡調整に関すること。 

 ※生活福祉課  ・ボランティアの要請、受入れ、登録及び派遣に係る調整に関すること。 

  介護福祉課  ・福祉避難所との連携に関すること。 

  障害福祉課  ・福祉施設の巡回及び情報収集に関すること。 

 子育て支援課  ・救護所の開設に関すること。 

   ・医療救護チームの編成に関すること。 

   ・医師会等との連絡調整に関すること。 

   ・医療機関の被害調査に関すること。 

    
  

  

 ○ 部   

・ 班 分   担   業   務 

 ※ 班長   

 ○ 物資供給部  【部付業務】 

（経済部）  ・農林業、水産業、商工業及び観光関係の被害調査、応急対策及び 

   罹災証明に関すること。 

   ・被災者への融資のあっせんに関すること。 

    

・調達班  ・部内の連絡調整に関すること。 

 ※農政課  ・食料の調達及び配分に関すること。 

  水産振興課   

  農業委員会   

  事務局   

・供給班  ・被服、寝具その他生活必需品の調達及び給与または貸与に関すること。 

 ※産業観光課  ・救援物品の受入れに関すること。 
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 ○ 部   

・ 班 分   担   業   務 

 ※ 班長   

 ○ 生活基盤対策  【部付業務】 

   部  ・水防、治山、砂防、なだれ対策に関すること。 

（建設部）  ・応急仮設住宅の設置等に関すること。 

   ・災害復旧用資機器材の確保に関すること。 

    

・建設班  ・部内の連絡調整に関すること。 

 ※土木課  ・河川、道路、橋りょう等の被害調査及び応急対策に関すること。 

  都市整備課  ・障害物の除去に関すること。 

   ・管理道路に係る交通規制の実施及び迂回路等の指定に関すること。 

   ・危険箇所に係る立入制限措置等の実施に関すること。 

   ・公園施設及び街路樹の被害調査並びに応急対策に関すること。 

    

・住宅班  ・公共建築物の被害調査及び応急修理に関すること。 

 ※建築住宅課  ・公営住宅の被害調査及び応急修理に関すること。 

   ・公営住宅の被災者対応に関すること。 

   ・災害公営住宅の建設及び既設公営住宅への特定入居に関すること。 

   ・被災建築物応急危険度判定の実施に関すること。 

    
  

  

 ○ 部   

・ 班 分   担   業   務 

 ※ 班長   

 ○ 上下水道対策  【部付業務】 

   部  ・上下水道施設の被害調査及び応急対策並びに機能復旧に関するこ 

（上下水道部）  と。 

   ・給水等に関する他市町村への応援要請及び連絡調整に関すること。 

   ・災害復旧用資機器材の確保に関すること。 

    

・上下水道班  ・部内の連絡調整に関すること。 

 ※水道課  ・給水に関すること。 

  下水道課  ・水質検査に関すること。 

   ・断減水時の住民への広報に関すること。 

   ・給水車の借上及び配車に関すること。 

   ・避難所への仮設トイレの確保及び設置に関すること。 
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 ○ 部   

・ 班 分   担   業   務 

 ※ 班長   

 ○ 医療部  【部付業務】 

（病院事務局）  ・傷病者等の医療救護及び看護に関すること。 

   ・救護所の運営支援に関すること。 

   ・医療チームへの応援に関すること。 

    

・医療班  ・部内の連絡調整に関すること。 

 ※管理課  ・医師等医療従事者の確保に関すること。 

  医事課  ・医療薬剤及び資機器材の調達に関すること。 

   ・患者の避難誘導に関すること。 

   ・医療救援隊の受入れ及び連絡調整に関すること。 

    
  

 ○ 部   

・ 班 分   担   業   務 

 ※ 班長   

 ○ 教育対策部  【部付業務】 

（教委事務局）  ・避難所の運営支援に関すること。 

   ・学校教育の中断または再開の決定に関すること。 

   ・児童及び生徒の被害状況の把握に関すること。 

   ・応急の教育に関すること。 

    

・教育対策班  ・部内の連絡調整に関すること。 

 ※教育総務課  ・文教関係被害の記録に関すること。 

  学務課  ・学用品の調達、給与に関すること。 

  学校教育課  ・児童生徒等の保健及び衛生に関すること。 

  生涯学習課  ・文化財及び文化施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

  学校給食  ・学校給食の確保に関すること。 

  センター   
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 ○ 部   

・ 班 分   担   業   務 

 ※ 班長   

 ○ 消防対策部  【部付業務】 

（消防本部等）  ・消防及び水防活動その他災害応急対策に関すること。 

   ・被災者の救出、救護及び捜索に関すること。 

    

・支援班  ・部内の連絡調整に関すること。 

 ※総務課   

・警防班  ・作戦会議の運用に関すること。 

 ※警防課  ・職員の非常招集及び配置に関すること。 

   ・緊急消防援助隊に関すること。 

   ・災害情報の収集及び被害状況の報告に関すること。 

   ・消防隊の出動指令に関すること。 

    

・情報班  ・危険物施設等に対する応急措置及び対策に関すること。 

 ※予防課  ・災害の記録に関すること。 

    

・署隊班  ・消火、救助及び救急活動に関すること。 

 ※消防署  ・避難誘導及び障害物の除去に関すること。 

（通信担当）  ・火災等の原因調査に関すること。 

   ・罹災証明の発行に関すること。 

   ・災害警戒及び注意喚起の発信に関すること。 

   ・通信の運用及び無線の統制に関すること。 

    

・地域班  ・消火、救助及び救急活動に係る支援に関すること。 

 ※消防団  ・避難誘導及び障害物の除去に係る支援に関すること。 
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１．業務継続計画とは 

業務継続計画（ＢＣＰ※1）とは、災害時に行政自らも被災し、人、物、情報等利用で

きる資源に制約がある状況下において、優先的に実施すべき業務（非常時優先業務（※

２））を特定するとともに、業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等を

あらかじめ定め、地震等による大規模災害発生時にあっても、適切な業務執行を行うこ

とを目的とした計画である。 

本市の防災対策を定めた計画としては地域防災計画があり、これを補完して具体的な

体制や手順等を定めたものとしては各種の災害対応マニュアルがあるが、業務継続計画

は、これらの計画等を補完し、又は相まって、市役所自身が被災し、資源制約が伴う条

件下においても非常時優先業務の実施を確保するものである。 

※１ ＢＣＰ：Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ Ｐｌａｎ 

ビジネス コンティニュイティ プラン 

※２ 非常時優先業務：大規模な災害時にあっても優先して実施すべき業務のこと。具体的には、災害

応急対策業務や早期実施の優先度が高い復旧・復興業務等（これらを「応急業

務」と総称）のほか、業務継続の優先度の高い通常業務が対象となる。 

 

 

 

図１ 非常時優先業務のイメージ 

 

  

1 
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２．業務継続計画策定の効果 
 災害発生時には、業務量が急激に増加し、極めて膨大なものとなるが、業務継続計画

を策定（継続的改善を含む。）することにより、非常時優先業務を適切かつ迅速に実施

することが可能となる。 

 

 具体的には、地域防災計画や災害対応マニュアルでは必ずしも明らかでなかった「市

役所も被災する深刻な事態」も考慮した非常時優先業務の執行体制や対応手順が明確と

なり、非常時優先業務の執行に必要な資源の確保が図られることで、災害発生直後の混

乱で市役所が機能不全になることを避け、早期により多くの業務を実施できるようにな

る。 

  また、自らも被災者である職員の睡眠や休憩、帰宅など安全衛生面の配慮の向上も期

待できる。 

 

 
図２ 発災後に市町村が実施する業務の推移 

 

※ 時間の経過とともに応急業務は縮小していくが、図２に記載されている以外の復旧・復興業務が 

 徐々に増加していくことに留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 
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３．地域防災計画との関係 
  地域防災計画は、災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興について実施すべき事項

が定められているが、市役所の人員や施設・設備等が甚大な被害を受けた場合の対応ま

では規定していないことがほとんどである。 

  地域防災計画と業務継続計画との主な相違点は以下のとおりである。 

 

地域防災計画と業務継続計画との関係（内容の主な相違点） 

 地域防災計画 業務継続計画 

作成主体等 ・地域防災会議が作成し、都道

府県、市町村防災関係機関等が

実施する計画である。 

・都道府県または市町村が作成し

自らが実施する計画である。 

計画の主旨 ・災害対策基本法に基づき、発

災時又は事前に実施すべき災害

対策に係る実施事項や役割分担

等を規定するための計画であ

る。 

・発災時に必要資源に制約がある

状況下であっても、非常時優先業

務を目標とする時間・時期までに

実施できるようにする（実効性の

確保）ための計画である。 

行政の被災 ・行政の被災は、必ずしも想定

する必要はないが、業務継続計

画の策定などによる業務継続性

の確保等については計画に定め

る必要がある。 

・行政の被災を想定（庁舎、職

員、電力、情報システム、通信等

の必要資源の被災を評価）し、利

用できる必要資源を前提に計画を

策定する必要がある。 

対象業務 ・災害対策に係る業務（災害予

防、災害応急対策、災害復旧・

復興）を対象とする。 

・非常時優先業務を対象とする

（災害応急対策、災害復旧・復興

業務だけではなく、優先度の高い

通常業務も含まれる。）。 

業務開始目

標時間 

・業務開始目標時間は、必ずし

も定める必要はない（一定の地

方公共団体では、目標時間を記

載している場合もある。）。 

・非常時優先業務ごとに業務開始

目標時間を定める必要がある（必

要資源を確保し、目標とする時間

までに、非常時優先業務を開始・

再開する。）。 

業務に従事

する職員の

飲料水・食

料等の確保 

・業務に従事する職員の水・食

料、トイレ等の確保に係る記載

は、必ずしも記載する必要はな

い。 

・業務に従事する職員の水・食

料、トイレ等の確保について検討

のうえ、記載する必要がある。 

引用：内閣府「大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き」 

 

 

  

３ 
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４．業務継続計画の発動・解除 
  業務継続計画に基づき、大規模な災害発生時の非常時優先業務を実施する発動基準を 

次のように定める。 

 

（１）計画の発動 

  ア 自動発動 

    「三沢市地域防災計画」に基づき、災害対策本部（以下「災対本部」という。）

が設置（市内で震度６弱以上を観測、市沿岸に大津波警報が発表）されたとき、自

動的に業務継続計画が発動する。 

  イ 市長（市災対本部長）決定による発動 

    地震・津波等の発生により、大規模な被害が発生し、又は発生するおそれがあ

り、災対本部の設置が必要と市長が決定した場合は、業務継続計画が発動する。 

    なお、市長の判断を仰ぐことができない場合は、次の順によりその権限を委任し

たものとする。 

計画発動権限者 

第１順位 第２順位 第３順位 

副市長 総務部長 政策部長 

 

 （２）発動手続 

    防災管理課が、発動手続きに関する事務を処理する。 

 

 （３）発動の流れ 

   ア 市災害対策本部員会議において、副本部長（副市長）及び本部員（各部長）

は、市域及び市役所機能の被害状況等を本部長に報告（自動発動の場合を除

く。）する。 

   イ 本部長は、副本部長、本部員からの報告に基づき、業務継続計画の発動要否に

ついて決定する。 

   ウ 発動が決定された場合、防災管理課は、直ちに全庁内に通知する。 

   エ 非常時優先業務は、災害の規模や被害の状況、本部員会議で決定された対処方

針に応じて本計画に基づき実施することとし、各班で対応体制をとりまとめ、防

災管理課に報告する。 

   オ 防災管理課は、業務の実施状況を常に把握し、必要に応じて関係する機関等へ

情報を伝達する。 

 

 （４）解除基準 

    業務継続計画は、災対本部が廃止されたときに自動的に解除となり、通常業務へ 

移行する。 

 ただし、本部長及び現地災対本部長は、解除前であっても、応急対策業務の進捗 

状況に応じて、休止した通常業務を順次再開させるものとする。 

  

 

  

４ 
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５．想定される大規模災害 
被害想定は、「平成２５年度青森県地震・津波被害想定調査」の被害想定結果によ

る。 

 

（１）建物被害 

区分 

揺れによる 

被害棟数 

液状化による 

被害棟数 

津波による 

被害棟数 

急傾斜地崩落に

よる被害棟数 

火災被

害棟数 

合計 

全壊 半壊 全壊 半壊 全壊 半壊 全壊 半壊 全焼 全壊 半壊 

三沢市 1,400 4,400 数棟 10 2,000 720 20 30 － 3,420 5,160 

県合計 24,000 85,000 7,100 25,000 35,000 19,000 360 730 4,000 70,460 129,730 

   

（２）人的被害 

区分 

死者数 負傷者数 

建物

崩壊 

津波 急傾

斜地

崩壊 

火災 屋外

落下

物等 

合計 建物 

崩壊 

津波 急傾

斜地

崩壊 

火災 屋外

落下

物等 

合計 

三沢市 100 1,500 数名 50 数名 1,650 1,100 30 数名 － 10 1,140 

県合計 1,600 22,000 30 1,700 数名 25,330 20,000 1,200 30 40 130 21,400 

 

（３）ライフライン被害 
上水道 下水道 

発災直後 １か月後の 

復旧率 

発災直後 １か月後の 

復旧率 断水人口 断水率 機能支障人口 支障率 

４１，０００ ９９％ ９７％ ３，２００ １１％ １００％ 

電力 通信（固定電話） 

発災直後 １か月後の 

復旧率 

発災直後 １か月後の 

復旧率 停電軒数 停電率 不通回線数 不通率 

２９，０００ １００％ １００％ １１，０００ ９４％ １００％ 
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６．業務継続計画の特に重要な６要素 
業務継続計画の中核となり、その策定に当たって必ず定めるべき特に重要な要素とし

て６要素（下表）がある。市は、これらの６要素（以下「重要６要素」という。）につ

いてあらかじめ定めておくものとする。 

 

(1) 市長不在時の明確 

な代行順位及び職 

員の参集体制 

市長が不在の場合の職務の代行順位を定める。ま

た、災害時の職員の参集体制を定める。 

・緊急時に重要な意思決定に支障を生じさせないこ

とが不可欠。 

・非常時優先業務の遂行に必要な人数の職員が参集

することが必要。 

(2) 本庁舎が使用でき 

なくなった場合の 

代替庁舎の特定 

本庁舎が使用不能となった場合の執務場所となる代

替庁舎を定める。 

・地震による建物の損壊以外の理由で庁舎が使用で

きなくなる場合もある。 

(3) 電気、水、食料等

の 

確保 

停電に備え、非常用発電機とその燃料を確保する。

また、業務を遂行する職員等のための水、食料等を

確保する。 

・災害対応に必要な設備、機器等への電力供給が必

要。 

・孤立により外部からの水、食料等の調達が不可能

となる場合もある。 

 

(4) 災害時にもつなが 

りやすい多様な通 

信手段の確保 

断線、輻輳等により固定電話、携帯電話等が使用不

能な場合でも使用可能となる通信手段を確保する。 

・災害対応に当たり、情報の収集・発信、連絡調整

が必要。 

(5) 重要な行政データ 

のバックアップ 

業務の遂行に必要となる重要な行政データのバック

アップを確保する。 

・災害時の被災者支援や住民対応にも、行政データ

が不可欠。 

(6) 非常時優先業務の 

整理 

非常時に優先して実施すべき業務を整理する。 

・各部門で実施すべき時系列の災害対応業務を明ら

かにする。 
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（１）市長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制 

担当部署【総務課、防災管理課】 

  ア 市長の職務代行の順位 

第１順位 第２順位 第３順位 

副市長 総務部長 政策部長 

   

イ 職員の参集体制 

三沢市職員及び防災危機管理専門員は、三沢市地域防災計画に定める動員計画

（第２章第３節）に基づき、安全な経路を通り、速やかに参集する。 

参集後、防災管理課（災対本部）に報告する。 

なお、所属勤務場所（施設）が被災している場合は、災対本部へ参集する。 

発災後の参集時間における業務対応人数を、次のように想定する。 

職員 ３６６人（平成２９年４月１日現在）時間別業務対応人数 

参集時間 １５分以内 ３０分以内 ４５分以内 ６０分以内 ２時間以内 

累計参集者 １０９ １９６ ２４５ ２７９ ２９１ 

想定参集率 ８０％ 

※H29.7.5職員参集訓練による。（公安職及び医療職を除く職員で実施） 

 

  ウ 職員の安否確認方法 

発災後、２時間経過しても参集していない職員に対しては、総務課からメールを

送信し安否確認を行う。但し、発災当初はメールの送受信が困難な状況が予想され

るため、メールの状況を確認しつつ、可能な限り早期に行うものとする。 

メールを受信した職員は、①現在地、②参集の可否、③その他（伝達事項）を電

話もしくはメールで返答する。 

なお、毎年１回以上、職員参集メール伝達訓練を実施し、連絡体制の確保に努め

る。 

 

  エ 自宅待機の要件 

    職員参集にあたり、以下の要件に該当する者は、所属長に報告を行い、自宅待機

することができる。 

  （ア）職員の家族が死亡したとき。 

  （イ）職員又は家族が負傷し、治療又は入院の必要があるとき。 

  （ウ）子の養育、親の介護などにより在宅の必要があるとき（職員以外に対応できる

者がいる場合を除く。）。 

  （エ）同居する家族の安否確認が取れないとき。 

  （オ）職員又は職員に深く関係する者の住宅が被災した場合で、職員が当該住宅の復

旧作業や生活に必要な物資調達等に従事する必要があるとき。 

  （カ）自宅周辺で津波浸水のおそれがあり、避難行動が必要であるとき。 

  （キ）病気休暇を取得している者、休職している者、育児休業している者及び停職し

ている者。 

 

７ 
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  （ク）三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年三沢市規則第２０号）

第１５条第１項第４号、第７号、第８号、第１７号及び第１８号に該当する場

合。 

  （ケ）その他、必然的かつ合理的な理由があるとき。 
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（２）本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定 

担当部署【防災管理課】 

  ア 現時点の状況 

 災対本部として指定している市役所本庁舎が使用不能な場合の代替施設は、

多様な通信手段が確保された施設の順で以下のとおりとし、各部署（班）を１

か所に集約不能な場合は、使用可能な施設に分散配置する。 

１．市消防本部庁舎 

２．国際交流教育センター 

３．総合社会福祉センター 

   

イ 今後の検討事項 

 災対本部の代替施設として必要な通信、非常用電源、ＰＣ、事務機器等の整

備を行う。 

 

  ウ 代替施設検討リスト 

施設名 

耐
震
対
応 

災害危険度 付帯施設・事務機器等 

津
波
・
高
潮 

土
砂 

火
災 

非
常
用
発
電
機
／
燃
料 

電
話
・
通
信
機
器 

Ｊ
ア
ラ
ー
ト 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

水
・
食
料
・
ト
イ
レ
等

の
備
蓄 

災
対
本
部
エ
リ
ア 

事
務
機
器
・
備
品 

各
部
執
務
室
数 

市消防本部

庁舎 
○ ○ ○ ○ 

自家

発／

軽油 

○ ○ ○ 
無 

対応可 
△ 

有 

コピ

ー機 

× 

国際交流教

育センター 
○ ○ ○ ○ 

自家

発／

軽油 

○ ○ WiFi 
無 

対応可 
○ 

有 

ＰＣ, 

コピ

ー機 

○ 

総合社会福

祉センター 
○ ○ ○ △ 

自家

発／

重油 

○ × 

全室

LAN

配線 

無 

対応可 
○ 

有 

コピ

ー機 

△ 

 

  エ 代替施設への移動要領 

代替施設への移動要領をあらかじめ作成しておく。 

    基本的には、本庁舎に参集後、市災害対策本部員会議において協議し、市長（本

部長）の判断により移動することとする。 

 

  オ 車両及び管理施設の鍵の集中管理 

    業務時間外における公用車（各課管理車両）及び管理施設の鍵は、庁舎被害時の

持出しを可能とするため、警備員室で集中管理するものとする。スペアキーを基本

とするが、スペアキーが確保できないものについては、業務終了時及び開始時に鍵

を授受するものとする。 

  

９ 
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（３）電気、水、食料等の確保 

  ア 現時点の状況 

  （ア）電気（非常用発電機と燃料の備蓄） 

    ａ 本庁舎 

担当部署【管財課】 

非常用自家発電設備 １台【本庁舎敷地内（屋

外）】 

・発電容量 ２５０ＫＶＡ 

・連続運転可能時間 １８時間（燃費 58L/h） 

燃料（軽油） 

 付属タンク ９４２ℓ 

備蓄量 なし 

電力供給先 

・消防設備ボックス 

・非常用照明（フロア、廊下、階段） 

・コンセント（約８０％に供給） 

・電話交換機 

    担当部署【防災管理課】 

発動発電機 １台【本館別館連絡通路玄関】 

・発電容量 ４．５ＫＶＡ 

燃料（ガソリン） 

 付属タンク１４ℓ 

電力供給先 

・青森県防災情報ネットワークシステム、Ｊアラート 

 （本館２階総務部執務室入口） 

※非常用自家発電機から供給されるため、現状は予備機材 

担当部署【防災管理課】 

非常用自家発電設備 １台【本部庁舎ボンベ庫隣】 

・発電容量  １．５ＫＶＡ 

・連続運転可能時間７４時間（５０ｋｇボンベ１

本） 

燃料（ＬＰガス） 

５０ｋｇボンベ１０本

接続の配管から供給 

電力供給先（庁舎内の配電設備損傷で通電停止時用） 

・災対本部机上照明用 

ｂ 代替施設 

施設名 自家発電機 使用燃料・備蓄状況 

市消防本部庁舎 発電容量 １１５KVA 

連続運転  ７２時間以上 

燃料：軽油 タンク 200ℓ 

備蓄： 200ℓ 

国際交流教育センタ

ー 

【センター施設】 

発電容量  １７０KVA 

連続運転 ２２．６時間 

 

燃料：軽油 タンク 900ℓ 

備蓄： なし 

【ＣＡＴＶ設備】 

発電容量  ５０KVA 

連続運転  ２１時間 

 

燃料：軽油 タンク 195ℓ 

備蓄： なし 

総合社会福祉センタ

ー 

発電容量 １０５KVA 

連続運転  １０時間 

燃料：重油 タンク 6,000

ℓ 

備蓄： なし 
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（イ）水道、下水道、ガス 

   各施設の水道、トイレ等の状況は下表のとおり。 

施設名 水道 トイレ ガス ボイラー等 

本庁舎 上水道の状況

による。 

地下水を自家

発で汲み上

げ、使用可能

（下水道の状

況による。） 

５０ｋｇボン

ベ×１０ 

別館５０ｋｇ

ボンベ×４ 

停電時は非稼

働（自家発未

接続） 

市消防本部

庁舎 

上水道の状況

による。 

 

地下水を自家

発で汲み上

げ、使用可能 

（下水道の状

況による。） 

５０ｋｇボン

ベ×４ 

 

停電時は非稼

働（自家発未

接続） 

国際交流教

育センター 

受水槽（18㎥）1基、停電時は

給水不可（手動で汲上げ使用す

ることは可能） 

５０ｋｇボン

ベ×２ 

 

停電時は非稼

働（自家発未

接続） 

総合社会福

祉センター 

上水道の状況による。 なし 停電時は非稼

働（自家発未

接続） 

 

（ウ）食料等の備蓄（職員用） 

  担当部署【防災管理課】 

備蓄品目 現 況 整備予定数 

食料 な し ４，８００食（６食/人） 

飲料水 な し ４，８００ℓ（６ℓ/人） 

簡易トイレ な し １２，０００回（15回/人） 

毛布、保温シート な し ８００枚（１枚/人） 

※職員数は、三沢市職員定数条例により８００人分とした。 

 

イ 今後の検討事項 

検討事項 担当課 

・本部庁舎の電源については、非常用自家発電機で

災害時優先業務を行うに十分賄えるが、ボイラーが

停止することから暖房器具の備えが必要である。 

・非常用自家発電機の運用訓練（起動点検）を毎年

度実施する。 

・代替施設に必要な電源、インフラ等の整備を段階

的に実施する。 

・飲料水、食料、毛布、簡易トイレ等の備蓄は、全

職員数の３日分の整備を検討する。 

・管財課、防災管理課 

 

 

・各担当課 

 

・防災管理課、各担当課 

 

・防災管理課 

 

  

11 



- 135 - 

 

（４）災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保 

担当部署【防災管理課、管財課】 

  ア 現時点の状況 

１ 三沢市防災行政無線 

 ・親機（本庁舎２階 放送室）         １局 

 ・遠隔操作装置（三沢市消防本部１階 指令室） １局 

 ・屋外拡声子局              １０５局 

２ デジタルＭＣＡ移動無線機 

 ・司令卓（防災管理課）         １台 

・半固定（三沢病院、小中学校、各課） ２１台 

・携 帯（各課、消防本部）       ９台 

・車 載（各課保有車両）       １０台 

３ 青森県防災情報ネットワーク 

・衛星電話（防災管理課） １台 

 ・ネットワーク専用電話  １台 

４ 三沢市災害時優先電話 

  固定電話６０台（６０回線）、携帯電話１０台 

５ 東北地方非常通信 

 ・電力ルート（東北電力ネットワーク（株）三沢電力センター） 

 ・警察ルート（三沢警察署） 

 ・建設ルート（高瀬川河川事務所小川原湖出張所）  

※詳細は、「三沢市非常通信対応マニュアル」による。 

６ 職員連絡網 

 ・時間外連絡網は、毎年４月に作成（総務課） 

 ・職員参集メールは、毎年１回以上訓練を実施（防災管理課） 

 

イ 今後の検討事項 

検討事項 担当課 

・災対本部統括調整部要員に衛星電話の使用訓練を実施

し、連絡先リストの相手方に繋がるか確認する。 

・指定避難所（小中学校）への特設公衆電話の設置準備

（ケーブル敷設）をしていく。 

・東北地方非常通信協議会が実施する非常通信訓練に参

加し、関係職員にＦＡＸ送信要領を熟知させる。 

・防災管理課 
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（５）重要な行政データのバックアップ 

担当部署【情報システム課】 

  ア 現時点の状況 

・大規模震災時には、回線の故障（断線、機器損傷）や停電の影響により、シス

テムが正常に作動しない状況が予期されることから、重要な業務データを取り出

し可能な状態にバックアップする必要がある。 

・データのバックアップ及び復旧の詳細については、「三沢市ＩＣＴ業務継続計

画（ＩＣＴ－ＢＣＰ）」に基づき対応するものとする。 

 

 

  イ 今後の検討事項 

・災害時の即応性を高めるため「三沢市ＩＣＴ業務継続計画（ＩＣＴ－ＢＣ

Ｐ）」を継続的に見直す。 
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（６）非常時優先業務の整理 

担当部署【防災管理課、各課】 

  ア 非常時優先業務の選定基準 

    災害により、通常業務と災害応急対策業務が中断や遅延が発生した場合におけ

る、市民の生命や生活、地域社会への影響について評価し、非常時優先業務を選定

した。 

業務 

業務開

始目標

時間 

区分 選定基準 
想定される業務 

（○災害応急対策業務、●通常業務） 

非常時

優先業

務 

発災～ 

３時間

以内 

 

Ａ１ 

市民の生命・身体を守るため

の初動体制の確立、市役所機

能の維持・復旧、避難所開

設・運営にかかる業務 

○災害対策本部の設置・運営 

○通信機器等の復旧 

○避難所の開設 

○福祉避難所の開設 

○職員の安否確認 

○災害の現状把握 

○救出救助活動 

○市民への災害広報 

○防災関係機関との連絡調整 等 

１２時

間以内 

Ａ２ 

１日以

内 

Ａ３ ○協定の締結団体への応援要請 

○災害ボランティアセンター開設に係

る調整 

●埋葬手続き 

●市民の健康管理に関する事務 

●所管施設の安全確認 

３日以

内 

Ｂ 

遅くとも３日以内に業務を着

手しないと、市民生活や地域

社会に相当の影響を与えるた

め、早期に策を講じるべき業

務 

○ライフラインの応急復旧 

○避難所のし尿・ごみの収集 

○消毒資機材の配布・散布 

○建築物の応急危険度判定 

○物資収取拠点の設置・運営 

●住民票・戸籍等の交付 

●家庭ごみの収集 等 

１週間

以内 

Ｃ 

・被災者の通常生活復帰に係

る業務 

・非常時優先業務以外で優先

度が比較的高い通常業務 

○支援物資の受付・管理・配分 

○二次災害の防止措置 

○市民相談窓口の設置 

○罹災証明書の発行 

○避難所開設期間等に関する協議 

○災害廃棄物１次仮置き場の設置・管

理 

●保健福祉に関する重要業務 

●証明書の交付 

●学校、市場等の再開検討 

１か月

以内 

Ｄ 
・業務開始に相応の準備が必

要となる復旧・復興業務 

・発災後、１週間を超え実施

しなくても、市民生活や地域

社会に直ちに影響を与えない

と見込まれる業務 

○生活再建支援業務 

○企業への災害融資関連業務 

○災害弔慰金、義援金等の配分 

○応急仮設住宅の建設 

○災害廃棄物２次仮置場の設置・管理 

●集会所・コミュニティセンター等に

おける業務拡大 等 

その他 １か月

以降 

Ｅ 発災後、１か月を超え実施し

なくても、市民生活や地域社

会に直ちに影響を与えないと

見込まれる業務 

●市民生活や地域社会への影響が少な

いと見込まれる通常の業務 等 
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  イ 非常時優先業務の対象範囲 

    非常時優先業務は、次の業務を対象業務とした。 

  （ア）災害応急対策業務 

     市災対本部の分掌事務の中で、各班で業務を細分化し対象業務を設定した。 

     （三沢市地域防災計画 第２章 防災組織 参照） 

     詳細は、別途作成する。 

  （イ）通常業務 

     平常時に各課が行っている通常業務のうち、各課で業務を細分化し対象業務を

設定した。（三沢市行政組織規則 参照） 

     詳細は、別途作成する。 
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７．業務継続計画の策定体制・継続的改善 
（１）業務継続計画の策定体制 

   業務継続計画の策定に際しては、全庁的な検討体制とする。検討体制には非常時優

先業務の所管部署、その実施に必要な資源（庁舎、職員、情報システム等）を所管す

る部署、そして業務継続計画の取りまとめを担当する部署をはじめ全部署が検討に参

画し、非常時優先業務の整理を行う。 

   これは、非常時優先業務の整理や必要資源の配分等を検討する際には、部門を越え

た優先順位等の合意形成が必要となるためである。 

 

（２）業務継続計画の継続的改善 

   業務継続計画は、策定すればよいというものではない。計画の実効性を確認し、高 

めていくためには、教育や訓練を繰り返し実施していくことが重要であり、そのため

には、教育や訓練の計画等を策定し、これに従い着実に実施することが重要である。 

 業務継続計画に係る訓練には、非常参集訓練、安否確認訓練、非常通信訓練、情報

システムのバックアップからの復旧訓練、災害対策本部を対象とした机上訓練・図上

訓練など様々な種類があるが、これらの訓練で明らかになった課題や改善点は、業務

継続計画の改訂で確実に反映させる。 

 また、電気、水、食料、人員などの必要資源について点検を行い、平常時から設備

の増強、備蓄の促進、人員確保、育成について計画的に実施しておくことも重要であ

る。 

 このように、計画策定後も訓練の実施や必要資源の点検等によりＰＤＣＡサイクル

を回し業務継続計画の実効性を高めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN（計画） 

計画の策定 

DO（実行） 

訓練等の実施

 

 PLAN（計画） 

計画の策定 

CHECK（評価） 

点検・検証 

ACTION（改善） 

計画の改訂・見

直し 

図４ ＰＤＣＡサイクルによる継続的改

善 
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資料４４ 

広域防災拠点等一覧 
施設等名 所在地 連絡先 面積 

（㎡） 

土地の

状況 

利用可能な設備の

状況 

車輛駐車 

可能台数 

水道 トイレ 

三沢オートキャン

プ場 

三沢市字淋

代平261-4 

0176-59-

3311 

43,667 芝 ２ ２ ３０ 

道の駅みさわ斗南

藩記念観光村 

三沢市谷地

頭四丁目

298-652 

0176-59-

2711 

60,000 芝 ２ １ ５０ 

三沢市民運動広場 三沢市字下

沢83-56 

0176-57-

2812 

11,163 土 ２ １ ２０ 

三沢アイスアリー

ナ 

三沢市南山

三丁目116-5 

0176-57-

2100 

50,000 ｱｽﾌｧﾙﾄ １ ２ １２０ 

市民の森運動公園 

（場外離着陸場除

く） 

三沢市字淋

代平116-

2941 

0176-57-

2322 

100,000 芝 ２ ２ ６０ 
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資料 ４５ 

避 難 路 一 覧 

№ 路線番号 路線名 幅員 実延長 備考欄 

1 1 市道１号線 7.0 m ～ 11.2 m １８８．３  

2 2 市道２号線 6.0 m ～ 8.5 m ３５７．８  

3 3 市道３号線 7.1 m ～ 10.8 m ３１７．５  

4 5 市道５号線 6.0 m ～ 15.0 m １０７９．０  

5 7 市道７号線 6.5 m ～ 8.6 m ５３０．４  

6 8 市道８号線 7.0 m ～ 11.0 m ４４１．５  

7 9 市道９号線 6.5 m ～ 10.0 m ３００．９  

8 10 市道１０号線 6.0 m ～ 8.5 m ３３８．６  

9 11 市道１１号線 6.0 m ～ 6.0 m ２２０．６  

10 15 市道１５号線 6.0 m ～ 9.5 m ７２３．９  

11 17 市道１７号線 6.0 m ～ 8.3 m ７８．７  

12 18 市道１８号線 7.0 m ～ 10.8 m ６９３．１  

13 19 市道１９号線 6.5 m ～ 10.1 m ３１９．０  

14 23 市道２３号線 6.0 m ～ 6.5 m ２４６．０  

15 25 市道２５号線 6.0 m ～ 10.1 m ２４５．２  

16 26 市道２６号線 6.0 m ～ 8.0 m ６４３．４  

17 27 市道２７号線 8.5 m ～ 9.2 m ７８０．３  

18 28 市道２８号線 6.0 m ～ 7.0 m ４６４．２  

19 29 市道２９号線 7.0 m ～ 9.0 m １３２．０  

20 30 市道３０号線 6.0 m ～ 6.0 m １３５．２  

21 31 市道３１号線 6.0 m ～ 6.0 m １１７．３  

22 32 市道３２号線 19.8 m ～ 25.2 m ５６４．５  

23 33 市道３３号線 8.5 m ～ 15.6 m １１５４．９  

24 34 市道３４号線 6.0 m ～ 7.3 m ３９６．４  

25 35 市道３５号線 7.0 m ～ 9.7 m ３６０．７  

26 36 市道３６号線 6.1 m ～ 8.1 m ６３．７  

27 39 市道３９号線 6.0 m ～ 9.0 m ２５０．０  

28 40 市道４０号線 6.0 m ～ 7.8 m １９３．３  

29 42 市道４２号線 7.0 m ～ 10.8 m ６７４．２  

30 43 市道４３号線 8.0 m ～ 10.6 m ５９１．５  

31 45 市道４５号線 6.0 m ～ 9.0 m ５４３．５  

32 46 市道４６号線 19.0 m ～ 37.0 m ２９１０．３  

33 48 市道４８号線 6.0 m ～ 8.9 m ９８．７  

34 49 市道４９号線 6.0 m ～ 6.0 m １２８．６  
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№ 路線番号 路線名 幅員 実延長 備考欄 

35 53 市道５３号線 7.0 m ～ 22.4 m ２８３．５  

36 54 市道５４号線 9.5 m ～ 12.7 m １３３．２  

37 57 市道５７号線 6.0 m ～ 9.3 m ４４０．２  

38 58 市道５８号線 6.0 m ～ 6.0 m ４３８．３  

39 60 市道６０号線 6.0 m ～ 9.5 m ５２９．８  

40 63 市道６３号線 7.5 m ～ 8.5 m ２８８．２  

41 64 市道６４号線 6.0 m ～ 6.0 m １４５．７  

42 65 市道６５号線 6.0 m ～ 6.0 m １３４．１  

43 66 市道６６号線 11.0 m ～ 15.0 m １５８７．８  

44 67 市道６７号線 6.5 m ～ 9.5 m ３６５．６  

45 69 市道６９号線 6.0 m ～ 7.0 m ２４４．０  

46 70 市道７０号線 6.0 m ～ 7.0 m ４３５．２  

47 72 市道７２号線 7.0 m ～ 10.5 m ５９１．２  

48 73 市道７３号線 7.0 m ～ 10.2 m ４５８．２  

49 74 市道７４号線 6.0 m ～ 8.2 m ２６６．７  

50 75 市道７５号線 6.0 m ～ 9.5 m ２６７．０  

51 76 市道７６号線 7.5 m ～ 10.3 m ２７２．１  

52 77 市道７７号線 6.0 m ～ 9.2 m ３８６．３  

53 79 市道７９号線 6.0 m ～ 9.3 m ３５６．０  

54 80 市道８０号線 7.0 m ～ 9.4 m １０６３．２  

55 83 市道８３号線 9.5 m ～ 12.0 m ８９．３  

56 93 市道９３号線 6.0 m ～ 8.7 m ４４７．６  

57 94 市道９４号線 9.5 m ～ 10.3 m ４３６．４  

58 100 市道１００号線 6.0 m ～ 10.5 m ９１２．１  

59 102 市道１０２号線 10.0 m ～ 16.9 m ９８３．６  

60 109 市道岡三沢・平畑線 9.2 m ～ 20.3 m ６９１．９  

61 121 市道岡三沢１号線 6.0 m ～ 15.0 m ８４３．６  

62 122 市道第五中学校通学路線 6.5 m ～ 8.3 m １８４．５  

63 126 市道１２６号線 6.0 m ～ 6.0 m ９３．５  

64 128 市道１２１号線 9.5 m ～ 13.8 m ２６４．８  

65 131 市道１２４号線 10.4 m ～ 10.4 m ２１８．６  

66 132 市道１２２号線 7.5 m ～ 15.3 m ５１６．１  

67 137 市道１３１号線 8.0 m ～ 10.0 m １７６．８  

68 145 市道南町１号線 6.0 m ～ 6.0 m ７４．２  

69 154 市道２１５号線 6.0 m ～ 8.5 m １６８．１  

70 155 市道岡三沢３号線 6.0 m ～ 8.9 m １３５．２  
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№ 路線番号 路線名 幅員 実延長 備考欄 

71 156 市道岡三沢４号線 6.0 m ～ 8.3 m １０２．０  

72 158 市道１３５号線 6.0 m ～ 8.2 m ８６．８  

73 162 市道姉沼２号線 7.0 m ～ 8.7 m ３３７１．１  

74 163 市道岡三沢・下田線 12.0 m ～ 19.0 m １６７０．５  

75 165 市道深谷・上久保線 9.0 m ～ 24.4 m １５０７．９  

76 170 市道園沢１号線 16.0 m ～ 25.1 m ９８２．２  

77 183 市道浜三沢・下夕沢線 6.0 m ～ 6.0 m ９１２．４  

78 195 市道五川目５号線 7.0 m ～ 12.8 m １６５３．４  

79 199 市道堀口・木崎野線 7.6 m ～ 19.0 m １１７６．７  

80 207 市道淋代平５号線 6.0 m ～ 6.5 m ６９６．８  

81 242 市道小田内頭無線 6.0 m ～ 6.5 m ６０８．４  

82 258 市道野口線 6.0 m ～ 8.2 m １０１２．３  

83 259 市道高ノ沢２号線 6.0 m ～ 7.8 m １５３５．９  

84 278 市道山中・谷地頭線 6.5 m ～ 13.1 m ８７５．６  

85 295 市道大崎４号線 8.0 m ～ 25.5 m ２９６２．４  

86 297 市道富崎１号線 6.0 m ～ 8.2 m ６９８．１  

87 307 市道古間木町内１０号線 6.5 m ～ 10.3 m ７１．４  

88 309 市道平畑６号線 7.0 m ～ 9.4 m ３３２．４  

89 310 市道平畑７号線 6.0 m ～ 6.0 m ４８６．７  

90 320 市道深谷１号線 6.0 m ～ 9.7 m ３３６．０  

91 336 市道南町４号線 8.2 m ～ 10.1 m １４６．４  

92 337 市道南町５号線 7.0 m ～ 9.2 m ２２９．０  

93 340 市道平畑６６町内線 7.0 m ～ 10.6 m ５１３．０  

94 342 市道浜三沢１号線 6.0 m ～ 8.2 m １１１．６  

95 350 市道深谷４号線 6.1 m ～ 6.9 m ８０．６  

96 351 市道深谷５号線 6.1 m ～ 8.0 m ９５．８  

97 352 市道深谷６号線 6.1 m ～ 7.8 m ７５．３  

98 353 市道深谷７号線 6.1 m ～ 7.2 m １０６．８  

99 356 市道三沢１号線 8.5 m ～ 16.0 m ４３６．４  

100 357 市道２５２号線 6.0 m ～ 6.0 m ２２８．５  

101 358 市道２５３号線 6.0 m ～ 6.0 m １０８．９  

102 359 市道２５４号線 6.0 m ～ 6.0 m １１２．３  

103 360 市道２５５号線 6.0 m ～ 6.0 m １０６．１  

104 361 市道２５６号線 6.0 m ～ 6.0 m １１２．１  

105 362 市道２５７号線 6.0 m ～ 6.0 m ２２４．３  

106 363 市道２６４号線 6.0 m ～ 6.0 m ４７．３  
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№ 路線番号 路線名 幅員 実延長 備考欄 

107 364 市道２６５号線 6.0 m ～ 6.0 m ４３．１  

108 365 市道２７８号線 12.0 m ～ 12.0 m ３０２．８  

109 366 市道２７９号線 6.0 m ～ 6.0 m ２８２．７  

110 367 市道２８０号線 6.0 m ～ 6.0 m ８４．７  

111 368 市道２８１号線 6.0 m ～ 6.0 m １７２．６  

112 369 市道２８２号線 6.0 m ～ 6.0 m ２７９．３  

113 370 市道２８３号線 6.0 m ～ 6.0 m ３１．８  

114 371 市道２８４号線 6.0 m ～ 6.0 m ２２５．２  

115 373 市道三川目・百石線 7.0 m ～ 11.5 m １０３７．３  

116 374 市道南町１０号線 7.0 m ～ 7.8 m １３７．６  

117 376 市道２６６号線 12.0 m ～ 16.6 m ７６７．１  

118 377 市道２６７号線 6.0 m ～ 8.8 m ３４７．１  

119 378 市道２７２号線 6.0 m ～ 8.5 m １２０．２  

120 379 市道２７７号線 6.0 m ～ 8.1 m ２５９．３  

121 383 市道細谷３号線 6.0 m ～ 6.8 m ９５．２  

122 386 市道平畑９号線 6.0 m ～ 8.3 m ３３５．７  

123 387 市道平畑１０号線 6.0 m ～ 8.8 m ３２７．９  

124 389 市道平畑１２号線 6.0 m ～ 6.5 m ２５９．６  

125 391 市道平畑１４号線 6.0 m ～ 7.5 m １６９．８  

126 392 市道平畑１５号線 6.0 m ～ 7.2 m １４８．４  

127 398 市道１４１号線 6.0 m ～ 8.4 m ８７．４  

128 399 市道１４２号線 6.0 m ～ 8.3 m ３７．９  

129 401 市道２８５号線 6.0 m ～ 8.0 m ３１．４  

130 402 市道２８６号線 6.0 m ～ 9.0 m ５９２．４  

131 403 市道２８７号線 6.0 m ～ 9.6 m １８１．７  

132 404 市道２９３号線 6.0 m ～ 8.1 m ５８．０  

133 405 市道２９４号線 6.0 m ～ 8.6 m ４４．８  

134 406 市道２９５号線 6.0 m ～ 8.6 m ４３６．８  

135 407 市道２９６号線 6.0 m ～ 8.2 m １１４．３  

136 408 市道２９７号線 6.0 m ～ 8.5 m １１３．３  

137 409 市道２９８号線 6.0 m ～ 8.5 m １１２．５  

138 410 市道２９９号線 6.0 m ～ 7.6 m １１２．２  

139 411 市道３１０号線 6.0 m ～ 8.2 m ３２５．１  

140 412 市道３１１号線 6.0 m ～ 9.5 m ３３６．０  

141 413 市道３１３号線 6.0 m ～ 8.6 m ２６９．９  

142 414 市道３１７号線 6.0 m ～ 8.4 m １０６．９  
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№ 路線番号 路線名 幅員 実延長 備考欄 

143 415 市道３１８号線 6.0 m ～ 8.6 m ２９６．１  

144 416 市道姉沼・淋代平線 6.8 m ～ 13.8 m １４９１．１  

145 417 市道２７６号線 6.0 m ～ 6.0 m ４４．３  

146 418 市道３１２号線 6.0 m ～ 8.7 m １１３．３  

147 419 市道３１４号線 6.0 m ～ 8.5 m ２００．９  

148 420 市道３１５号線 6.0 m ～ 8.7 m １０５．４  

149 421 市道３１６号線 6.0 m ～ 8.0 m １９７．４  

150 422 市道３１９号線 6.0 m ～ 8.4 m ２２７．５  

151 423 市道３２０号線 6.0 m ～ 8.5 m １００．６  

152 424 市道３２６号線 6.0 m ～ 8.7 m １５３．４  

153 425 市道３３１号線 6.0 m ～ 8.6 m １３９．６  

154 426 市道堀口２号線 12.0 m ～ 12.9 m ３０６．４  

155 427 市道堀口３号線 6.0 m ～ 15.0 m ３５７．１  

156 428 市道堀口１号線 6.0 m ～ 8.6 m １４７．３  

157 436 市道２１０号線 6.0 m ～ 6.0 m １３１．３  

158 437 市道２８８号線 6.0 m ～ 6.0 m ８９．３  

159 438 市道２８９号線 6.0 m ～ 8.1 m ２４９．５  

160 439 市道２９０号線 6.0 m ～ 8.5 m １２１．７  

161 440 市道２９１号線 6.0 m ～ 6.0 m ３７．８  

162 441 市道３０１号線 6.0 m ～ 8.1 m １１８．３  

163 442 市道３０３号線 6.0 m ～ 6.0 m １１３．５  

164 443 市道３２７号線 6.0 m ～ 8.1 m ２３２．１  

165 444 市道３２８号線 6.0 m ～ 9.0 m ９４．４  

166 445 市道３２９号線 6.0 m ～ 8.1 m １４４．４  

167 446 市道３３０号線 6.0 m ～ 8.9 m ９０．５  

168 447 市道３３２号線 6.0 m ～ 9.1 m ２３７．７  

169 450 市道２１２号線 6.0 m ～ 6.0 m １０１．６  

170 453 市道２００号線 6.0 m ～ 8.8 m ２８．９  

171 454 市道２０１号線 6.0 m ～ 9.7 m ４２４．９  

172 455 市道２０４号線 6.0 m ～ 10.7 m １０２．３  

173 457 市道２０６号線 6.0 m ～ 8.5 m ５７．８  

174 458 市道２２６号線 6.0 m ～ 8.4 m ４４７．９  

175 459 市道２２７号線 6.0 m ～ 9.2 m １１８．７  

176 460 市道２２８号線 6.0 m ～ 8.5 m １２２．４  

177 461 市道２４８号線 6.0 m ～ 6.0 m ２６２．３  

178 462 市道２５１号線 6.0 m ～ 6.0 m ２３２．１  
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№ 路線番号 路線名 幅員 実延長 備考欄 

179 463 市道２５８号線 6.0 m ～ 8.2 m ２２４．２  

180 464 市道２５９号線 6.0 m ～ 6.0 m ２２４．１  

181 465 市道２６０号線 6.0 m ～ 6.0 m ２３０．２  

182 466 市道２６１号線 6.0 m ～ 6.0 m ３７２．５  

183 467 市道２６３号線 6.0 m ～ 6.0 m ３６９．６  

184 469 市道３０７号線 6.0 m ～ 8.9 m ２１０．４  

185 470 市道３０９号線 6.0 m ～ 8.9 m ２２３．８  

186 471 市道３２１号線 6.0 m ～ 6.0 m ６６．２  

187 472 市道３２２号線 6.0 m ～ 6.0 m ７１．３  

188 473 市道３２３号線 6.0 m ～ 8.0 m １４１．７  

189 474 市道３２４号線 6.0 m ～ 8.6 m ４０２．２  

190 475 市道３２５号線 12.0 m ～ 15.6 m ４８７．９  

191 481 市道岡三沢７号線 6.0 m ～ 7.0 m ２０９．３  

192 482 市道深谷８号線 6.9 m ～ 8.4 m ３０６．９  

193 484 市道堀口４号線 12.0 m ～ 15.6 m １０９．６  

194 485 市道深谷９号線 9.5 m ～ 16.6 m ３０９．２  

195 486 市道２２５号線 6.0 m ～ 8.0 m ７４．１  

196 487 市道２６２号線 6.0 m ～ 6.0 m １０８．５  

197 488 市道２７４号線 6.0 m ～ 8.9 m ２９７．１  

198 489 市道３０２号線 11.2 m ～ 15.2 m ６８０．７  

199 490 市道３０４号線 6.0 m ～ 8.2 m １２７．４  

200 491 市道３０６号線 6.0 m ～ 8.6 m ２６３．９  

201 493 市道堀口５号線 11.0 m ～ 25.1 m ２８２．０  

202 497 市道山中１号線 6.0 m ～ 12.6 m ９４４．７  

203 498 市道栄町町内１号線 6.0 m ～ 7.8 m １１６．７  

204 499 市道２１９号線 6.0 m ～ 9.0 m ３０６．０  

205 500 市道２６８号線 6.0 m ～ 7.9 m １３２．５  

206 501 市道２６９号線 6.0 m ～ 8.7 m ７２．４  

207 502 市道２７３号線 6.0 m ～ 9.3 m ３０５．９  

208 503 市道３３５号線 6.0 m ～ 6.0 m ７１２．８  

209 504 市道２３１号線 6.0 m ～ 8.8 m ４９３．３  

210 505 市道２３５号線 6.0 m ～ 8.0 m ２４２．２  

211 506 市道２４７号線 6.0 m ～ 8.2 m ２３２．０  

212 507 市道２９２号線 6.0 m ～ 8.0 m ３６５．８  

213 508 市道さつきヶ丘１号線 9.0 m ～ 13.6 m ２３５．０  

214 509 市道さつきヶ丘２号線 9.5 m ～ 13.6 m １９３．０  
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215 511 市道さつきヶ丘４号線 6.0 m ～ 8.1 m １２７．２  

216 512 市道さつきヶ丘５号線 6.0 m ～ 7.5 m １３０．４  

217 513 市道さつきヶ丘６号線 6.0 m ～ 8.1 m １３３．６  

218 514 市道さつきヶ丘７号線 6.0 m ～ 9.0 m １３６．１  

219 515 市道さつきヶ丘８号線 6.0 m ～ 7.8 m ４４．１  

220 516 市道さつきヶ丘９号線 6.0 m ～ 8.0 m ４４．１  

221 519 市道２２２号線 6.0 m ～ 8.7 m ９６．３  

222 520 市道２２３号線 6.0 m ～ 9.0 m ３７７．８  

223 521 市道２２９号線 6.0 m ～ 8.6 m １６８．５  

224 522 市道２７５号線 6.0 m ～ 8.4 m ７８．８  

225 530 市道大津４号線 6.1 m ～ 8.0 m ８７．７  

226 531 市道大津５号線 6.1 m ～ 7.3 m １１３．８  

227 532 市道大津６号線 6.1 m ～ 9.0 m １４８．２  

228 534 市道大津８号線 6.1 m ～ 8.0 m ６３．５  

229 536 市道大津１０号線 6.1 m ～ 8.6 m １３２．２  

230 538 市道大津１２号線 6.1 m ～ 8.8 m ２８６．１  

230 538 市道大津１２号線 6.1 m ～ 8.8 m ２８６．１  

231 539 市道大津１３号線 6.1 m ～ 9.3 m １１９．９  

232 540 市道大津１４号線 6.1 m ～ 8.7 m １１９．９  

233 541 市道大津１５号線 6.1 m ～ 8.0 m ９８．２  

234 542 市道大津１６号線 6.1 m ～ 8.3 m １４８．７  

235 543 市道大津１７号線 6.1 m ～ 9.7 m ２０３．１  

236 544 市道２０２号線 6.0 m ～ 7.8 m ７３．０  

237 545 市道２０３号線 6.0 m ～ 8.7 m ９３．２  

238 546 市道２３８号線 6.0 m ～ 8.6 m ３２．４  

239 547 市道２３９号線 6.0 m ～ 7.9 m ２８８．８  

240 550 市道２４２号線 6.0 m ～ 8.5 m １５５．５  

241 551 市道２４３号線 6.0 m ～ 8.2 m １７６．８  

242 552 市道３４６号線 6.0 m ～ 8.2 m ８７．３  

243 554 市道２０８号線 6.0 m ～ 8.5 m １８６．１  

244 555 市道２１７号線 6.0 m ～ 8.6 m ２７４．０  

245 556 市道２１８号線 6.0 m ～ 8.6 m ６６．７  

246 557 市道２２０号線 6.0 m ～ 8.6 m ５６．３  

247 558 市道２２１号線 6.0 m ～ 8.1 m ７９．０  

248 559 市道２２４号線 6.0 m ～ 9.1 m ７７．７  

249 560 市道２３０号線 6.0 m ～ 8.9 m ３９９．３  
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№ 路線番号 路線名 幅員 実延長 備考欄 

250 561 市道２３２号線 6.0 m ～ 8.1 m ２０５．１  

251 562 市道２３３号線 6.0 m ～ 8.6 m ２１０．６  

252 563 市道２３４号線 6.0 m ～ 8.7 m ２７１．６  

253 564 市道２３７号線 6.0 m ～ 8.3 m ９９．１  

254 565 市道２４４号線 6.0 m ～ 9.0 m ８１．３  

255 566 市道２４５号線 6.0 m ～ 9.0 m １７１．６  

256 567 市道２４６号線 6.0 m ～ 8.6 m １７２．０  

257 568 市道２４９号線 6.0 m ～ 8.5 m ８９．１  

258 569 市道２５０号線 6.0 m ～ 7.8 m １１２．９  

259 571 市道２７１号線 6.0 m ～ 9.5 m １２０．２  

260 572 市道３０５号線 6.0 m ～ 8.9 m ２９２．３  

261 574 市道３３３号線 8.0 m ～ 9.5 m １０４５．７  

262 575 市道３３４号線 6.0 m ～ 6.0 m ７２６．５  

263 576 市道３３６号線 6.0 m ～ 6.0 m １８４．９  

264 587 市道３４８号線 6.0 m ～ 8.6 m １８．７  

265 589 市道３５０号線 6.0 m ～ 6.0 m １３２．６  

266 601 市道３６２号線 6.0 m ～ 7.4 m ３８．９  

267 611 市道３７２号線 6.0 m ～ 9.5 m ６３．６  

268 612 市道３７３号線 6.0 m ～ 8.5 m ５５．７  

269 613 市道松原１号線 11.0 m ～ 19.4 m ４２０．８  

270 614 市道３７４号線 7.3 m ～ 10.4 m ４９１．６  

271 619 市道浜三沢町内線 6.0 m ～ 8.8 m ２１０．９  

272 627 市道平畑１７号線 6.0 m ～ 8.9 m ９７．５  

273 629 市道南山２号線 12.0 m ～ 22.2 m ３４８．２  

274 630 市道浜三沢３号線 7.7 m ～ 9.1 m ２５６．１  

275 631 市道南山７号線 6.0 m ～ 6.0 m １５６．７  

276 632 市道南山４号線 6.0 m ～ 7.4 m ３７．０  

277 633 市道南山５号線 6.0 m ～ 8.1 m ３７．８  

278 635 市道古間木１１号線 6.0 m ～ 6.0 m １０４．３  

279 636 市道３７９号線 6.0 m ～ 7.5 m ５０．２  

280 639 市道大津１９号線 6.1 m ～ 8.7 m １１５．０  

281 640 市道大津２０号線 6.1 m ～ 8.4 m １８０．３  

282 642 市道大津２２号線 6.1 m ～ 8.6 m １２９．５  

283 644 市道大津２４号線 6.1 m ～ 8.6 m ２５６．０  

284 645 市道大津２５号線 6.1 m ～ 9.6 m ３８８．６  

285 646 市道大津２６号線 6.1 m ～ 9.1 m ２９８．８  
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286 647 市道大津２７号線 6.1 m ～ 8.6 m ２０２．６  

287 648 市道大津２８号線 6.1 m ～ 9.1 m １４１．５  

288 649 市道南山６号線 12.0 m ～ 16.1 m ３０１．１  

289 651 市道泉町１号線 7.0 m ～ 27.2 m ２０９．６  

290 653 市道３８０号線 6.0 m ～ 8.7 m １１８．３  

291 654 市道自由ケ丘２号線 6.1 m ～ 10.3 m １４４．１  

292 655 市道日の出・深谷線 9.3 m ～ 15.5 m ７６８．０  

293 658 市道３８１号線 6.0 m ～ 8.7 m ７９．８  

294 660 市道園沢５号線 6.0 m ～ 8.5 m ３０６．７  

295 661 市道園沢６号線 10.0 m ～ 15.0 m １４８．８  

296 662 市道園沢７号線 6.0 m ～ 7.8 m ９７．５  

297 663 市道園沢８号線 6.0 m ～ 7.5 m ４４６．８  

298 665 市道深谷１０号線 8.7 m ～ 12.3 m ２５２．９  

299 666 市道南山３号線 12.0 m ～ 20.7 m １２７９．３  

300 668 市道岡三沢９号線 6.0 m ～ 7.6 m ２４９．５  

301 669 市道淋代平１８号線 16.0 m ～ 25.7 m １０１６．３  

302 672 市道大津２９号線 6.0 m ～ 7.7 m ２８７．３  

303 673 市道園沢９号線 16.0 m ～ 23.5 m １７８．８  

304 674 市道園沢１０号線 10.0 m ～ 20.1 m １０５４．１  

305 675 市道３８２号線 6.0 m ～ 8.3 m ８１．４  

306 676 市道大町１号線 6.0 m ～ 7.4 m １７３．０  

307 678 市道堀口６号線 6.0 m ～ 7.8 m ９２．０  

308 679 市道日の出１号線 6.0 m ～ 8.3 m １７３．８  

309 680 市道日の出２号線 6.0 m ～ 7.8 m １６４．１  

310 681 市道南山８号線 6.0 m ～ 8.4 m １３３．７  

311 682 市道南山９号線 6.0 m ～ 9.6 m １６０．０  

312 686 市道南山１３号線 6.0 m ～ 8.0 m ５７．６  

313 689 市道松原２号線 6.0 m ～ 7.6 m ３６．０  

314 691 市道泉町３号線 6.0 m ～ 7.1 m ５０．５  

315 692 市道泉町４号線 6.0 m ～ 6.7 m ３７．０  

316 694 市道新町２号線 6.0 m ～ 7.6 m １１７．１  

317 695 市道上久保１号線 6.0 m ～ 9.3 m １１５．０  

318 698 大空ひろば線 12.9 m ～ 27.0 m ５９２．３  

319 699 市道泉町５号線 6.0 m ～ 9.6 m ８８．３  

320 700 市道岡三沢１０号線 6.0 m ～ 6.0 m ４９．０  

321 701 市道春日台５号線 6.0 m ～ 7.5 m ７２．０  
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322 704 市道栄町町内３号線 6.0 m ～ 6.0 m ３７．０  

323 707 市道古間木１４号線 6.0 m ～ 6.0 m ５０．０  

324 708 市道古間木１５号線 6.0 m ～ 6.0 m ７４．０  

325 709 市道南町１１号線 6.0 m ～ 8.6 m ９９．０  

326 711 市道古間木２号線 8.4 m ～ 29.3 m ２５０７．５  

327 714 市道堀口８号線 6.0 m ～ 8.0 m ６７．５  

328 716 南山１７号線 6.0 m ～ 9.8 m １１２．２  

329 717 市道南山１６号線 6.0 m ～ 9.4 m ２２３．１  

330 718 市道３７号線 7.0 m ～ 8.6 m ６５．５  

331 719 市道松ヶ岡１号線 6.0 m ～ 7.6 m １２８．８  

332 720 市道南山１５号線 9.3 m ～ 20.3 m ２０３．７  

333 721 市道南山１８号線 6.0 m ～ 6.5 m ２０１．２  

334 722 市道南町１２号線 6.0 m ～ 8.4 m １３４．１  

335 723 市道岡三沢２号線 12.0 m ～ 19.8 m １３１．２  

336 724 市道四川目７号線 6.0 m ～ 6.0 m １４９．０  

337 726 浜三沢４号線 6.8 m ～ 15.2 m ７４５．１  

338 728 市道下久保１号線 7.5 m ～ 8.8 m ４６．５  

339 729 市道東岡三沢・松原線 13.0 m ～ 135.0 m ３３４１．１  

340 730 市道大町・中央町線 16.0 m ～ 26.5 m ２２２．６  

341 733 市道中央町・ゲート前線 6.0 m ～ 8.2 m ３２９．６  

342 734 市道中央町地区１号線 6.0 m ～ 8.2 m ３１．２  

343 735 市道中央町地区２号線 6.0 m ～ 8.2 m １７．７  

344 736 市道中央町地区３号線 6.0 m ～ 8.5 m ３８．８  

345 737 市道中央町地区４号線 6.0 m ～ 9.0 m ３８．９  

346 739 市道園沢１１号線 6.0 m ～ 9.6 m ２９１．６  

347 740 市道園沢１２号線 6.0 m ～ 6.8 m １４９．６  

348 741 市道園沢１３号線 6.0 m ～ 9.6 m １０２．０  

349 742 市道園沢１４号線 6.0 m ～ 9.6 m ３７．５  

350 743 市道園沢１５号線 6.0 m ～ 9.6 m ３０．５  

351 744 市道園沢１６号線 6.0 m ～ 9.6 m １６６．０  

352 745 市道園沢１７号線 6.9 m ～ 6.9 m ６８．８  

353 746 市道前平３号線 13.0 m ～ 21.4 m ３２３．８  

354 748 市道前平８号線 9.8 m ～ 13.4 m １５６．９  

355 749 市道前平９号線 9.8 m ～ 13.4 m １５９．９  

356 751 市道前平２１号線 6.0 m ～ 9.6 m １８１．０  

357 752 市道前平２２号線 6.0 m ～ 9.6 m １９４．２  
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№ 路線番号 路線名 幅員 実延長 備考欄 

358 755 市道庭構１号線 9.8 m ～ 19.6 m ９２８．８  

359 757 市道前平１号線 9.8 m ～ 18.2 m ７３７．８  

360 758 市道前平２号線 13.0 m ～ 21.6 m ３８４．６  

361 759 市道前平４号線 13.0 m ～ 21.5 m ３６７．０  

362 760 市道前平６号線 9.8 m ～ 13.3 m １５５．８  

363 761 市道前平７号線 9.8 m ～ 13.4 m １２６．０  

364 762 市道前平１０号線 9.8 m ～ 13.4 m ３５１．５  

365 763 市道前平１１号線 9.8 m ～ 13.4 m １７４．７  

366 764 市道前平１２号線 6.0 m ～ 9.6 m ３０５．３  

367 765 市道前平１３号線 6.0 m ～ 9.6 m ２００．０  

368 766 市道前平１４号線 6.0 m ～ 9.6 m ２９０．４  

369 767 市道前平１５号線 6.0 m ～ 9.6 m １８２．２  

370 768 市道前平１７号線 6.0 m ～ 9.6 m ７６．６  

371 769 市道前平１８号線 6.0 m ～ 9.6 m ７３．４  

372 770 市道前平１９号線 6.0 m ～ 9.6 m ５９．８  

373 771 市道前平２０号線 6.0 m ～ 9.6 m ５９．７  

374 772 市道庭構２号線 6.0 m ～ 7.0 m ３８１．３  

375 791 市道春日台８号線 6.0 m ～ 9.6 m １８０．２  

376 792 市道松原・深谷線 10.7 m ～ 30.8 m １５８７．３  

377 793 市道深谷１０号線 10.0 m ～ 20.6 m ３１８．１  

378 794 市道深谷１１号線 10.0 m ～ 23.2 m ２９０．７  

379 797 市道大津３１号線 6.0 m ～ 7.0 m ２０５．６  

380 799 市道大町２号線 7.0 m ～ 23.4 m ３７．４  

381 800 市道前平２３号線 8.9 m ～ 13.6 m ４１５．２  

382 801 市道前平２４号線 6.0 m ～ 9.5 m ３２５．７  

383 802 市道前平２５号線 6.0 m ～ 9.6 m ３２６．７  

384 803 市道前平２６号線 6.0 m ～ 9.5 m ２１２．７  

385 804 市道前平２７号線 6.0 m ～ 9.7 m １５７．１  

386 805 市道前平２８号線 6.0 m ～ 9.6 m ８３．９  

387 806 市道前平２９号線 6.0 m ～ 9.6 m ７８．３  

388 807 市道前平３０号線 6.0 m ～ 9.5 m ５５．３  

389 808 市道前平３１号線 6.0 m ～ 9.5 m ３６．１  

390 809 市道前平３２号線 6.0 m ～ 9.5 m ３５．９  

391 815 市道南山１９号線 10.5 m ～ 20.1 m ２９６．０  

392 816 市道前平３３号線 10.4 m ～ 17.5 m ７９５．３  

393 817 市道南山２０号線 6.0 m ～ 6.3 m １２６．５  
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№ 路線番号 路線名 幅員 実延長 備考欄 

394 821 市道堀口１０号線 7.5 m ～ 20.1 m １２１．１  

395 822 市道堀口１１号線 11.0 m ～ 21.8 m ６６１．３  

396 823 市道深谷町内１号線  6.0 m ～ 8.6 m ３４０．７  

397 825 市道駒沢５号線 10.0 m ～ 12.0 m ２９４．４  

398 828 市道堀口１４号線 6.0 m ～ 7.6 m ６０．８  

399 829 市道堀口１５号線 6.0 m ～ 8.1 m ７１．７  

400 830 市道浜三沢５号線 6.0 m ～ 8.0 m ７８．１  

401 831 市道南山２１号線 10.1 m ～ 18.6 m １０８．９  

402 832 市道中央町・春日台線 11.0 m ～ 41.8 m ２３４４．９  

403 833 市道千代田町１号線 11.0 m ～ 33.4 m １００．４  

404 834 市道上久保2号線 6.0 m ～ 8.9 m １０６．４  

405 835 市道上久保3号線 7.0 m ～ 9.4 m １０３．４  

406 836 市道上久保4号線 6.0 m ～ 8.4 m ２１６．６  

407 837 市道上久保5号線 6.0 m ～ 8.4 m ４５．７  

408 838 市道上久保6号線 6.0 m ～ 8.4 m ３５．１  

409 839 市道上久保7号線 6.0 m ～ 6.0 m ２７０．９  

410 840 市道上久保8号線 6.0 m ～ 8.0 m ２４３．２  

411 841 市道上久保9号線 6.0 m ～ 8.5 m ７０．３  

412 842 市道上久保10号線 6.0 m ～ 8.5 m ６３．６  

413 843 市道こがね公園西線 6.0 m ～ 7.4 m ６４．５  

414 844 市道101号線 3.5 m ～ 9.7 m ５２０．３  
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資料４６ 

関係機関への伝達責任者及び伝達先 

伝達責任者 

伝 達 先 等 

伝 達 内 容 
伝 達 先 電話番号 

伝 達 方 法 

勤務時間内 勤務時間外 

防災管理課長 庁内各課 各課電話番号 

庁内放送 

(使送) 

電 話 

各部の連絡責任者へ電話

（警備員が受領した場合

は、警備員から電話） 
すべての特別

警報、警報、

特に必要と認

める注意報 

農 政 課 長 
おいらせ農業 

協 同 組 合 
0176-54-2211 電 話 電   話 

水産振興課長 
三 沢 市 漁 業 

協 同 組 合 
0176-54-2202 電 話 電   話 

 

資料４７ 

一般住民に対する周知方法 
通報責任者 周知先 周 知 方 法 通報内容 

防 災 管 理 課 長 

住民 

防災行政無線、防災メール、エリアメール、 

ホームページ、ケーブルテレビ すべての特別

警報、警報、

特に必要と認

める注意報 

広 報 広 聴 課 長 ケーブルテレビ 

消 防 本 部 警 防 課 長 防災行政無線、広報車 

 

 

資料４８ 

災害広報に関する担当及び連絡方法 

区 分 責 任 者 連 絡 方 法 

住 民 担 当 
防 災 管 理 課 長 

広 報 広 聴 課 長 

防災行政無線、防災メール、エリアメール、 

ホームページ、ケーブルテレビ、広報車等 

報 道 機 関 担 当 
防 災 管 理 課 長 

広 報 広 聴 課 長 
口頭、文書 

防災関係機関担当 防 災 管 理 課 長 有線電話、無線電話 

庁 内 担 当 管 財 課 長 庁内放送、庁内電話 
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資料４９ 
 

 

 

三沢市消防本部緊急消防援助隊受援計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年４月 

三沢市消防本部 
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【別表等】 

別表１ 用語の定義 

別表２ 関係機関及び連絡窓口一覧表 

別表３ 進出拠点一覧表 

別表４ ヘリコプター離着陸場一覧表 

別表５ 給油可能施設一覧表 

別表６ 消火栓規格一覧表 

別表７ 食物等物資の補給体制一覧表 

別表８ 宿営場所一覧表 

別表９ 医療機関一覧表 

別表10 重機派遣体制一覧表 

別図１ 応援要請連絡系統図 

別図２－１ 指揮系統図 

別図２－２ 指揮系統図 

別図３ 無線通信体制図 

 

様式第１号 災害状況等連絡書 

様式第２号 災害状況報告書 

 

要請要綱別記様式１－２ 応援等要請のための連絡事項 

※要請要綱別記様式は、「要請要綱」によるものとする。 

 

  

２ 
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第1章 総則 

 

１ 目的 

  この計画は、三沢市内において、「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱」

(平成２７年消防広第７４号。以下「要請要綱」という。) 、「緊急消防援助隊の運用に

関する要綱」（平成１６年消防震第１９号。以下「運用要綱」という。）及び青森県緊

急消防援助隊受援計画に基づき、緊急消防援助隊の応援を受ける場合の受援体制等につ

いて三沢市消防本部緊急消防援助隊受援計画 (以下「計画」という。) として必要な事

項を定め、緊急消防援助隊が円滑に活動できる体制の確保等を図ることを目的とする。 

 

２ 用語の定義 

  この計画において、使用する用語の定義は、次に定めるところによる。 

 ⑴ 警防本部長とは、三沢市消防警防規程（平成２７年消本訓令第７号、以下「規程」

という。）第２９条で定める消防長をいう。 

 ⑵ 県内応援部隊とは、組織法第３９条の規定に基づき三沢市内に出動する青森県内消

防本部の応援部隊をいう。 

 ⑶ 都道府県隊とは、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関

する計画（平成１６年消防震第９号、以下「基本計画」という。）第２章緊急消防援

助隊の編成、第２節都道府県大隊の編成に定める青森県以外の都道府県の緊急消防援

助隊をいう。 

 ⑷ 指揮支援部隊とは、被災地における緊急消防援助隊の指揮が円滑に行われるよう支

援活動を行う次の消防本部の指揮支援隊により編成された部隊をいう。 

  ① 仙台市消防局 

  ② 札幌市消防局 

  ③ 東京消防庁 

  ④ 横浜市消防局 

  ⑤ 川崎市消防局 

  ⑥ 新潟市消防局 

  ⑦ 相模原市消防局 

 ⑸ 代表消防機関とは、青森地域広域事務組合消防本部をいう。ただし、青森地域広域

事務組合消防本部が被災等によりその任務を遂行できない場合は、代表消防機関代行

（弘前地区消防事務組合消防本部又は八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部）がこ

れを代行する。 

 ⑹ 地域ブロック代表消防機関とは、青森県消防相互応援協定書に定める次の地区を取

りまとめる消防本部をいう。 

地  域 

ブロック 
代表消防機関 地域ブロック区分内消防本部 

青  森 
青森地域広域 

事務組合消防本部 

青森地域広域事務組合消防本部管内 

北部上北広域事務組合消防本部管内 

下北地域広域行政事務組合消防本部管内 

弘  前 
弘前地区消防 

事務組合消防本部 

弘前地区消防事務組合消防本部管内 

五所川原地区消防事務組合消防本部管内 

つがる市消防本部管内 

鯵ヶ沢地区消防事務組合消防本部管内 

３ 
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八  戸 

八戸地域広域 

市町村圏事務組合消防

本部 

八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部

管内 

十和田地域広域事務組合消防本部管内 

三沢市消防本部管内 

中部上北広域事業組合消防本部管内 

 ⑺ 市長等とは、市長及びその委任を受けた消防長をいう。 

 ⑻ 前項までに定めるもののほか、用語については、別表1のとおりとする。 

 

 

第２章 応援要請の手続き 

 

１ 応援要請要領 

  緊急消防援助隊の応援要請の流れは、別図１を基本とし、要請する場合は次の要領に

よる。 

⑴ 市長等から知事への応援要請 

   市長等は、大規模な災害等に際し、自らの消防力では対応できず、緊急消防援助隊

の応援を受ける必要があると判断した場合は、青森県知事（以下「知事」という。）

に対して、当該応援が必要である旨を直ちに電話により連絡するものとし、災害の概

況、出動希望及び活動内容、その他必要となるべき事項が明らかになり次第、電話に

より連絡するものとする。なお、詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別、規

模等に関する書面による連絡は、これらを把握した時点でファクシミリ等により、速

やかに行うものとする。   （要請要綱別記様式１－２） 

   ただし、知事に連絡をとることができない場合は、消防庁長官に対して電話等によ

り要請するものとし、事後速やかに知事に連絡する。 

   また、市長等は併せて応援要請を行った旨を代表消防機関及び地域ブロック代表消

防機関に連絡する。 

 ⑵ 応援要請時に必要な情報 

  ① 災害発生日時 

  ② 災害発生場所 

  ③ 災害の種別・状況 

  ④ 人的・物的被害の状況（可能な限り集約したもの） 

  ⑤ 必要応援部隊及び活動内容 

 ⑶ 応援部隊が出動するまでに必要な情報 

   市長等は、知事に対する第一報要請時に、必要な情報を連絡後、引続き次に掲げる

内容を速やかに連絡しなければならない。 

  ① 緊急消防援助隊の応援を必要とする地域 

  ② 緊急消防援助隊の進出拠点 

  ③ 緊急消防援助隊の到達ルート 

  ④ その他必要な情報 

    （気温・積雪などの気象情報、チェーンの装着・防寒着等の装備の必要性等） 

⑷ 迅速出場等適用時の対応 

  要請要綱第５条に規定する出動準備を行う災害又は要請要綱第２６条に規定する迅

速出動が適用となる災害が三沢市内で発生した場合は、直ちに被害状況の収集、緊急

消防援助隊の応援が必要となることを確認し、県に対して報告するものとする。（様

式第２号） 

４ 
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２ 応援要請時等の主な連絡先 

  関係機関及び連絡窓口については、別表２のとおりとする。 

 

３ 情報連絡方法 

  原則として有線（携帯）電話、ファクシミリ等によるものとするが、有線途絶等の場

合は、無線、衛星携帯電話等を活用するものとする。 

 

 

              第３章 受援体制 

 

１ 調整本部の設置 

  要請要綱第４章第１２条第４項第３号並びに県受援計画第３章に基づく調整本部の被

災地消防本部の派遣職員は、警防本部長が指名する職員をもって充てる。なお、調整本

部が設置されない場合は、市長等が調整本部と同様の組織を設置することができる。 

 

２ 指揮本部の設置 

  警防本部長は、大規模災害等が発生し、緊急消防援助隊の要請連絡等を行ったときは、

指揮体制及び受援体制の早期確立のため、消防本部に指揮本部を設置するものとする。 

 

３ 被災地消防本部の対応 

  三沢市内が壊滅的な被害を受けるなど、緊急消防援助隊の受入れ態勢が整わないと判

断した場合は、県及び代表消防機関に遅滞なくその任務に係る調整を求めるものとする。 

 

 

第４章 指揮体制及び通信運用 

 

１ 指揮命令体制 

  指揮者は緊急消防援助隊指揮支援本部長の補佐を受け、各都道府県隊の活動を指揮す

る。 

  指揮本部は、緊急消防援助隊等の活動に関して必要な関係機関との連絡調整について、

必 

要に応じて青森県災害対策本部又は市災害対策本部に依頼する。 

応援活動に従事する緊急消防援助隊の指揮命令体制に関する機関は、次のとおりとす

る。 

 ⑴ 青森県災害対策本部（調整本部設置の場合）  別図２－１のとおり 

 ⑵ 三沢市災害対策本部（調整会議実施の場合）  別図２－２のとおり 

 

２ 緊急消防援助隊と県内応援部隊との指揮系統 

  緊急消防援助隊と県内応援部隊との指揮系統については、別図２-１、別図２－２のと

おり 

 とする。 

 

３ 現地合同調整所の設置 

  指揮者は、災害現場において、自衛隊、警察、海上保安庁、DMAT等関係機関間におけ

５ 
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る情 

報共有及び活動調整等を行うため、必要に応じて、現地合同調整所を設置するものとす

る。 

 

４ 無線運用体制 

  応援時の無線運用を円滑に行うため、県内における無線種別及び無線運用体制につい

ては次のとおりとする。 別図３のとおり 

 ⑴ 統制波 

  ① 指揮本部、調整本部、指揮支援本部及び都道府県隊長相互間の無線通信は、統制

波１を使用するものとし、統制は指揮支援本部が行う。 

  ② 被災地が複数にわたる場合は、指揮支援部隊長は統制波２及び統制波３のいずれ

かから、消防力の配備及び活動状況に応じて使用波を指定する。 

 ⑵ 青森県の主運用波 

   県内応援部隊等間は、青森県主運用波を使用するものとし、統制は青森県大隊が行

う。 

 ⑶ 他都道府県の主運用波 

   都道府県大隊本部、当該都道府県大隊に属する中隊及び統合機動部隊相互の無線通

信は、各都道府県内主運用波を使用するものとし、統制は各都道府県大隊本部が行う。 

   また、同一中隊に属する小隊相互及び同一統合機動部隊に属する小隊相互の無線通

信も同様とする。 

  

 

第５章 情報収集及び提供 

 

１ 調整本部が機能するまでの体制 

情報を常に収集し、地域ブロック代表消防機関、代表消防機関及び青森県危機管理局

に災害状況報告書（様式第２号）又は任意の様式により報告する。 

 

２ 調整本部が機能した後の体制 

調整本部が機能した後における被災地での情報収集は、当消防本部及び青森県大隊長

が行い、調整本部等に報告する。 

 

 

  

６ 
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第６章 応援部隊活動等 

 

１ 応援部隊の進出拠点及び到達ルート 

 ⑴ 航空部隊 

   航空部隊の進出拠点は、青森県緊急消防援助隊航空部隊受援計画のとおりとする。 

 ⑵ 地上部隊 

   地上部隊の進出拠点及び到達ルートは、別表３のとおりとする。 

 ⑶ 水上部隊 

   水上中隊の進出拠点は、別途協議する。 

 

２ 進出拠点への連絡体制 

 ⑴ 指揮本部は、当該進出拠点へ職員を配置し調整本部と進出拠点との連絡体制を確保

する。 

 ⑵ 指揮本部は、調整本部からの指示により、配置した職員を通じ各都道府県大隊等に

対し応援の必要とする被災地及び被災状況を様式第１号により連絡する。この場合に

おいて、道路の被災状況等に応じ、調整本部を通じ青森県警察本部に部隊の誘導を依

頼するものとする。なお、進出拠点へ到着した各都道府県大隊等の隊名、規模等につ

いて確認し、調整本部及び指揮支援本部に対して報告するものとする。 

 ⑶ 指揮者は、必要に応じ、都道府県隊車両に地理に精通した職員等を同乗させるもの

とする。 

 

３ ヘリコプター離着陸可能場所 

  ヘリコプター離着陸場は、別表４のとおりとする。ただし、被災等により使用するこ

とが 

できない場合は、管外における離着陸場の確保を指示するものとする。 

 

４ 燃料補給体制 

給油可能施設は、地上部隊については別表５のとおりとする。ただし、現地給油が必

要な場合は、市長等が給油用タンクローリーの要請を行うものとする。 

  航空部隊については、青森県緊急消防援助隊航空部隊受援計画のとおりとする。 

 

５ 水利状況 

  消火栓の規格は、別表６のとおりとする。 

 

６ 食料等物資の補給体制 

応援部隊に係る発災日より４日間以降の食料、炊飯所の補給物資の調達先は、別表7の

とおりとする。 

 

７ 宿営場所 

  宿営場所は、宿営場所の施設管理者等と調整するとともに、応援都道府県大隊等の受

入れ 

のための人員を必要に応じて派遣するものとする。 

応援部隊の宿営場所は、別表８のとおりとする。 

  

７ 
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８ 医療機関 

  主な医療機関は、別表９のとおりとする。 

 

９ 重機派遣体制 

  主な建設・運輸等は、別表１０のとおりとする。 

 

10 地理の情報 

三沢市内における緊急消防援助隊の部隊配備及び後方支援等を効率的に行うため、次

の事項を記した市内地図等をあらかじめ整備しておくものとする。 

 ⑴ 各部隊の進出拠点 

 ⑵ ヘリコプターの離着陸場 

 ⑶ 燃料補給可能場所 

 ⑷ 防火水槽、河川等水利位置 

 ⑸ 食料品等物資の補給可能場所 

 ⑹ 宿営可能場所 

 ⑺ 広域避難場所 

 ⑻ 救急医療機関 

 

11 任務の付与 

  指揮者は、次に掲げる事項について到着した応援都道府県大隊長等に対して情報提供

を行 

うとともに、任務付与するものとする。 

⑴ 被害状況 

⑵ 活動方針 

⑶ 活動地域及び任務 

⑷ 安全管理に関する体制 

⑸ 使用無線系統 

⑹ 地理及び水利の状況 

⑺ 燃料補給場所 

⑻ その他活動上必要な事項 

 

12 資機材の貸出し等 

  指揮者は、応援都道府県大隊長等に対して無線機等及びその他活動上必要な資機材を

可能な範囲で貸し出すものとする。 

 

13 応援都道府県大隊担当者の配置 

  三沢市または消防本部は、被災地における応援部隊の円滑な活動に資するため、必要

に応じ、各応援都道府県大隊に担当者を配置するものとする。 

 

14 緊急消防援助隊の活動終了 

 ⑴ 市長等は、市災害対策本部の対策状況、指揮支援本部長等からの活動報告、現地合

同指揮所における調整結果等を総合的に勘案し、市の区域内における緊急消防援助隊

の活動終了を判断するものとし、知事に直ちに電話によりその旨を連絡するものとす

る。 

  

８ 
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第７章 経費の負担  

 

緊急消防援助隊に関する経費の負担については、次に定めるところによるものとする。 

１ 「緊急消防援助隊活動費負担金交付要綱」（平成１６年４月９日付け消防震第２３号） 

 

 

第８章 その他 

 

１ その他 

⑴ この計画の運用に際して定めのない事項については、警防本部で協議のうえ決定す

るものとする。 

 ⑵ その他、緊急消防援助隊等に関して必要な事項は消防長が別に定める。 

 ⑶ 受援計画の策定及び変更にあっては、地域防災計画の内容と整合を図ること。 

 ⑷ 受援計画を策定又は変更した場合は、知事に報告すること。 

 

附 則 

この計画は、平成３０年４月１日から施行する。 

９ 
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№ 用語 内容 備考

1 法 「消防組織法（昭和22年12月23日法律第226号）」をいう。

2 基本計画
「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する
計画（平成16年２月６日消防震第９号）」をいう。

3 要請要綱
「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱（平成27年３月31日消
防広第74号）」をいう。

4 運用要綱
「緊急消防援助隊の運用に関する要綱（平成16年３月26日消防震第19
号）」をいう。

5 進出拠点
緊急消防援助隊が被災地に進出するための目標とする拠点（一次的に集
結する場所を含む。）をいう。

運用要綱第２条(12)

6 被災地 大規模災害又は特殊災害が発生した市町村をいう。
基本計画
第１章第２節

7 指揮本部 被災地消防本部の指揮本部をいう。 運用要綱第２条(２)

8 指揮者 被災地の市町村長又はその委任を受けた消防長をいう。
基本計画
第２章第５節１(４)

9 調整本部
被災地の応援等のため当該都道府県及び当該都道府県の区域内の市町
村が実施する措置の総合調整を円滑に実施するため、被災地の属する都
道府県知事が設置する消防応援活動調整本部をいう。

法第44条の２

10 指揮支援本部
被災地の消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並びに緊急消防
援助隊の活動調整、関係機関との活動調整、調整本部に対する報告等を
行うため、指揮支援隊長を本部長として被災地に設置する本部をいう。

運用要綱第16条

11 指揮支援部隊長
指揮支援部隊を統括し、被災地に係る都道府県災害対策本部長又は調整
本部長を補佐し、及び指揮を受け被災地における緊急消防援助隊の活動
を管理することを任務とする者をいう。

基本計画
第２章第５節１(３)

12 指揮支援隊長
被災地の指揮者を補佐し、及び指揮者の指揮を受け被災地における緊急
消防援助隊の活動を管理することを任務とする者をいう。

基本計画
第２章第５節１(４)

13 統合機動部隊

大規模災害又は特殊災害の発生後、都道府県大隊長の指示を受けて、迅
速に先遣出動し、後続する都道府県大隊の円滑な活動に資する情報の収
集及び提供を行うとともに、被災地において消防活動を緊急に行うことを任
務とする部隊をいう。

基本計画
第２章第５節２

用語の定義

別表１
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別表２ 関係機関及び連絡窓口一覧表
時間帯別 連絡・要請窓口 NTT電話 NTTFAX 消防防災電話 消防防災FAX 地域衛星電話（※） 地域衛星FAX

昼間 消 防 保 安 課 02-221

夜間 消防保安課（宿直室経由） －

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間 広 域 応 援 室 03-5253-7527 03-5253-7537 90-49013 90-49033 048-500-90-49013 048-500-90-49033

夜間 宿 直 室 03-5253-7777 03-5253-7553 90-49016 90-49036 048-500-90-49102 048-500-90-49036

昼間 警 防 課 022－234-4280 004-621-2320 004-621-2219

夜間 指 令 課 022-234-2364 004-621-6666 004-621-2339

昼間 消 防 救 助 課 011-215-2060 011-271-0610 001-235-3-2060 001-235-4-3070

夜間 指 令 課 011-215-2080 011-261-9119 001-235-3-2080 001-235-4-3080

昼間 警 防 部 警 防 課 03-3212-2258 03-3213-1476 013-601-9501-3545 013-601-9501-6704

夜間 警 防 部 警 防 課 03-3212-2258 03-3213-1476 013-601-9501-3545 013-601-9501-6704

昼間

夜間

昼間 警 防 部 警 防 課 044-223-2606 044-223-2619

夜間 警 防 部 指 令 課 044-223-2645 044-223-2654

昼間 警 防 課 042-751-9140 042-786-2472

夜間 指 令 課 042-751-9111 042-751-9284

昼間 警 防 課 025-288-3250 025-288-3255 015-492-2053 015-492-2049

夜間 指 令 課 025-288-3270 025-288-3275 015-492-2074 015-492-2079

昼間

夜間

昼間 警 防 課 019-626-7402 019-651-9916 003-414-1

夜間 通 信 指 令 課 019-622-0119 019-626-4016 033-414-2

昼間 消 防 課 022-211-2374 04-8-2374 04-8-2398 004-220-8-2374

夜間 防 災 セ ン タ ー 022-211-2140 04-8-2140 04-8-2140 004-220-8-2140

昼間 警 防 課 022－234-4280 004-621-2320 004-621-2219

夜間 指 令 課 022-234-2364 004-621-6666 004-621-2339

昼間

夜間

昼間 警 防 課 018-823-4243 018-823-9006 005-201-474

夜間 指 令 課 018-823-4265 018-823-7214 005-201-326

昼間 危 機 管 理 課 023-630-2227

夜間 宿 直 室 023-630-2754

昼間 警 防 課 023-634-1197

夜間 通 信 指 令 課 023-634-1198

昼間

夜間

昼間 消 防 救 助 課 011-215-2060 011-271-0610 001-235-3-2060 001-235-4-3070

夜間 指 令 課 011-215-2080 011-261-9119 001-235-3-2080 001-235-4-3080

昼間 消 防 保 安 課 024-521-7190

夜間 担 当 携 帯 080-6028-8970

昼間 警 防 課 024-534-9102 007-270-88-02

夜間 通 信 指 令 課 024-534-0119 007-270-01

昼間 消 防 安 全 課 029-301-2896 029-301-2887 08-2896 008-100-2896 008-100-2887

夜間 防災・危 機管 理課 029-301-2885 029-301-2898 08-2885 008-100-2885 008-100-2898

昼間 消 防 救 助 課 029-221-0124 029-224-1139

夜間 消防救助 課通 信係 029-221-0111 029-224-0147

昼間

夜間

昼間 警 防 課 028-625-3007 028-625-5509

夜間 通 信 指 令 課 028-625-5599 028-625-3001

昼間

夜間

昼間 警防課 027-220-4511 027-220-4527 010-701-1351 010-701-1390

夜間 通信指令課 027-222-4500 027-220-4528 010-701-1400 010-701-1490

昼間 危 機 管 理 防 災 部 消 防 防 災 課 048-830-8171 048-830-8159 11-6-8171 11-6-8159 011-200-6-8171 011-200-6-8159

夜間 システム管理室 048-830-8111 048-830-8119 11-6-8111 11-6-8119 011-200-6-8111 011-200-6-8119

昼間 警 防 部 警 防 課 048-833-7944 048-833-7201 011-704-5512 011-704-5095

夜間 指 令 課 048-833-5000 048-833-1237 011-704-5898 011-704-952

昼間 危機管理課　災害対策室 043-223-2175 043-222-1127

夜間 危機管理課　情報通信管理室 043-223-2178 043-222-5219

昼間 警 防 課 043-202-1612 043-202-1654 101-800-3111 101-800-3109 012-101-800-3111 012-101-800-3109

夜間 ちば消防共同指令センター 043-223-1831 043-202-1678 101-800-3690 101-800-3669 012-101-800-3690 012-101-800-3669

昼間 防 災 対 策 課 03-5388-2456 03-5388-1260 13-70671 13-70013 013-100-70671 013-100-70013

夜間 夜 間 防 災 連 絡 室 03-5388-2459 03-5388-1958 13-70349 13-70023 013-100-70349 013-100-70023

昼間 警 防 部 警 防 課 03-3212-2258 03-3213-1476 013-601-9501-3545 013-601-9501-6704

夜間 警 防 部 警 防 課 03-3212-2258 03-3213-1476 013-601-9501-3545 013-601-9501-6704

昼間 消 防 課 045-210-3436 045-210-8829 14-9722 014-400-3436 014-400-8829

夜間 指 令 情 報 室 045-210-3456 045-201-6409 － 014-400-3456 014-400-6409

昼間

夜間
045-332-1351 045-331-5221 － － 014-700-10-721 014-700-10-740

東
京
都

東 京 都

東 京 消 防 庁 － －

神
奈
川
県

神 奈 川 県 14-9734

横 浜 市 消 防 局 警防部司令課

千
葉
県

千 葉 県 012-500-7320 012-500-7298

千 葉 市 消 防 局

埼
玉
県

埼 玉 県

さ い た ま 市 消 防 局 － －

500-7320 500-7298

027-226-2250

福
島
県

福 島 県 024-521-9829 07-61 07-60

027-221-0158 10-351

茨
城
県

茨 城 県 08-2898

水 戸 市 消 防 本 部

009-500-2136 009-500-2146

宇 都 宮 市 消 防 局 － － 009-651-02 009-651-01

10-310 010-300-1-2250 010-300-1-4453

栃
木
県

栃 木 県 消 防 防 災 課 028-623-2132 028-623-2146 09-7502 09-7506

群
馬
県 前 橋 市 消 防 局 － －

群 馬 県 総務部消防保安課

出動準備都道県大隊及び代表消防機関

北
海
道

北 海 道 危 機 対 策 課 011-204-5009 011-231-4314 01-11 01-11 001-210-22-584 001-210-22-729

－

007-201-2631 007-201-5625

福 島 市 消 防 本 部 024-534-0310 － － 007-270-10

札 幌 市 消 防 局 －

006-800-1205 006-800-1500

山 形 市 消 防 本 部 023-631-7320 － － 006-744-901 006-744-950

005-100-100569 005-100-100600

秋 田 市 消 防 本 部 － －

山
形
県

山 形 県 023-633-4711 06-511 06-500

－ －

秋
田
県

秋 田 県 総 合 防 災 課 018-860-4565 018-824-1190 05-11 05-52

盛岡地区広域消防組

合 消 防 本 部
－ － 003-414-9

宮
城
県

宮 城 県 022-211-2398 004-220-8-2398

仙 台 市 消 防 局 022-234-1111

第一次出動県大隊及び代表消防機関

岩
手
県

岩 手 県 総 合 防 災 室 019-629-5556 019-629-5174 03-17 03-40 003-111-22-5155 003-111-21-181

相 模 原 市 消 防 局 － － 014-557-9200 014-700-10-740

新 潟 市 消 防 局 － －

014-700-10-721 014-700-10-740

川 崎 市 消 防 局 － － 014-300-21-48633 014-300-30-4

008-510-8400

017-729-0377 － － 002-801-810-1-5451

総 務 省 消 防 庁

指揮支援隊

仙 台 市 消 防 局 022-234-1111 － －

札 幌 市 消 防 局 － －

東 京 消 防 庁 － －

横 浜 市 消 防 局 警防部司令課 045-332-1351 045-331-5221 － －

008-510-8450

関   係   機   関   名

青森県・青森県代表消防機関

青 森 県 017-734-9086 017-722-4867 02-229 002-801-810-1-4133 002-801-6021

青 森 県 防 災 航 空 隊 －

青 森 地 域 広 域 事 務 組 合
消 防 本 部

通 信 指 令 課 017-775-0851 017-775-1444 － － 002-801-9012 －

防災航空 セン ター 017-729-0355

005-201-340
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時間帯別 連絡・要請窓口 NTT電話 NTTFAX 消防防災電話 消防防災FAX 地域衛星電話（※） 地域衛星FAX

昼間 消 防 課 025-282-1664

夜間 警 備 員 室 025-285-5511

昼間 警 防 課 025-288-3250 025-288-3255 015-492-2053 015-492-2049

夜間 指 令 課 025-288-3270 025-288-3275 015-492-2074 015-492-2079

昼間 消 防 課 076-444-3188 － － 016-111-80-11-3364

夜間 宿 直 室 076-444-3187 － － 016-111-80-11-3363

昼間 警 防 課 076-493-4872 076-493-4018 － －

夜間 通 信 指 令 課 076-493-4141 076-494-4011 － －

昼間

夜間

昼間 警 防 課 076－280－3094 076－280－0020 － － － －

夜間 情 報 指 令 課 076－280－0119 076－290－4999 － － 017－451 017－451

昼間

夜間

昼間 防災航空 センター 0198-26-5251 0198-26-5256 003-592-1 003-592-9

夜間 航空隊長公用携帯 090-6853-4083 ‐ － －

昼間 防災ヘリコプター管理事務所 0223-23-5760 0223-25-3022 001-010-8816-234-12557(8)

夜間 航空隊長公用携帯 090-6787-6588 － イリジウム衛星携帯

昼間

夜間

昼間 消 防 救 助 課 0133-62-4119 011-271-0632 001-235-3-2080 001-235-4-3080

夜間 指 令 課 011-215-2080 011-261-9119 － －

昼間

夜間

昼間 消 防 防 災 航 空 隊 0237-47-3275

夜間 緊 急 連 絡 用 携 帯 090-1494-1816

昼間 消防防災航空センター 0247-57-3000

夜間 隊 長 携 帯 090-6258-0836

昼間 航 空 担 当 028-677-1119 028-677-0775 009-511-03 009-511-01

夜間 隊 長 携 帯 090-1655-8475 － －

昼間 消防防災航空隊 025-270-0263 025-270-0265

夜間 隊長公用携帯電話 090-8943-9409

昼間 茨城県防 災航 空室 029-857-8511 029-857-8501 － － 008-120-8400 008-120-8450

夜間 防 災 ・ 危 機 管 理 課 029-301-2885 029-301-2898 8-2885 8-2898 008-100-2885 008-100-2898

昼間 防 災 航 空 隊 027-265-0200 027-265-6900 － － 010-360-6300 －

夜間 総務部消防保安課 027-226-2250 027-221-0158 10-351 10-310 010-300-1-2250 010-300-1-4453

昼間 －

夜間 －

昼間 警 防 課 043-202-1612 043-202-1654 101-800-3111 101-800-3109 012-101-800-3111 012-101-800-3109

夜間 ち ば 消 防 共 同 指 令 セ ン タ ー 043-202-1831 043-202-1678 101-800-3690 101-800-3669 012-101-800-3690 012-101-800-3669

昼間 警 防 部 警 防 課 03-3212-2258 03-3213-1476 － － 013-601-9501-3545 013-601-9501-6704

夜間 警 防 部 警 防 課 03-3212-2258 03-3213-1476 － － 013-601-9501-3545 013-601-9501-6704

昼間

夜間

昼間 警 防 部 警 防 課 044-223-2606 044-223-2619

夜間 警 防 部 指 令 課 044-200-2645 044-223-2654

昼間 － －

夜間 － －

昼間 － －

夜間 － －

昼間 消 防 防 災 航 空 隊 0551-20-3601 0551-20-3603 － － 019-416（417） －

夜間
消 防 保 安 課

（ 県 庁 宿 直 室 ）
055-223-1430 055-223-1858 19-2538 19-2529 019-200-2538 019-200-2519

昼間 危機管理 部消 防課 026-235-7182 026-233-4332 20-211 20-241 020-231-5204 020-231-5299

夜間 危機管理 部消 防課 026-235-7182 026-233-4332 20-211 20-241 020-231-5204 020-231-5299

昼間 警 防 部 航 空 課 054-267-3019 054-267-3022

夜間 指 令 課 054-280-0126 054-280-0128

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間

夜間

昼間 017-734-4570 017-722-2379

夜間 － －

昼間 017-734-6732 017-777-4116

夜間 － －

昼間 017-774-9550 017-732-5828 002-801-9612 －

夜間 － － － －

昼間 017-744-2050 017-744-2145 002-801-9602 －

夜間 － － － －

昼間 017-782-1431 017-782-1422

夜間 － －

関   係   機   関   名

東 日 本 旅 客 鉄 道 （ 株 ）
青 森 支 店

総 務 課 － － － －

－ －

東日本高速道路株式会社 青 森 管 理 事 務 所 － － － －

東 日 本 電 信 電 話 （ 株 ）
青 森 支 店

災 害 対 策 室 － －

東 北 電 力 （ 株 ）
青 森 支 店

総 務 課 － －

ライフライン等関係機関

東 北 地 方 整 備 局
青 森 河 川 国 道 事 務 所

調 査 第 二 課 － － － －

八 戸 海 上 保 安 部 警 備 救 難 課 0178-33-1221 0178-33-1223 － －

002-801-9532 －

青 森 海 上 保 安 部 警 備 救 難 課 017-74-2421 017-777-0910 － － 002-801-9522 －

陸 上 自 衛 隊 第 ９ 師 団
第 ３ 部
防 衛 班

017-781-0161
左記電話の内線

6668に接続依頼
－ －

警察・自衛隊等

青 森 県 警 察 本 部
警 備 二 課
災 害 対 策 室

017-723-4211
（内線5752）

017-775-9441 － － － －

017-158

山 梨 県 消 防 防 災 航 空 隊

長 野 県 消 防 防 災 航 空 隊

静 岡 市 消 防 航 空 隊 － － － －

富 山 県 消 防 防 災 航 空 隊

石 川 県 消 防 防 災 航 空 隊 石川県消防防災航空隊 0761-24-8930 0761-24-8931 017-158

防災航空センター 076－495－3060 076－495－3066 016-111-80-41-9-10 016-111-80—41-10

014-700-10-721 014-700-10-740

川 崎 市 消 防 航 空 隊 － － 014-300-21-48633 014-300-30-4

横 浜 市 消 防 局 航 空 隊 警防部司令課 045-332-1351 045-331-5221 － －

011-701-300 011-701-95

千 葉 市 消 防 局 航 空 隊

東 京 消 防 庁 航 空 隊

015-524-10 015-524-40

出動準備航空小隊

茨 城 県 防 災 航 空 隊

群 馬 県 防 災 航 空 隊

埼 玉 県 防 災 航 空 隊 防災航空 センター 049-297-7810 049-297-7906 11-4470-304

栃 木 県 消 防 防 災 航 空 隊 － －

新 潟 県 消 防 防 災 航 空 隊 － －

福 島 県 消 防 防 災 航 空 隊 0247-57-3500 － － 007-333-02 007-333-10

山 形 県 消 防 防 災 航 空 隊 0237-47-3277 － － 066-800-8011 006-800-8018

001-210-39-898 001-210-39-899

札 幌 市 消 防 航 空 隊 － －

秋 田 県 消 防 防 災 航 空 隊 消防防災航空隊班 018-886-8103 018-886-8105 － － 005-110-110511 －

宮 城 県 防 災 航 空 隊
（ 情 報 収 集 ）

－ － －

北 海 道 防 災 航 空 隊 防 災 航 空 室 011-782-3233 011-782-3234 01-11-39-898/897 －

－ 004-621-2370 004-621-2379

岩 手 県 防 災 航 空 隊
（ 情 報 収 集 ）

－ －

17-6897 017-111-4288 017-111-6743

金 沢 市 消 防 局

第一次出動航空小隊

仙 台 市 消 防 航 空 隊
（ 指 揮 支 援 隊 輸 送 ）

消 防 航 空 隊 0223-23-7850 0223-23-7848 －

石
川
県

石 川 県 消 防 保 安 課 076-225-148１ 076-225-1484 17-4288

富
山
県

富 山 県 076-432-0657 016-111-80-11-2827

富 山 市 消 防 局 016-501-242 016-501-268

新
潟
県

新 潟 県
15-11

〃（警備員室連絡後）

15-11

〃（警備員室連絡後）

015-401-20-6442

〃(警備員室連絡後）

015-401-20-6497

〃(警備員室連絡後）

新 潟 市 消 防 局 － －

025-282-1667
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別表５

貯蔵量 貯蔵場所以外への調達

（L) 度 分 秒 度 分 秒 電話番号 FAX番号 の可否・方法又はルート

ガソリン 28,500 昼 0176-53-4106 0176-53-6638

軽油 9,500 夜 090-8786-7797

ガソリン 19,100 昼 0176-53-2956 0176-57-4007

軽油 9,500 夜 0176-57-1758

ガソリン 20,000 昼 0176-54-2305 0176-54-2305

軽油 29,000 夜 0176-53-6938

ガソリン 38,400 昼 0176-53-5333 0176-53-5338

軽油 19,200 夜 090-1933-0633

ガソリン 30,000 昼 0176-54-2601 0176-54-2600

軽油 30,000 夜

ガソリン 19,000 昼 0176-54-2331 0176-54-2906

軽油 19,000 夜

ガソリン 20,000 昼 0176-59-3380 0176-59-2130

軽油 30,000 夜 090-9747-1004

ガソリン 昼

軽油 夜

給油可能施設一覧表

三沢市
消防本部

141 24 49
タンクローリーで軽

油運搬可能
有

三沢市鹿中二丁目516 （有）松森石油店 40 40 53 141 25 49
タンクローリーで軽

油運搬可能
有

有

三沢市大津一丁目
219-229

（有）五日市
石油店

有

40 40 42

三沢市緑町三丁目2-3
㈱オリワンミスビー
ドル給油所

40 41 2 141 22 50
タンクローリーで軽

油運搬可能

三沢市字堀口17-97
（有）堀ガソリン
スタンド

40 41 20 141 23 51
タンクローリーで軽

油運搬可能

21 21
タンクローリーで軽

油運搬可能
有

三沢市大町二丁目4-1 （有）広瀬商店 40 40 34 141

三沢市字猫又22-111 東奥商事㈱ 40 40 54 141

21 51
タンクローリーで軽

油運搬可能
有

連絡先（昼・夜間） 石商加盟
の有無消防本部

燃料の
種類

所在地 事業所名
座標（北緯） 座標（東経）

有
三沢市谷地頭二丁目
559-1

(株)ゆめグリーン北
部給油所

40 46 37 141 22 17
タンクローリーで軽

油運搬可能

別表４

度 分 秒 度 分 秒 電話番号 ＦＡＸ番号

昼 ０１７８－２１－１０７７ ０１７８－２０－１１０５

夜
昼 ０１７６－５３－５１１１

夜

ヘリコプター離着陸場一覧表

連絡先（昼・夜間）座標（東経）座標（北緯）
責任者市町村名 所在地 名　　称

三沢市
港町二丁目１０－２ 三沢漁港・運動広場 40 40 41 141 26 5

三八漁港漁場整備
事務所

三沢市役所
総務部

2 141 22 0淋代平１１６－２４９１ 三沢市民の森 40 44

別表５

貯蔵量 貯蔵場所以外への調達

（L) 度 分 秒 度 分 秒 電話番号 FAX番号 の可否・方法又はルート

ガソリン 28,500 昼 0176-53-4106 0176-53-6638

軽油 9,500 夜 090-8786-7797

ガソリン 19,100 昼 0176-53-2956 0176-57-4007

軽油 9,500 夜 0176-57-1758

ガソリン 20,000 昼 0176-54-2305 0176-54-2305

軽油 29,000 夜 0176-53-6938

ガソリン 38,400 昼 0176-53-5333 0176-53-5338

軽油 19,200 夜 090-1933-0633

ガソリン 30,000 昼 0176-54-2601 0176-54-2600

軽油 30,000 夜

ガソリン 19,000 昼 0176-54-2331 0176-54-2906

軽油 19,000 夜

ガソリン 20,000 昼 0176-59-3380 0176-59-2130

軽油 30,000 夜 090-9747-1004

ガソリン 昼

軽油 夜

給油可能施設一覧表

三沢市
消防本部

141 24 49
タンクローリーで軽

油運搬可能
有

三沢市鹿中二丁目516 （有）松森石油店 40 40 53 141 25 49
タンクローリーで軽

油運搬可能
有

有

三沢市大津一丁目
219-229

（有）五日市
石油店

有

40 40 42

三沢市緑町三丁目2-3
㈱オリワンミスビー
ドル給油所

40 41 2 141 22 50
タンクローリーで軽

油運搬可能

三沢市字堀口17-97
（有）堀ガソリン
スタンド

40 41 20 141 23 51
タンクローリーで軽

油運搬可能

21 21
タンクローリーで軽

油運搬可能
有

三沢市大町二丁目4-1 （有）広瀬商店 40 40 34 141

三沢市字猫又22-111 東奥商事㈱ 40 40 54 141

21 51
タンクローリーで軽

油運搬可能
有

連絡先（昼・夜間） 石商加盟
の有無消防本部

燃料の
種類

所在地 事業所名
座標（北緯） 座標（東経）

有
三沢市谷地頭二丁目
559-1

(株)ゆめグリーン北
部給油所

40 46 37 141 22 17
タンクローリーで軽

油運搬可能

別表６

地上式 ス  ピ  ン  ド  ル  規  格

地下式 放 　 水　  口　  規　  格

地上式
スピンドル　四角　３５～３８ｍｍ

放水口　　　町野式　６５ｍｍ
パイプレンチ等で開閉可能

地下式
スピンドル　四角　３５～３８ｍｍ

放水口　　　町野式　６５ｍｍ
パイプレンチ等で開閉可能

消　火　栓　規　格　一　覧　表

管轄消防本部 市町村名

規　　　　　　　　　　格

その他必要事項

三沢市消防本部 三沢市
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別表７

度 分 秒 度 分 秒 電話番号 FAX番号

昼 0176-57-1118 0176-57-1117

夜

昼 0176-50-1155 0176-53-6700

夜

昼 0176-52-7010 0176-52-7020

夜

昼 0176-54-2131 0176-50-7150

夜

昼 0176-53-3973 0176-53-3941

夜

昼 0176-54-2702 0176-54-2341

夜

昼 0176-59-3333 0176-59-3334

夜

昼 0176-53-2402 0176-53-2903

夜

昼 0176-52-4080 0176-52-4081

夜
40 40 50 141 23 14

57

炊飯所 三沢市立第五中学校 三沢市字古間木山141-111 40 40 6 141

炊飯所 三沢市立第三中学校 三沢市大字三沢字庭構1084-33 40 46 52

21 44

13

炊飯所 三沢市立第二中学校 三沢市字園沢97-2 40 40 56 141 24 37

37

炊飯所 三沢市学校給食センター 三沢市大字三沢字大津53-1 40 41 6 141

食  料 マックスバリュ三沢大町店 三沢市大町二丁目12-1 40 40 40

24 37

6

食  料 ユニバース三沢堀口店 三沢市大字三沢字堀口117-25 40 40 34 141 22 49

三沢市
消防本部

食  料 ユニバース松園店 三沢市松園町三丁目５－１ 40 40 25 141 22

141 21

炊飯所 三沢市立第一中学校 三沢市松園町二丁目1-34 40 40 37 141 22

141 23

炊飯所 三沢市立堀口中学校 三沢市字堀口94-143

食料等物資の補給体制一覧表
連絡先（昼・夜間）

消防本部 物資の種類 調達先名称 所在地
座標（北緯） 座標（東経）

別表８

面積 土地の 車両駐車

度 分 秒 度 分 秒 （㎡） 状況 有・無 設置個所数 有・無 設置個所数 可能台数 電話番号 FAX番号

昼 0176-59-3311
夜
昼 0176-59-2711 0176-59-2702
夜
昼 0176-57-2812
夜
昼 0176-57-2100 0176-57-2110
夜
昼 0176-57-2322
夜

アスファルト 有 1

有 2 60 三沢市長22 5 100,000 芝 有 2

有 2

有 1 20 三沢市長

三沢アイスアリー
ナ

三沢市南山三丁目
116-5

40 40 34 141

23 18 11,163 土 有 2

有 2 120 三沢市長24 8

有 2 30 三沢市長

道の駅みさわ斗南
藩記念観光村

三沢市谷地頭四丁目
298-652

40 47 1 141

21 56 43,667 芝 有 2

有 1 50 三沢市長22 6 60,000 芝

三沢市
消防本部

三沢オートキャンプ
場

三沢市淋代平261-4 40 44 34 141

三沢市民運動広場 三沢市字下沢83-56 40 41 32 141

市民の森運動公園
（場外離着陸場除く）

三沢市字淋代平
116-2941

40 43 56 141

50,000

宿　営　場　所　一　覧　表

消防本部 名称 所在地
座標（北緯） 座標（東経） 水道 トイレ

所有者・管理者
連絡先（昼・夜間）

別表９

消防本部 病院名 所在地 電話番号 診　療　科　目 病床数
救急専
用病床

自家発
電の有

医師数 看護師数 経営主体

三沢市立三沢病院 三沢市大字三沢字堀口164-65 ０１７６－５３－２１６１
内・小・外・整・脳・皮・耳・泌・放・
形・産婦・眼・歯口・麻・腫内・リハ・
内視内

220 3 有 19 183 三沢市

財団法人仁和会
三沢中央病院

三沢市中央町三丁目11-2 ０１７６－５７－１１１１
内・呼内・呼外・循内・外・整・
泌・形・消内・婦・リハ

84 有 4 36 民間

医　療　機　関　一　覧　表

三沢市
消防本部
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別表１０

度 分 秒 度 分 秒 電話番号 FAX番号

昼 0176-53-1711

夜

昼 0176-53-2013

夜

昼 0176-53-2026

夜

昼 0176-57-2773

夜

昼 0176-53-3078

夜

昼 0176-53-3105

夜

昼 0176-23-5553

夜

昼 0176-50-7088

夜

昼 0176-53-2556

夜

昼 0176-53-3610

夜

昼 0176-58-5587

夜

昼 0176-57-1618

夜

昼 0176-53-2475

夜

昼 0176-53-2379

夜

昼 0176-53-6823

夜

昼 0176-54-4314

夜

昼 0176-53-2969

夜

三沢市
消防本部

連絡先（昼・夜間）
消防本部 物資の種類 調達先名称 所在地

座標（北緯） 座標（東経）

重機派遣体制一覧表

141 22 33建設・運輸等 （株）小坂工務店 三沢市南町四丁目31-3469 40 39 59

26

建設・運輸等 （有）中村建設 三沢市本町一丁目55-5 40 39 55 141 21 24

建設・運輸等 （有）睦建設 三沢市南町三丁目31-2692 40 40 8 141 22

21 22

建設・運輸等 昭和建設（株） 三沢市緑町一丁目１－３ 40 41 10 141 22

141 23 24

建設・運輸等 鈴木建設工業（株） 三沢市新町三丁目31-2201 40 40 38 141

建設・運輸等 （株）中屋敷建設 三沢市深谷二丁目94-303 40 40 32

141 25 8

建設・運輸等 沼岡建設（株） 三沢市緑町二丁目１－３ 40 41 3 141

建設・運輸等 （有）今野土木 三沢市大津四丁目12-371 40 41 5

22

建設・運輸等 （株）青北建設 三沢市六川目六丁目34-57 40 46 36 141 24 8

25

建設・運輸等 （株）小巻建設 三沢市大字三沢字水筒42-35 40 41 28 141 24 35

22 24

建設・運輸等 柏崎興業（株） 三沢市字古間木山142-2 40 40 24 141 21

141 22 55

建設・運輸等 （有）菅原土木工業所 三沢市松園町二丁目12-34 40 40 35 141

33 141 21 57

建設・運輸等 古舘建設工業（株） 三沢市日の出一丁目94-340 40 40 30

建設・運輸等 （有）林崎工務店 三沢市松園町三丁目２－２ 40 40

14

建設・運輸等 （有）新光工業 三沢市大津一丁目219-338 40 40 43 141 24 47

22 3

建設・運輸等 （有）浜田工業 三沢市松園町一丁目6-15 40 40 37 141 22

39 59 141 22 17建設・運輸等 （有）三福工務店 三沢市南町四丁目31-3721 40
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⑧

応援要請連絡系統図
【別図1】

消防庁長官

青森県知事
緊急消防援助隊の属する

都道府県知事

・代表消防機関（代表消防機関代行）

青森地域広域消防事務組合

（弘前・八戸）

・地域ブロック代表消防機関（八戸）

地域ブロック

代表消防機関

三沢市消防本部

消防長
（市長の委任）

緊急消防援助隊の属する

市町村長
（緊急消防援助隊）

三沢市消防本部管理者

（三沢市長）

⑤出動の求め又は指示

（※ 特に緊急を要する場合は登録市町村へ）

③出動可能隊

数の報告及び

出動準備

② 応援要請
⑥応援決定

通知

連 絡

出 動

① 応援要請連絡

（管理者承認時）

⑥応援決定

通知

報 告
指示・承認

連 絡

出 動

出 動

連 絡

連 絡

出 動

【迅速出動】

要請要綱

第７章による

⑧ 迅速出動

④ 出動隊報告

④ 可能隊報告

④ 出動隊報告

④ 可能隊報告

④ 出動隊報告

【関係様式】

①応援等要請のための連絡事項（要請要綱別記様式１－２）

②緊急消防援助隊の応援等要請（要請要綱別記様式１－１）

※ 都道府県知事→消防庁長官

③出動可能隊数報告の求め及び出動準備依頼（要請要綱別記様式２－１）

④出動可能隊数・出動隊数の報告（要請要綱別記様式２－２）

⑤緊急消防援助隊の出動の求め又は指示（要請要綱別記様式３－１）

⑥緊急消防援助隊の応援決定通知（要請要綱別記様式３－２）

⑦緊急消防援助隊の出動隊数通知（要請要綱別記様式３－３）

⑧緊急消防援助隊の出動の求め（迅速）（要請要綱別記様式３－４）

青森県消防相互応援協定又は各相互

応援協定に基づく出動

⑦出動隊数

通知

⑦出動隊数

通知

③出動可能隊

数の報告及び

出動準備

青森県内消防機関
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※
現
地
合
同
調
整
所

※必要に応じて
現地合同調
整所を設置
する

【別図２－１】 指 揮 系 統 図

（県が調整本部を設置する場合）

※２

※ １

〈県調整本部〉

消防応援活動調整本部

・本部長（青森県知事）

・三沢被災地消防派遣職員

・消防庁派遣職員

・指揮支援部隊長
・県代表消防機関派遣職員

・青森県防災航空隊派遣職員

〈調整本部と同様の組織〉

・自衛隊

・海上保安庁

・青森県警察本部

・DMAT等

指

揮

本

部

三

沢

指揮支援本部

（指揮支援部隊）

・仙台市消防局
・札幌市消防局

・東京消防庁

・横浜市消防局

・川崎市消防局

・新潟市消防局
・相模原市消防局 ほか

秋田県大隊長 秋田県大隊

岩手県大隊長

山形県大隊長

宮城県大隊長

○○都道府県大隊長

仙台市消防航空隊

秋田県消防防災航空隊

岩手県防災航空隊

山形県消防防災航空隊
宮城県防災航空隊

○○都道府航空隊・○○消防航空隊

岩手県大隊

山形県大隊

宮城県大隊

○○都道府県大隊

青森県大隊長
（青森地域広域事務組合消防本部）

青森県防災航空隊

青森県○○消防本部 (中小隊）

青森県△△消防本部（中小隊）

青森県◆◆消防本部（中小隊）

青森県××消防本部（中小隊）

緊急消防援助隊

県内応援隊

※１ 緊急消防援助隊の各都道府県大隊は、

市町村の区割りが具体的に決定した場合、

当該市町村の消防本部の指揮下に入り、

応援活動を実施するものとする。

※２ 緊急消防援助隊の航空部隊は、青森県

防災航空隊の指揮下に入り応援活動を実

施するものとする。

※ 本図において、便宜上、

○○道県大隊長 には、統

合機動部隊長を含むものと

する。

市災害対策本部

県災害対策本部

政府現地対策本部

各中小隊

各中小隊

各中小隊

各中小隊

各中小隊

(

(

※必要に応じ
て現地合
同調整所
を設置する

【別図２－２】 指 揮 系 統 図

（市が調整会議を実施する場合）

※ １

※２

（調整会議）

・本部長（指揮者）消防長

・消防庁派遣職員

・指揮支援部隊長

・県代表消防機関派遣職員

・青森県防災航空隊派遣職員

・関係機関連絡員

・自衛隊

・海上保安庁

・青森県警察本部

・DMAT等
・

指

揮

本

部

三

沢

指揮支援本部

（指揮支援部隊）

・仙台市消防局
・札幌市消防局

・東京消防庁

・横浜市消防局

・川崎市消防局

・新潟市消防局
・相模原市消防局 ほか

秋田県大隊長 秋田県大隊

岩手県大隊長

山形県大隊長

宮城県大隊長

○○都道府県大隊長

仙台市消防航空隊

秋田県消防防災航空隊

岩手県防災航空隊

山形県消防防災航空隊

宮城県防災航空隊
○○都道府県航空隊、○○消防航空隊

岩手県大隊

山形県大隊

宮城県大隊

○○都道府県大隊

青森県大隊長

（青森地域広域事務組合消防本部）

青森県防災航空隊

青森県○○消防本部（中小隊）

青森県△△消防本部（中小隊）

青森県◆◆消防本部（中小隊）

青森県××消防本部（中小隊）

緊急消防援助隊

県内応援隊

※１ 緊急消防援助隊の各都道府県隊は、

市町村の区割りが具体的に決定した

場合、当該市町村の消防本部の指揮

下に入り、応援活動を実施するもの

とする。

※２ 緊急消防援助隊の航空部隊は、青

森県防災航空隊の指揮下に入り応援

活動を実施するものとする。

※ 本図において、便宜上、○○道県大隊長

には、統合機動部隊長を含むものとする。

政府現地対策本部

県災害対策本部

市災害対策本部

各中小隊

各中小隊

各中小隊

各中小隊

各中小隊

(

(

※

現

地

合

同

調

整

所
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別図３

※　消防本部に指揮本部を設置した場合

【各大隊長等間の通信】

※通信に際しては、輻輳する可能性があるため、通信には特に留意すること。

なお、原則各中小隊間はトランシーバー等を使用する

県大隊長

(青森県主運用波統制）

県調整本部（指揮支援部隊長）

※統制波統制

上十三消防指令センター/ 警防本部（※指揮本部）警防 指揮支援本部（援助隊） 指揮支援本部（県内応援）／代表消防機関

都道府県大隊長

統合機動部隊長

各中小隊長

警防本部長（※指揮者）

各中小隊長

各中小隊長

指揮支援部隊長は、必要に応じて、統制

波２及び統制波３を指定する

統制波１／防災情報NW 統制波１ 統制波１

統制波１

都道府県大隊本部

（都道府県内共通波統制）

青森県主運用波

各都道府県内主運用波

活動波

警防本部長（指揮者）↔県内応援隊：青森県主運用波

警防本部長（指揮者）↔都道府県大隊長・統合機動部隊長：統制波１
都道府県大隊長・統合機動部隊長↔県大隊長（県内）：統制波１
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要請要綱別記様式１－２

殿

緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱第４条の規定に基づき、次のとおり詳細な災害

の状況及び大規模な消防の応援等に関する事項を連絡します。

＜連絡責任者＞

氏　　名

ＮＴＴ回線ＦＡＸ

地域衛星ＦＡＸ地域衛星電話

応 援 等 連 絡 日 時 平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　　時　　　　　分

担当課室

（三沢市長）

ＮＴＴ回線電話

その他参考と なるべき 事項
( 必 要 資 機 材 等 ）

水上小隊 水難救助小隊

その他（　　　　　　　　　　　　）

救急小隊 密閉空間火災等対応小隊

後方支援小隊
特
殊
装
備
小
隊

遠距離大量送水小隊

通信支援小隊 消防活動二輪小隊

航空小隊 震災対応特殊車両小隊

Ｃ災害対応小隊

救助小隊 大規模危険物火災等対応小隊必要とする応援隊

必要とする隊に○をつける。必

要隊数が分かる場合は、　隊数

を記入。

出動可能な全隊

特
殊
災
害
小
隊

毒劇物等対応小隊

指揮支援隊 Ｎ災害対応小隊

指揮隊 Ｂ災害対応小隊

消火小隊

出動を希望する区域・活
動 内 容

災 害 の 状 況
原子力施設等 有　・　無 被　害 有　・　無　・　不明

石油コンビナート等 有　・　無 被　害 有　・　無　・　不明

災 害 発 生 場 所
都道
府県

市区
町村

第　　　　　　　　　　　　報

（消防庁長官又は知事）

応援等要請のための連絡事項

平成　　　 年　　 　月　 　　日　 　　時　　 　分

災 害 発 生 日 時 平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　　時　　　　　分頃
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資料５０ 

ボランティア団体一覧 

団 体 名 代 表 者 
住 所 ま た は 

連 絡 先 
電話 団体員数 

三沢市 

赤十字奉仕団 

委員長 

沼田 弘子 

三沢市市民生活部 

生活安全課 
0176-53-5111 

男性： ３名 

女性：９１名 

合計：９４名 

三沢市 

ボランティア 

連絡協議会 

会長 

髙松 朝子 

三沢市 

社会福祉協議会 
0176-53-3422 加入団体：１４団体 
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